
p. 1

【本体レジュメ】 

１） 

設立・開業時 

→（論点）医療法人 VS個人事業 

・・・通常の法人成シミュレーションと同じ

※医療法人なり あるあるミス

小規模企業共済 

→共済脱退（廃業扱い）→脱退金は退職所得

～加入期間 2 年未満脱退の場合、掛金＞解約金、自己都合も同じ、また自己都合の場合、

一時所得扱い 

２） 

上記からみた承継の視点 

個人・・・親族 OR 第三者に承継 

→一旦いまの医療機関を廃止、事業承継者が新たに医療機関解説

（参考） 

保健所「診療所廃止届出」「診療所開設届出」「保険医療機関指定申請書」「医療機関コード」

の取得等々 

→個人版事業承継税制の適用可能性？

（参考）現在適用件数 0 件 

医療法人・・・上記の場合、理事長交代オンリー 

（参考） 

理事長登記→役員変更届出 

事業の承継を「確実にする」という観点では医療法人が最も安心、楽 

（参考） 

・新設法人の消費税 自由診療系については還付を考える→当然

・損税問題（内容割愛）

診療報酬 100 円－仕入額 55 円＝利益 45 円 仮に 8％時代だったら･･･ 利益は 46 円 

→保険点数上乗せ問題

（参考） 

医療法人と営利法人の役員兼務は可能※ただし、医療法人との取引がなされていない法人

オンリー、したがって一般的な自前の MS法人は当然 NG
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非営利の意味 

・・・医療法 54 条配当禁止

獲得利益を構成員に分配しないこと ※「利益を追求しないこと」という意味ではない 

３） 

医療法人における「社員」の基本的考え方 

・拠出は任意

・1 人 1 議決権

・オーナー

４） 

MS 法人との取引は配当か？ 

→経過措置型医療法人時代（平成 19 年施行第 5 次医療法改正前医療法人）、事実認定で非

常に問題になった 

５） 

医療法人は会社法の射程外 

→しかし定期同額給与、事前確定届出給与、役員給与及び役員退職慰労金過大性チェック

は入る 

→さされた裁決、判例、現場調査レベル 一切なし なぜ？

→過大性部分は配当？

（参考） 

理事長→医師としての給与支払あり→使用人兼務役員になれない 

→法令７１①

すべて役員給与 

※社員総会の形式基準注意

医療法人の持分を所有する理事→使用人兼務役員になれる 同族会社適用がないから 

院長 理事に加わる（管理者、監督者） 

→院長が理事長、常務理事でない場合、使用人兼務役員になれる

６） 

医療法人の増減資 

・増資
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みなし贈与の発動可能性あり 

→最判平成 22 年 7 月 16 日 納税者負け

・減資

医療法 54 条に抵触しない払戻は可能 

→みなし配当発生

→債務超過状態の経過措置型医療法人が法人住民税均等割削減スキーム等で実行すること

が多い。 

７） 

医療法人の承継 

定めのある↓ 

持分評価 大会社へ 類似へ 

①類似に配当なし 業種目はその他

②純資産累積 高止まり ※役員給与と役員退職慰労金しかない

③配当還元適用不可

④比準１へすぐおちる

⑤純資産価額 80％不適用

租税法では、弁護士、税理士、医者（医療法人については、財産評価基本通達上の純資

産価額算定では営業権は評価しない）の属人的な営業権を評価しません（一身専属権は評

価しない）。老舗の鰻屋の秘伝のタレや政治家の地元基盤などは営業権評価も不可能ですし、

相続財産にも含まれません。評価の安定性の観点から評価する必要がないというのが結論

もあります。 

→第三者 M&A の時の時価は？修正簿価純資産法？

MS 法人の評価 上記同 ①～⑤の特徴以外一緒、普通法人と同じ 

持分ある→なしへの安易な移行はしない（相続放棄と同じ） 

【従来型】 

プラン１ 

医療法人の持分を MS 法人へ徐々に移転 

医療法人の持分を利益の少額 MS 法人に移転すれば相続税額は圧縮可能 

プラン２ 

医療法人の持分評価額が低い間に相続時精算課税 
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プラン３ 

あり→なし移行 

※ 

出資持分の放棄により出資者の権利の消滅により、医療法人が払戻する必要がなくなる 

→経済的利益をうけたのと同義

→医療法人を個人とみなし、贈与税課税（みなし贈与 相続税法 66④）

→相令 33③

→運営組織が適正である 課税されない

→国税庁個別通達 第２ 持分の定めのない法人に対する贈与税の取扱い

→認定制度の実施

プラン４ 

役員給与（設立時～設計必要）、役員退職慰労金支給 

８） 

医療法人 M&A 

・中小・零細企業におけるＭ＆Ａの手法は株式譲渡、全部事業譲渡、一部事業譲渡、又は

合併、株式交換等の組織再編成があります。現在の実務では、株式譲渡が 50％、一部事業

譲渡が 50％程度の実行と見受けられます。 

 従来までは株式譲渡がほぼ 100％でしたが、簿外債務等潜在リスクの包括承継リスクは一

時、社会問題化し、また、そのリスクを認識した専門家及びクライアントの増加により、

一部事業譲渡を、「あえて」選択するのが、昨今増加傾向にある主原因です。また、税負担

軽減スキームを比較的自由に設計できるのが事業譲渡スキームであるから、という原因も

あります（出資持分の定めのない医療法人では事業譲渡しか手法がとりえません）。 

・医療法人の場合、レセプト DD を実施します。支払審査機関勤務経験のある専門家に依

頼。基本的には、支払審査機関で査定されたものや、疑義あるものがあれば、クリニック

において精査します。 

Ｑ○ （医療法人Ｍ＆Ａの一般的な留意点） 

医療法人Ｍ＆Ａの一般的な留意点を教えてください1。 

Ａ○ 医療法人は特殊です。下記の事項について検証します。 

1 本問は岡野訓他「実務目線からみた事業承継の実務 三訂版」大蔵財務協会; 三訂版 

(2018/11/9)を該当場所を適宜、参照しています。
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【解説】 

医療法人の事業承継や M＆A を考えるに際しては、次の３点を整理しておく必要があり

ます。 

・・・財産権（出資持分）

・・・経営権（社員）

・・・執行権（理事）

それぞれ、現状の保有者は誰で、誰に何を、どの様に移譲するのかを考慮します。株式

会社であれば、種類株式や議決権分離型信託（事業承継信託）等による制限がない限り、

財産権と経営権は一体です。 

医療法人における財産権は、持分割合に応じ 

・・・出資の払戻請求権

・・・解散時の払戻請求権

に整理できます。持分なし医療法人への移行について、財産権をそもそもなくしてしまう

手続きという意味では事業承継の一手法です。 

通常、医療法人での M＆A では、 

・・・出資持分譲渡

・・・社員の過半数以上の入替

・・・理事交代

という手続きを行います。買手は経営権を手に入れたいので、「社員」「理事」に就任すれ

ば事足ります。しかし、それでは売手が譲渡対価を得られません。出資持分譲渡が必要に

なります。 

Ｑ○ （医療法人Ｍ＆Ａについて基本的な考え方） 

医療法人Ｍ＆Ａについて基本的な考え方をご教示ください2。 

Ａ○ 下記です。 

【解説】 

医療法人においては、出資持分があります。M&A の手法は一般法人と大きく異なります。

医療法人の持分は議決権と不一致だからです。医療法人や株式会社等は社員就任不可、平

成 19年 4月 1日以降、持分ある医療法人を新たに設立不可、それを踏まえて特徴点として、 

・持分取得は M&A では不可、社員の交代手続きになる

・法人が医療法人を子法人として支配できない

・株式交換・株式移転の手法は不可

2 本Ｑ○～Ｑ○は岡野訓他「実務目線からみた事業承継の実務 三訂版」大蔵財務協会; 三

訂版 (2018/11/9)、藤原宏高他「中小企業の事業承継 M&A 活用の手引き―円滑な事業引継

ぎのために (東弁協叢書)」経済法令研究会 (2016/01)の該当箇所を適宜参照しています。
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・持分なし医療法人においては、社員の交代が事実上の M&A

というものがあります。 

 医療法人出資持分は出資割合に応じた医療法人の財産払戻しを受ける権利（払戻請求権）、

医療法人解散時の残余財産の分配を受ける権利からなる財産権です。譲渡可能です。しか

し、出資持分を取得したからといって自動的に社員になるわけではないため、別途社員交

代の手続きが必要です。 

 持分と議決権の不一致は、出資持分を取得せず M&A 可能ということです。売主社員が持

分払戻しを受けて退社し、買主社員が入社することで社員の交代を図ります。平成 19 年 4

月 1 日以降に設立された医療法人は、持分なしのため社員、役員の交代をもって M&A を

行います。 

【持分あり・なし医療法人の M&A の特徴点】 

持分あり医療法人 持分なし医療法人 

出資 出資持分 なし（拠出財産） 

可能な M&A ・合併

一般に存続法人の持分が対

価+入社 

・買収

持分取得または退社払戻+

入退社 

・事業譲渡

・合併

入社 

・社員交代

・事業譲渡

・持分あり M&A

持分のやりとりに加えて社員及び役員の変更を行います。売主社員が、買主社員等に持

分譲渡して退社し、又は持分払戻を受けて退社し、さらに定款手順に従い社員入社および

役員変更の手続きを行います。持分取得して入社できるのは買主法人ではなく、その社員

や役員です。 

・持分なし M&A

社員、役員の交代のみが行われます。持分なしでは事業譲渡しか選択の余地がありませ

ん。事業譲渡代金を医療法人から理事に払い出す方法として退職金を支給する方法が一般

的です。 

・持分あり医療法人の合併

存続法人（買主）持分を消滅法人（売主）の社員に交付します。金銭交付した場合、税

制非適格になります。含み損資産を顕在したい場合のみ考慮すべき事項です。適格合併後

6



p. 7

に、消滅法人の社員が引退により、持分払戻しを受けて退社すると、適格要件を満たさな

くなります（当初合併が税制非適格になります）。適格合併を維持したい場合、合併前から

当該退社の意向がある場合、持分払戻しは合併前に行うのが通常です。消滅側の法人の処

理は一般法人の適格、非適格と課税関係は同様です。 

 売主医療法人の社員ですが、消滅法人の出資者は、消滅する医療法人の代わりに合併存

続法人の持分の払戻しを受けます。適格であれば出資者個人に課税はなく、非適格の場合、

みなし配当及び持分の譲渡損益が認識され、課税されます。存続法人側の処理は通常の株

式会社の合併と同じです。譲受側の医療法人の社員には課税関係は生じません。 

・持分あり医療法人と持分なし医療法人の合併

合併後の法人は持分のない医療法人になります。持分のある医療法人を存続法人とした

い場合、予め持分あり医療法人を持分のない医療法人に移行させて合併させます。 

 この場合、適格要件の判定が異なります。持分のない医療法人は出資者がおりません。

法人グループを形成しないため、「共同事業を行うための合併」だけになります。また、持

分のない医療法人は合併対価として自法人の持分を交付できません。このため、適格判定

は出資継続保有要件以外の要件で判定します。 

 消滅法人（持分あり）の処理は原則として通常の合併と同じです。しかし、合併に先立

ち持分のない医療法人に移行しておくことで、出資者全員が持分を放棄するとみなし贈与

（相続税法 66 条 4 項）の可能性があります。 

 譲渡側の医療法人の処理ですが、対価として持分の交付はありません。受け取る持分に

関する問題（みなし配当等）は生じません。対価が金銭では税制非適格になります。対価

の代わりに持分の払戻しを受けて退社し、改めて存続法人に入社することは可能です。こ

の場合、みなし配当が生じる可能性があります。また持分を放棄するとみなし贈与の可能

性もあります（残存社員に対して、または医療法人に対して）。存続法人（持分なし）のほ

うは、そもそも利益積立金額しか計上されていないのでそれが増加するだけです。譲受側

の医療法人の社員において課税関係は生じません。 

・持分なし医療法人同士の合併

持分ありと持分なしの合併と同じです。既に両者とも社員は持分を放棄しています。譲

渡側の社員が譲受側の法人に入社する、または退社するだけで、あとは法人格の変更等の

手続きによるだけです。 

Ｑ○ （医療法人Ｍ＆Ａについて出資持分譲渡のパターンと課税関係） 

医療法人Ｍ＆Ａについて出資持分譲渡のパターンと課税関係についてご教示ください。 

Ａ○ 下記です。 

【解説】 
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出資持分譲渡のパターン 

１）持分譲渡・社員交代を行う場合

売主医療法人・・・出資社員の交代、課税関係生じず。 

 売主側の出資社員・・・出資持分の評価額を算定、持分を譲受法人の社員等に分配。譲

渡相手は個人なので個人資力が問題。通常、役員退職慰労金の支給し、評価低額になった

タイミングで譲渡。譲渡後、定款の定めに従い退社。

買主医療法人・・・課税関係生じず。

買主医療法人の社員等・・・譲渡法人の出資社員から持分取得、譲渡法人に入社する手

続き。 

２）売主社員が持分払戻しを受けて退社する場合

 売主医療法人・・・退社する社員に持分の払戻し。みなし配当は 20.42％の源泉徴収必要

あり。 

 売主出資社員・・・医療法人から持分払戻を受けて退社。モデル定款の場合、出資割合

に基づき持分の払戻しが行われる。想定外に純資産（内部留保）がある場合、みなし配当

による配当所得課税が重い税負担となるため、役員退職慰労金等を事前に支給し、内部留

保低減。 

買主医療法人・・・課税関係生じず。 

買主医療法人の社員等・・・譲渡法人に入社する手続き。又は、新出資。 

３）持分なし医療法人の社員を交代する場合

売主医療法人・・・課税関係生じず。 

売主医療法人の出資社員・・・通常、退職金支給がなされる。 

買主医療法人・・・課税関係生じず。 

買主医療法人の社員等・・・入社手続き。 

Ｑ○ （医療法人Ｍ＆Ａについて出資持分譲渡（社員交代）の各当事者の留意点） 

医療法人Ｍ＆Ａについて出資持分譲渡（社員交代）の各当事者の留意点についてご教示

ください。 

Ａ○ 下記です。 

【解説】 

１）原則論

売主医療法人・・・交代のみ 

 売主医療法人の社員・・・財産評価基本通達 194-2 で出資持分を算定。評価額が非常に

高くなるため、通常、事前に役員退職慰労金を支給し評価額低減策をとる。 
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（財産評価基本通達 194-2） 

（医療法人の出資の評価） 

194－2 医療法人に対する出資の価額は、178((取引相場のない株式の評価上の区分))の本

文、179((取引相場のない株式の評価の原則))から 181((類似業種))本文まで、182((類似業種

の株価))から 183－2((類似業種の 1 株当たりの配当金額等の計算))まで、184((類似業種比準

価額の修正))の(2)、185((純資産価額))の本文、186((純資産価額計算上の負債))から 186－

3((評価会社が有する株式等の純資産価額の計算))まで、187((株式の割当てを受ける権利等

の発生している株式の価額の修正))の(2)、189((特定の評価会社の株式))、189-2((比準要素

数1の会社の株式の評価))から189－4((土地保有特定会社の株式又は開業後3年未満の会社

等の株式の評価))（185((純資産価額))のただし書の定め及び 188－2((同族株主以外の株主等

が取得した株式の評価))の定めを適用する部分を除く。）まで及び 189－5((開業前又は休業

中の会社の株式の評価))から 192((株式無償交付期待権の評価))までの定めに準じて計算し

た価額によって評価する。この場合において、181((類似業種))の「評価会社の事業が該当

する業種目」は同項の定めにより別に定める業種目のうちの「その他の産業」とし、189((特

定の評価会社の株式))の(1)の「比準要素数 1 の会社の株式」に相当する医療法人に対する出

資は、183((評価会社の 1 株当たりの配当金額等の計算))の(2)又は(3)に定める「1 株当たり

の利益金額」又は「1 株当たりの純資産価額（帳簿価額によって計算した金額）」のそれぞ

れ金額のうち、いずれかが 0 であり、かつ、直前々期末を基準にして同項の定めに準じそ

れぞれの金額を計算した場合に、それぞれの金額のうち、いずれか 1 以上が 0 である評価

対象の医療法人の出資をいい、180((類似業種比準価額))及び 189-3((株式等保有特定会社の

株式の評価))の(1)のイに定める算式は、それぞれ次の算式による。（昭 59 直評 7 外追加、

平 2 直評 12 外・平 11 課評 2－2 外・平 12 課評 2-4 外・平 18 課評 2－27 外・平 20 課評

2-5 外・平 29 課評 2-12 外・平 29 課評 2-46 外改正）

（1） 180((類似業種比準価額))に定める算式

 ただし、上記算式中の「0.7」は、178((取引相場のない株式の評価上の区分))に定める中

会社に相当する医療法人に対する出資を評価する場合には「0.6」、同項に定める小会社に相

当する医療法人に対する出資を評価する場合には「0.5」とする。 

（2） 189-3((株式等保有特定会社の株式の評価))の(1)のイに定める算式

 ただし、上記算式中の「0.7」は、178((取引相場のない株式の評価上の区分))に定める中

会社に相当する医療法人に対する出資を評価する場合には「0.6」、同項に定める小会社に相

9
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当する医療法人に対する出資を評価する場合には「0.5」とする。 

買主医療法人・・・課税関係生じず。 

買主医療法人の社員等・・・持分の取得。 

２）メリット・デメリット

メリット・・・出資持分譲渡、社員交代手続きだけで済むので迅速にＭ＆Ａが実行可能。

デメリット・・・売主が複数医療機関を所有している場合、社員の入社責任が煩雑。 

３）典型スキーム

 社員・出資者・・・持分をもつもの、もたないものを区分し、もつものは出資払戻対応、

もたないものは役員退職慰労金支給で代替。 

医療法人の役員要件・・・理事、監事の区分。 

 医療法人の理事長・・・医療法人の出資持分譲渡により理事長を兼任するという状況が、

特別の理由、必然性があるかの合理的説明（経済的合理性の観点で）求められる。 

４）グループ法人税制

 グループ法人税制の定義では、出資も含まれ（法 2①十二の七の五）、医療法人も適用対

象です。完全支配関係は議決権割合でなく出資割合で判断します。議決権と出資が不一致

の医療法人の完全支配関係判定は慎重を期します。 

Ｑ○ （医療法人Ｍ＆Ａについて出資持分払戻請求に係る裁判例） 

医療法人Ｍ＆Ａについて出資持分払戻請求に係る裁判例についてご教示ください。 

Ａ○ 下記です。 

【解説】 

 非後継者が出資持分の払戻し請求を行うことは実務では頻出であり、かつては、定款変

更により出資額限度法人化する傾向もありました。しかし相続直前に定款変更決議が行わ

れた場合の当該有効性が争われた事例もあります。現在の認識では、上記は有効な解決策

とはいえません。 

下記裁判例は、相続 1 週間前に定款変更決議の有効性が争点となったもので、出資払戻

金額が出資持分の時価相当額となるのか、当初出資金額相当額になるのか、が問題になっ

た事案です。 

・東地 平成 12 年 10 月 5 日

定款変更は有効。

・東高 平成 13 年 2 月 28 日

【定款変更の効力／医療法人の出資持分払戻請求権の評価】 

10
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（判示事項） 

本件定款変更は、初めて付議された定時社員総会の時点で、社員の３分の２が出席して

議決されており、その後東京都から指導を受けて定款変更手続を再度実施したが、亡甲及

び乙は再度定款変更に同意し、新たに社員となった丙を含む５名全員もこれに同意してい

るのであるから、本件定款変更は、旧定款が認めていない持ち回り決議の方法によってさ

れたとしても、結局のところ、被控訴人の社員全員の同意を得ていると認められるのであ

り、しかも、こうした定款変更は、被控訴人の中心人物であり病院の継続を願う亡甲の意

図を実現する目的でされたものであるから、たとえその定款変更の手続に旧定款に違反す

る点があるとしても、その定款変更は有効にされたものというべきである。 

そうすると亡甲の被控訴人に対する出資額は１０８７万１４６９円であるので、同人の

死亡による被控訴人の退社に基づく出資持分払戻請求権を相続した控訴人は、被控訴人に

対し、同額を請求することができる。 

・最裁 平成 15 年 6 月 27 日 上告不受理 確定

地裁判決で確定しましたが、相続税の課税関係に関する論点は残ります。

出資額限度法人とは、社団法人で、出資払戻の際に出資相当額のみを払戻す医療法人を

いいます。上記の判決により活用がにわかに話題になりました。しかし、同時に課税関係

が煩雑になることも判明し、現在では有効性はないものと認識されています。出資限度額

での払戻しが認められ、定款の後戻可能性があっても、払戻しによる残余の受取ができな

いことが確定するため、その払戻金額によって相続税申告をすることになります。 

Ｑ○ （持分なし医療法人への移行による事業承継策について留意点：みなし贈与発動可

能性） 

持分なし医療法人への移行による事業承継策について留意点をご教示ください。 

Ａ○ 下記です。実務上は、ほぼ実行されません。 

【解説】 

持分なし医療法人への移行は実務上、ほぼ実行されません。仮に実行するとしても、相

続税法施行令第 33 条第 3 項要件チェックに該当しない場合、移行時に当該医療法人に贈与

税課税がなされる恐れがあります。 

（相続税法施行令第 33 条第 3 項） 

（人格のない社団又は財団等に課される贈与税等の額の計算の方法等） 

３ 贈与又は遺贈により財産を取得した法第六十五条第一項に規定する持分の定めのない

法人が、次に掲げる要件を満たすときは、法第六十六条第四項の相続税又は贈与税の負担

が不当に減少する結果となると認められないものとする。 

11
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一 その運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款又は規則において、その役

員等のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者（次号におい

て「親族等」という。）の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも三分

の一以下とする旨の定めがあること。 

イ 当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事

情にある者 

ロ 当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金

銭その他の財産によつて生計を維持しているもの 

ハ イ又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの

ニ 当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者のほか、次に掲げる法人の

法人税法第二条第十五号（定義）に規定する役員（(1)において「会社役員」という。）又は

使用人である者 

(1)当該親族関係を有する役員等が会社役員となつている他の法人

(2)当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者並びにこれらの者と法人税法

第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同

号に規定する同族会社に該当する他の法人 

二 当該法人に財産の贈与若しくは遺贈をした者、当該法人の設立者、社員若しくは役員

等又はこれらの者の親族等に対し、施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財

産の帰属、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び

事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。 

三 その寄附行為、定款又は規則において、当該法人が解散した場合にその残余財産が国

若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人その他の公益を目的とする

事業を行う法人（持分の定めのないものに限る。）に帰属する旨の定めがあること。 

四 当該法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し、

又は仮装して記録又は記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。 

Ｑ○ （医療法人 M&A の実践事例/理事退職金の過大性の考え方） 

医療法人 M&A の実践事例について留意点をご教示ください3。 

【質問前提】 

（１）売主Ａ持分あり医療法人の買収案件について、現時点で基本合意契約書締結前の状

況です。 

（２）仲介業者（両手仲介）を通して、買主Ｂ医療法人の意向として、買収金額 5 億円（内

訳、理事長退職金 4.5 億円、出資譲渡金 5 千万円）の提示がありました。当該退職金の功績

倍率は現行の役員退職金規定に則ると 5 倍となります。買主のＢ医療法人理事長が個人で

3 本問は筆者が回答しているコンサル質問会 http://kachiel.jp/consulting-question/（主催：

株式会社 KACHIEL）の Q&A に基づいています。 
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出資金を取得予定で、個人の資金負担をできるだけ抑えたいとのことです。ドラフト段階

の基本合意契約書においても、上記譲渡条件が記載されています。 

（３）売主Ａ法人も取引金額 5 億円は合意しています。しかし、税務上妥当と思われる金

額は退職金 3 億円（功績倍率 3.3 倍）、差引で出資譲渡金 2 億円と考えています。功績倍率

5 倍は高すぎますし、税引後手取も約 3,000 万円近く多くなるからです（売主はそこは重視

しているようです）。仲介会社は、買主の条件で強く進めようとしているようです。 

（Ａ医療法人の財務概要） 

・出資金約 110,000 千円（理事長親子で 100％）

・相続税評価額約 200,000 千円

・時価純資産約 200,000 千円

・ＥＢＩＴＤＡ約 100,000 千円

【質問】 

仮に、買主Ｂ法人側の提案内容で進めるとした場合、 

１）純然たる第三者間取引なので、出資譲渡価額は税務上問題となりませんか。

２）退職金を支払い、評価額を引き下げた後とはいえ、法人からＢ理事長に対する贈与認

定の可能性はありますか。 

３）功績倍率 5 倍で考えられる税務上のリスクとして、過大退職金の否認のほかに何か考

えられますか。 

４）一般的に、このような極端な金額区分けのスキームはよくあるのでしょうか。

５）Ｂ法人の提示額で進める場合、留意事項（リスク回避処置など）、何かアドバイスがあ

れば教えてください。 

Ａ○ 下記の【解説】が【回答】にあたります。 

【解説】 

１）について

はい。純然たる第三者間取引なので、出資譲渡価額自体は問題になりません。 

２）について

退職金計上後の株価引き下げによるみなし贈与の課税関係は生じません。 

３）について

医療法人の役員退職慰労金は通常法人と全く異なり、青天井であることが一般的です。 

通常法人の場合、功績倍率法等による計算結果について過大認定するかは過去の裁決・

裁判例・判例では下記を総合勘案して決定されます。 

東京地方裁判所平成２７年（行ウ）第７３０号法人税更正処分等取消請求事件（一部取

消し）（控訴）国側当事者・国（処分行政庁 三条税務署長） 

平成２９年１０月１３日判決【役員退職給与／不相当に高額／平均功績倍率の数にその半
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数を加えた数の功績倍率】 

これによると裁判所の判断で当局の過大性判定の基準として 

①■■■内（同所轄内）に納税地を有する法人であること

②日本標準産業分類における、大分類「Ｅ－製造業」の中分類「２４－金属製品製造業」

を基幹の事業としていること 

③平成１８年２月１日から平成２５年１０月３１日までの間に終了する事業年度において、

売上金額が６億７７４６万９２４３円〔原告の本件事業年度の売上金額（乙２）の半額〕

以上２７億０９８７万６９７０円（原告の本件事業年度の売上金額の倍額）以下である事

業年度があること 

④死亡を理由とする代表取締役の退職があり、かつ、上記③に該当する事

業年度において、当該退職した代表取締役に対して退職給与の支払がある 

こと 

⑤上記③に該当する事業年度について、国税通則法又は行政事件訴訟法所

定の不服申立て又は訴訟が係属中でないこと 

とあります。 

上記を要約すると 

①同所轄内法人で

②日本標準産業分類上同業種で

③（仮に倍半基準を適用した場合）同事業年度で

④③と同、支給実績があり

⑤③と同、それについて係争中でない

といった退職金と比較して過大性を判定します。しかし、医療法人は過去にこのような事

例がありません。医療法人の理事長（特に創業者）は月額報酬も極めて高額であることか

ら、高額で当然と認識されているものと推測されます。 

まずは、功績倍率法だけでなく複数の方法で判定し直すことをお勧めします。 

４）について

ここまで極端な例は少ないと考えられます。上記３）で回答した医療法人の理事の役員

退職金は過大性チェックがほぼなされない、という課税実務を逆手にとった考え方です。

一般法人同士の M&A の場合、株式譲渡価額＞役員退職慰労金金額が通常です。これは一般

法人の場合、当局の過大性チェックが極めて厳しくされるからです。 

５）について

出資持分譲渡契約書（最終契約書）における表明保証条項に過大認定された時の否認額

（仮に否認された場合、各種税金が反射的に変動しますので、それについてもれなく記載

をしておいた方が無難です）は B 法人が補償するという条項は必ず付します。 

譲渡代金の内訳という観点では、Ｑ○（Ｍ＆Ａ取引に係る税務判例（大阪高裁平成１４

年１０月１０日判決））が参考できます。当該判示において M&A プロセスの詳細がありま
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すので、確認してみてください。 

※法人税法と所得税法の過大性

【当初ご質問】 

Ｍ＆Ａ（売却）にともなって、売り手・買い手双方の合意の元、 

Ｍ＆Ａ実施直前に退職金を支給する場合に、 

あえて税務上の過大退職金を支給し、過大部分を 

自己否認する際の税務上の取扱いについて教えてください。 

【前提】 

・売却法人Ｘ社のＡ社長（１００％株主）

・功績倍率法による退職金を計算すると１億円が限度と判断

・Ｍ＆Ａを実施するにあたり、退職金を３億円支給することが

有利と考えている 

・買収決定法人Ｙ社も合意のうえ（株式取得対価で調整）、

退職金を３億円支給することにした 

・ただしＹ社は余計な税務上のリスクを負いたくないことから、

過大と考えられる２億円に関しては自己否認（損金不算入）を 

条件に認めるという話になっている 

【質問】 

Ａ社長が受取る退職金３億円全額について 

退職所得して課税という考え方でよろしいでしょうか？ 

１億円のみが退職所得となるのであれば、 

違うキャッシュの抜き方を考えなければならないケースです。 

なお、Ｍ＆Ａ関連書籍を自分で調べてみたところ、 

少し古いのですが「中小企業 M&A 実務必携 税務編」（第 2 版） 

では「全てのケースに当てはまるのか確証はない」とあり、 
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上記の考え方に少し自信がなくなりました。 

 

 

> ○自己否認であろうと調査による否認であろうと 

> 過大（損金不算入）部分の取扱いは同じになるはず 

> ○退職金は法的にも私的にも退職金であることから、 

> 税務上過大判定されても退職金、と考える 

> （あくまでも税務上の損金不算入の論点である） 

 

→ 

１） 

はい。全くご指摘のとおりです。 

1 点目について補足はないし、2 点目については租税法は 

私法に原則介入しませんので、所得税法第 30 条の原則を 

解釈したリーディングケース「最高裁第二小法廷昭和５８年９月９日判決」の 

要件を満たせば、所得税法における原則通り、過大分含めて 

退職所得扱いです（※）。 

同条は法人税法と異なり過大性の論点について記載がありません。 

ですから所得税法は過大性に介入しません。 

（※）過去のリーディングケースは下記の文献が参考になります。 

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/70/01/01.pdf 

 

そしてご指摘の平成１年６月２１日裁決も上記昭和 58 年判例をふまえて 

ジャッジしているため、同じ判断を下しています。 

 

２） 

上記はわかりきっている論点として私が先のメールでご連絡したのは 

あくまで現場の「実践」です。 

 

・昭和 58 年判例はリーディングケース 

・にもかかわらず平成元年に裁決がある、ということは現場調査レベルでは 

「所得税法においても」「給与（旧賞与）で」否認されているケースが多い 

ことを示唆しています。 

・しかも平成元年裁決は非公開裁決です。汎用性があるとは思えません。 

※現在進行形でケースバイケースで判断が下されているのでは？と邪推します。 

なんせ公開裁決ではないので反証としては、弱いと考えます。 
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p. 17

今回の事案と金額もケタが 1 つ違います（裁決事案はしょぼい）。スケールによって 

調査対応が異なるのは○○さんには釈迦に説法です。 

上記を理解した上で先に御回答したアカウンタビリティがいるのではないか？ 

というご提案です。 

敷衍すれば「100％」否認されることはない、「100％」反論できる、との 

いい切りは危険とお伝えしたかったのです。 

この点、先のメールでいただいた M&A センターの村木先生は大変良く理解されていて 

村木先生は昭和 58 年判例など十分ご存じの上で、当該書籍に「個別照会かけましょう」 

と記述されたのだと邪推します。 

私の先のメールや上記村木先生のご指摘箇所は、我々にとっての安全策です。 

昭和 58 年判例は、所得税法 30 条の解釈についてリーディングケースで直接 

「所得税法における」過大性について言及しておりません（条文になく 

本法であり文理解釈が原則となると、言及するまでもない、との判断も 

あったかと考えられます。一方で同じ論点が平成元年非公開裁決にある 

わけです。原因は上掲のとおりではないか？と邪推します）。 

> ○過大役員退職金は社外流出となり、別表五において

> 処理を行う必要がないことから、みなし配当にも該当しない

→みなし配当は所得税法 24 条に限定列挙されていますので、そもそも

「みなし」ではありません。また、みなし配当に該当するかのプロセスは 

申告調整から導かれるものではありません。24 条限定列挙項目の文理解釈から 

導かれるものです。 

先のメールは「みなし」ではなく単に配当です。 

これは万が一の考え方です。 

仮に刺される可能性があるとしたら、給与（旧賞与）認定でしょう。 

３） 

村木先生がご指摘されているのは下記だと邪推します。 

M&A における売主株主のキャッシュインは 

・株式譲渡益

・配当（M&A 前に、通常個人株主には当然実行しない、しかし、経済的実態は同じ）
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p. 18

・役員退職慰労金

が通常、考えられるため、上記から順に 

・譲渡所得税（分離）

・配当所得

・給与所得

と考えられる可能性を全て拾ったのではないでしょうか？ 

４） 

長文になりましたが、結論としては先のメールどおりです。 

いいたいことは 

「敷衍すれば「100％」否認されることはない、「100％」反論できる、との 

いい切りは危険とお伝えしたかったのです。」 

ということです。 

先のメールでは反論できるなら、どうぞ、という投げ方しましたが、 

それをクライアントマターにすべきということです。 

９） 

医療法人払戻 
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所得税 地裁 Ｚ８８８－２３００

⼤阪地⽅裁判所平成２７年（⾏ウ）第３０８号、第３１４号、第３１５号、第３１６号所得税更
正処分等取消請求事件（甲事件、⼄事件、丙事件、丁事件）、平成２９年（⾏ウ）第１６５号法
⼈税更正処分等取消請求事件（戊事件）（認容）（納税者勝訴） 
国側当事者・国（阿倍野税務署⻑ほか） 
平成３１年４⽉１１⽇判決 
【裁判所ホームページ⾏政事件裁判例集】 
【実質所得者課税／個⼈法⼈間の所得の帰属／医療法⼈に対する出資持分の払戻⾦】

判示事項

１　本件は、原告Ａ株式会社が、Ｂ医療法人に対する出資持分を譲り受け、払戻請求権を行

使して払戻金の支払を受けたとして、平成２０年８月期、同年１０月期から平成２７年１

０月期までの各事業年度につき、それぞれ法人税の確定申告を行ったところ、所轄税務署

長から、本件払戻金は原告甲らに帰属するにもかかわらず、これを原告Ａ社に帰属するか

のように仮装し、払戻金に係る所得を隠蔽したなどとして、原告甲らは平成２０年分の所

得税に係る更正処分及び重加算税賦課決定処分を、原告Ａ社は法人税等更正処分及び過少

申告加算税賦課決定処分を受けたことから、申告額を超える部分の取消しを求めた事案で

ある。

２　出資の払戻金のうち出資金を超える部分は、法人税法においては、剰余金の配当等とみ

なされ（同法２４条１項５号）、法人の益金の額に算入されないが（益金不算入制度。同

法２３条１項）、所得税法においては、個人の配当所得として課税の対象となる（同法２

４条１項、２５条１項）。本件は、払戻金に係る所得が原告甲ら又は原告Ａ社のいずれに

帰属するかが主たる争点となっている。

３　所得税法又は法人税法の課税標準の計算上、取引から生じた収益に係る所得が誰に帰属

するかについては、実質上その収益を誰が享受するかによって判断すべきであるところ

（実質所得者課税の原則。所得税法１２条、法人税法１１条）、医療法人の出資者がした

出資持分の払戻請求に対する払戻金は当該出資持分を有する者に帰属するから、本件払戻

金に係る所得は、出資持分を有していた者に帰属したものと解される。

４　本件出資持分が誰に帰属したかについては、譲受スキームの内容及びその実行状況、譲

受取引及び本件払戻しに関連して作成された文書における出資持分の譲受人等の表示、譲

受取引における出資持分の譲受人についての関係者の認識、出資持分の譲受資金の提供

者、譲受代金及び払戻金の決済方法、本件スキームの実行による経済的利益の帰属先等、

譲受取引に係る諸般の事情を総合的に考慮して検討すべきである。

５　本件譲受スキームは、医療コンサルタント会社の役員が中心となり、ＭＳ法人である原

告Ａ社を設立した上で出資持分の譲受人となることを前提として策定されたものであり、

現に設立された原告Ａ社は、医療コンサルタント会社から譲受けに必要な資金の融資を受

け、譲受代金を出捐したほか、Ｂ医療法人が保有するＣ病院の運営に必要な不動産やリー

ス資産等を買い受けている。

６　本件譲受取引は、基本的に原告Ａ社を譲受人とする譲受スキームに沿って実行されたも

のといえ、出資持分の譲渡人である乙一族との書類等一部の書類上の譲受人の名義は原告

甲らとされているものの、そのような記載とされたことには院長との関係でＣ病院の経営

権の譲渡を円滑に行うために特別の事情があったものと評価すべきであり、譲受取引の譲

受人の認定に当たって、そのような記載を重視することは、譲受スキームの内容その他の

諸事情から認められる譲受取引の実態に沿わないものであって相当ではないというべきで

ある。

７　本件出資持分の譲渡人である乙一族の認識も上記のようなものであって、譲受取引にお

ける譲受人が原告Ａ社であると認定することについて障害となるまでのものとはいえな

い。これらの点を踏まえて、上記の諸事情を総合的に考慮すれば、譲受取引において原告

概要
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甲らは単なる名義人にすぎず、本件出資持分を譲り受けたのは原告Ａ社であり、本件出資

持分は原告Ａ社に帰属すると認めるのが相当である。

８　そうすると、本件出資持分を払い戻すことによって生じた本件払戻金に係る所得は、原

告甲らではなく、原告Ａ社に帰属すると認められる。

判決年月日　Ｈ３１－０４－１１

国税庁訴資　Ｚ８８８－２３００

判決

主文

１　別紙１取消処分目録記載の各処分をいずれも取り消す。

２　訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第１　請求

 主文１項と同旨

第２　事案の概要

１　事案の要旨

 原告株式会社Ａ１（以下「原告会社」という。）は、医療法人Ａ２（平成２１年１月

３０日付けで医療法人Ａ３に名称変更。以下、名称変更の前後を問わず「Ａ２」とい

う。）に対する出資持分を譲り受け、出資持分相当額の財産払戻請求権（以下「本件払

戻請求権」という。）を行使して払戻金（以下「本件払戻金」という。）の支払（以下

「本件払戻し」という。）を受けたとして、平成２０年８月期（平成１９年９月１８日

から平成２０年８月３１日までの事業年度をいう。）、平成２０年１０月期（同年９月

１日から同年１０月３１日までの事業年度をいう。）及び平成２１年１０月期（平成２

０年１１月１日から平成２１年１０月３１日までの事業年度をいう。以下、これ以後の

事業年度についても同様に表記する。）から平成２７年１０月期までの各事業年度（以

下「本件各事業年度」という。）につき、それぞれ法人税の確定申告を行った。

甲事件、乙事件及び丙事件は、原告Ａ４、同Ａ５（以下「原告Ａ５」という。）及び

同Ａ６（以下「原告Ａ６」といい、原告Ａ４及び原告Ａ５と併せて「原告Ａ４ら」とい

い、原告Ａ４らと原告会社を併せて「原告ら」という。）が、所轄税務署長から、本件

払戻金は原告Ａ４らに帰属するにもかかわらず、これを原告会社に帰属するかのように

仮装し、本件払戻金に係る所得を隠蔽したなどとして、それぞれ別紙２から４までのと

おり、原告Ａ４らの平成２０年分の所得税に係る更正（以下「本件各所得税更正処分」

という。）及び重加算税賦課決定（以下「本件各重加算税賦課決定処分」といい、本件

各所得税更正処分と併せて「本件各所得税更正処分等」という。）を受けたことから、

被告を相手に、本件各所得税更正処分のうち各申告額を上回る部分及び本件各重加算税

賦課決定処分の取消しを求める事案である。

丁事件及び戊事件は、原告会社が、所轄税務署長から、本件払戻金は原告Ａ４らに帰

属するなどとして、別紙５及び６のとおり、本件各事業年度に係る法人税及び復興特別

法人税又は地方法人税の更正（以下「本件各法人税等更正処分」という。）並びに各過

少申告加算税賦課決定（以下「本件各過少申告加算税賦課決定処分」といい、本件各法

人税等更正処分と併せて「本件各法人税等更正処分等」という。また、本件各所得税更

正処分等及び本件各法人税等更正処分等を併せて「本件各処分」という。）を受けたこ

とから、被告を相手に、本件各法人税等更正処分のうち各申告額を超える部分及び本件

各過少申告加算税賦課決定処分の取消しを求める事案である。

２　関係法令の定め

（１） 国税通則法（平成２６年法律第１０号による改正前のもの。以下同じ。）

ア 国税通則法６８条１項は、同法６５条１項（過少申告加算税）の規定に該当

本⽂
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する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎と

なるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装し

たところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令

で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額（そ

の税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基

づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていな

い事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した

税額）に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に１００分の３

５の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定する。

イ 国税通則法７０条４項は、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一

部の税額を免れた国税についての更正決定等は、同条１項又は３項の規定にか

かわらず、同条１項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、当該各号に定める

期限又は日から７年を経過する日まで、することができる旨規定する。

ウ 国税通則法７４条の９第１項は、税務署長等は、国税庁等の当該職員に納税

義務者に対し実地の調査において同法７４条の２から７４条の６まで（当該職

員の質問検査権）の規定による質問、検査等を行わせる場合には、あらかじ

め、当該納税義務者に対し、その旨及び質問検査等を行う実地の調査を開始す

る日時等を通知するものとする旨規定し、同法７４条の１０は、同法７４条の

９第１項の規定にかかわらず、税務署長等が調査の相手方である同条３項１号

に掲げる納税義務者の申告若しくは過去の調査結果の内容又はその営む事業内

容に関する情報その他国税庁等が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を

容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税

に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同

条１項の規定による通知を要しない旨規定する。

（２） 所得税法（平成２２年法律第６号による改正前のもの。以下同じ。）

ア 所得税法１２条は、資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられ

る者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収

益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとし

て、この法律の規定を適用する旨規定する。

イ 所得税法２４条１項は、配当所得とは、法人から受ける剰余金の配当、利益

の配当、剰余金の分配（出資に係るものに限る。）、基金利息並びに投資信託

及び特定受益証券発行信託の収益の分配（以下「配当等」という。）に係る所

得をいう旨規定し、同条２項は、配当所得の金額は、その年中の配当等の収入

金額とし、ただし、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要し

た負債の利子（事業所得又は雑所得の基因となった有価証券を取得するために

要した負債の利子を除く。）でその年中に支払うものがある場合は、当該収入

金額から、その支払う負債の利子の額のうちその年においてその元本を有して

いた期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

の合計額を控除した金額とする旨規定する。

ウ 所得税法２５条１項本文は、法人の株主等が当該法人の同項各号に掲げる事

由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金

銭以外の資産の価額の合計額が当該法人の法人税法２条１６号に規定する資本

金等の額又は同条１７号の２に規定する連結個別資本金等の額のうちその交付

の基因となった当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるとき

は、所得税法の規定の適用については、その超える部分の金額に係る金銭その

他の資産は、同法２４条１項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金

の分配とみなす旨規定し、同法２５条１項５号は、「当該法人の出資の消

却‥、当該法人の出資の払戻し、当該法人からの社員その他の出資者の退社若

しくは脱退による持分の払戻し又は当該法人の株式若しくは出資を当該法人が

取得することなく消滅させること」を掲げている。

（３） 法人税法（平成２１年法律第１３号による改正前のもの。以下同じ。）

ア 法人税法１１条は、資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられ

る者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の法人がその

収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものと

して、この法律の規定を適用する旨規定する。
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イ 法人税法２３条１項本文は、内国法人が受ける同項各号に掲げる金額のう

ち、関係法人株式等に係る配当等の額は、その内国法人の各事業年度の所得の

金額の計算上、益金の額に算入しない旨規定し、同項１号は、「剰余金の配

当‥若しくは利益の配当‥又は剰余金の分配（出資に係るものに限る。）の

額」を掲げている。

ウ 法人税法２４条１項本文は、法人の株主等である内国法人が当該法人の同項

各号に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その

金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が当該法人の資本金等の額又は連

結個別資本金等の額のうちその交付の基因となった当該法人の株式又は出資に

対応する部分の金額を超えるときは、法人税法の規定の適用については、その

超える部分の金額は、同法２３条１項１号に掲げる金額とみなす旨規定し、同

法２４条１項５号は、「出資の消却‥、出資の払戻し、社員その他法人の出資

者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資をその発行した法人

が取得することなく消滅させること」を掲げている。

（４） 医療法

医療法５４条は、医療法人は、剰余金の配当をしてはならない旨規定する。

３　前提事実

 以下の事実は、当事者間に争いがないか、掲記の各証拠（枝番のあるものは特記しな

い限り全枝番を含む。以下同じ。）及び弁論の全趣旨により容易に認めることができ

る。

（１） 当事者等

ア Ａ７は、原告Ａ４らの父であり、Ａ８病院及び同病院を運営する医療法人Ａ

９の設立者である。

イ 原告Ａ５はＡ７の長男であり、原告Ａ４は次男であり、原告Ａ６は三男であ

る。

 原告Ａ４は、平成４年に医師免許を受けた医師であり、現在、Ａ９の理事長

を務めている。原告Ａ５は、現在、学校法人Ａ１０の理事長を務めており、原

告Ａ６は、現在、社会福祉法人Ａ１１の理事長を務めている。（以上につき、

乙１２、１３、１６～１８）

ウ 原告会社は、平成１９年９月１８日、原告Ａ４らを発起人として設立された

法人である（乙１９、２０）。

（２） Ａ９等について

ア Ａ９は、Ａ７が昭和４０年１２月１８日に設立した医療法人であり、Ａ８病

院のほか複数の病院を経営しており、学校法人Ａ１０及び社会福祉法人Ａ１１

とグループ（以下「Ａ１２」という。）を形成している（乙１２、１３の

１）。

イ Ａ１２は、平成１９年９月１７日の時点で、金融機関が主体となり、Ａ１３

株式会社（平成２１年１０月１日付けでＡ１３株式会社に商号変更。以下「Ａ

１３社」という。）の支援により事業再生中であった（乙１４、１５）。

（３） Ａ２について

ア Ａ２は、昭和５４年４月２日に設立された医療法人であり、医療法人Ａ２Ａ

１４病院（以下「Ａ１４病院」という。）を経営していた。Ａ２は、その定款

に出資持分に関する規定がある、いわゆる持分の定めのある社団であった。

（以上につき、乙２７、２８、３１、３２）

イ 平成１９年９月２８日に新旧社員が交替するまでのＡ２の社員は、Ａ１５、

Ａ１６及びＡ１７（Ａ１５及びＡ１６と併せて「Ａ１５ら」という。）並びに

Ａ１８の４名であった。また、上記交替前のＡ２に対する出資者は、社員であ

るＡ１５ら及びＡ１９（Ａ１５らと併せて「Ａ１５一族」という。）の４名で

あり、それぞれの出資額は、Ａ１５が１５００万円、Ａ１６、Ａ１７及びＡ１

９の３名がそれぞれ５００万円の総額３０００万円であった（以下「本件出資

持分」という。）。（以上につき、乙２９、３０）

（４） Ａ２の定款（平成２０年３月２１日の改定後のもの。以下「本件定款」とい

う。乙３２）の定め

ア 本件定款８条１項は、やむを得ない理由のあるときは、社員はその旨を理事

長に届け出て、その同意を得て退社することができる旨規定し、同条２項は、
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退社した社員は、その払込済出資額に応じて払戻しを請求することができる旨

規定する。

イ 本件定款１６条は、決算の結果、剰余金を生じたときは、社員総会の議決を

経てその全部又は一部を基本財産に繰り入れ、又は積立金として積み立てるも

のとし、配当してはならない旨規定する。

ウ 本件定款３４条は、Ａ２が解散した場合の残余財産は、払込済出資額に応じ

て分配するものとする旨規定する。

（５） 本件出資持分の譲受け、原告会社の設立経緯等

ア Ａ１５及び原告Ａ４は、平成１９年９月１５日付けで、Ａ２の支配権及びＡ

１４病院等の経営権を原告Ａ４に現状有姿にて引き継ぎ、本件出資持分を原告

Ａ４又は同人が指名する者に譲渡することなどを内容とする合意をし、その旨

の基本契約書（以下「基本契約書１」という。）を作成した（甲４、乙４

０）。

イ 原告Ａ４らは、平成１９年９月１８日、商号を「株式会社Ａ１」（平成２４

年２月１日付けで現商号に商号変更）、業務目的を、不動産の売買、賃貸借及

び仲介、有価証券の売買、保有、運用及び投資、経営コンサルタント等とし、

発行済株式総数を１８０株、資本金の額を９００万円として、原告会社を設立

した。設立時における原告Ａ４らの持株数はそれぞれ６０株であり、代表取締

役にして唯一の取締役は、原告Ａ４の妻であるＡ２０であった。（以上につ

き、乙１９、２０）

ウ Ａ１５一族は、遅くとも平成１９年９月２８日までに、原告Ａ４ら又は原告

会社に対し、本件出資持分を代金１８億４８００万円で売却した（以下「本件

譲受取引」という。）。なお、本件出資持分の譲受人が原告Ａ４ら又は原告会

社のいずれであったかにつき、争いがある。

エ Ａ１５及び原告Ａ４は、平成１９年９月２８日付けで、本件譲受取引の具体

的な条件として、本件出資持分の譲渡先が原告Ａ４らとなることやその譲渡代

金は原告会社名義の銀行口座からＡ１５一族の指定する各銀行口座に振り込ま

れるものであることにつきＡ１５が同意する（６条）ことなどを定めた覚書

（以下「覚書１」という。）を作成した（甲２４、乙４８）。

オ 原告会社は、同日、原告会社名義の銀行口座からＡ１５一族の指定する各銀

行口座に振り込む方法により、本件出資持分の対価合計額１８億４８００万円

を支払った（乙４１）。

（６） 本件払戻請求権の行使、本件払戻しの経緯等

ア 原告Ａ４及び医療法人Ａ２１の理事長であるＡ２２は、平成２０年９月２４

日付けで、Ａ２の支配権及びＡ１４病院等の経営権をＡ２２に現状有姿にて引

き継ぎ、Ａ２２が原告会社に対し本件払戻請求権に基づく払戻しをすることな

どを内容とする基本契約書（以下「基本契約書２」という。）を作成した（甲

１３、乙３５、４２）。

イ 原告Ａ４らは「私は、平成２０年９月３０日、医療法人Ａ２定款第８条第１

項の規定に基づき理事長の同意を得て、医療法人Ａ２Ａ１４病院から退社した

ので、同条第２項に基づいて、本書をもって、払込済である出資額に応じた払

戻を請求いたします。」と記載された「出資持分払戻請求書」と題する書面を

それぞれ作成して、署名押印の上、これをＡ２理事長のＡ２２に提出した（乙

４４）。

ウ Ａ２は、同日、本件出資持分につき、合計２９億１０００万円を払い戻すこ

とを決定し、原告Ａ４らが指定した原告会社名義の銀行口座に上記金額を含む

３０億円を振り込んだ（乙４５～４７）。

（７） 確定申告及び修正申告

ア 原告会社

（ア） 原告会社は、北税務署長に対し、平成２０年１０月２８日、平成２０

年８月期の法人税について、同年１１月２７日、平成２０年１０月期の

法人税について、平成２１年１２月２５日、平成２１年１０月期の法人

税について、平成２２年１２月２８日、平成２２年１０月期の法人税に

ついて、平成２３年１２月２６日、平成２３年１０月期の法人税につい

て、茨木税務署長に対し、平成２４年１２月２６日、平成２４年１０月
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期の法人税について、それぞれ別紙５の上記各事業年度に係る「確定申

告」欄記載のとおり、確定申告書を提出した（乙６の１～６の６）。

（イ）　原告会社は、茨木税務署長に対し、平成２５年１２月２４日、平成２

５年１０月期の法人税及び復興特別法人税について、平成２６年１２月

２２日、平成２６年１０月期の法人税及び復興特別法人税について、平

成２７年１２月２５日、平成２７年１０月期の法人税及び地方法人税に

ついて、それぞれ別紙６の上記各事業年度に係る「確定申告」欄記載の

とおり、確定申告書を提出した（乙９８の１～９８の５）。

（ウ）　原告会社は、平成２８年６月２３日、茨木税務署長に対し、本件各事

業年度の法人税について、別紙６の各事業年度に係る「修正申告」欄記

載のとおり、修正申告書を提出した（乙９９の１～９９の３）。

イ　原告Ａ４ら

（ア）　原告Ａ４は、平成２１年３月１６日、彦根税務署長に対し、別紙２の

「確定申告」欄記載のとおり、平成２０年分の確定申告書を提出した

（乙３）。

 原告Ａ４は、平成２１年１２月２１日、阿倍野税務署長に対し、事業

所得等に誤りがあったとして、別紙２の「修正申告」欄記載のとおり、

平成２０年分の所得税の修正申告書を提出した（乙７）。

（イ）　原告Ａ５は、平成２１年３月１３日、吹田税務署長に対し、別紙３の

「確定申告」欄記載のとおり、平成２０年分の確定申告書を提出した

（乙４）。

（ウ）　原告Ａ６は、平成２１年３月１２日、茨木税務署長に対し、別紙４の

「確定申告」欄記載のとおり、平成２０年分の確定申告書を提出した

（乙５）。

 原告Ａ６は、平成２１年８月１７日、茨木税務署長に対し、配当所得

が漏れていたとして、別紙４の「修正申告」欄記載のとおり、平成２０

年分の所得税の修正申告書を提出した（乙８）。

（８）　甲事件、乙事件、丙事件及び丁事件（以下、併せて「先行事件」という。）に

係る不服申立手続等

ア　原告らの所轄税務署長は、平成２５年７月４日付けで、原告らに対し、それ

ぞれ別紙２から５までの各「更正処分等」欄記載のとおり、本件各所得税更正

処分等及び本件各法人税等更正処分等（ただし、平成２０年８月期分から平成

２４年１０月期分まで）をした（甲１、２）。

イ　原告らは、平成２５年８月２２日、上記アの各処分を不服として異議申立て

をしたところ、大阪国税局長は、同年１１月１８日付けで、上記各異議申立て

をいずれも棄却する旨の各異議決定をした（乙１０）。

ウ　原告らは、平成２５年１２月９日、それぞれ審査請求をしたところ、国税不

服審判所長は、平成２７年３月１３日付けで、上記各審査請求をいずれも棄却

する旨の各裁決をした（乙１、２、１１）。

（９）　先行事件に係る訴えの提起

 原告らは、平成２７年９月１６日、甲事件、乙事件、丙事件及び丁事件（先行

事件）に係る訴えを提起した（顕著な事実）。

（１０）　戊事件（以下、先行事件に対し「後行事件」ということがある。）に係る不

服申立手続等

ア　茨木税務署長は、平成２８年７月７日付けで、原告会社に対し、別紙６の各

「更正処分等」欄記載のとおり、本件各法人税等更正処分等（ただし、平成２

５年１０月期分から平成２７年１０月期分まで）をした（甲４３）。

イ　原告会社は、平成２８年８月３０日、上記アの各処分に不服があるとして審

査請求をしたところ、国税不服審判所長は、平成２９年５月１７日付けで、上

記審査請求をいずれも棄却する旨の裁決をした（乙１００、１０１）。

（１１）　後行事件に関する訴えの提起

 原告会社は、平成２９年９月１９日、戊事件（後行事件）に係る訴えを提起

し、当裁判所は、同年１０月２７日、後行事件に係る口頭弁論を先行事件の口頭

弁論に併合した（顕著な事実）。

４　被告が主張する本件各処分の根拠
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 被告が主張する原告Ａ４らの平成２０年分の所得税額等は、別紙２から４までの各

「更正処分等」欄記載のとおり、同じく原告会社の本件各事業年度の法人税等の計算

は、別紙７記載のとおりであり、本件払戻金に係る所得の有無及びそれに関連する部分

を除いては、当事者間に争いがない。

５　争点

（１）　本件払戻金に係る所得が原告Ａ４ら又は原告会社のいずれに帰属するか（全事

件共通の争点）

（２）　原告Ａ４らの平成２０年分の所得税の申告は、国税通則法６８条１項所定の

「事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したとこ

ろ」に基づくものであるか否か（甲事件、乙事件及び丙事件に係る争点）

（３）　原告Ａ４らの平成２０年分の所得税の申告は、国税通則法７０条４項所定の

「偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ」たものであ

るか否か（同上）

（４）　原告Ａ４らに対する税務調査について、事前通知を欠くことにより国税通則法

７４条の９に反することとなるか否か（同上）

（５）　先行事件に係る各更正処分の理由の付記に違法があるか否か（先行事件に係る

争点）

６　争点に関する当事者の主張

 出資の払戻金のうち出資金を超える部分は、法人税法においては、剰余金の配当等と

みなされ（同法２４条１項５号）、法人の益金の額に算入されないが（いわゆる益金不

算入制度。同法２３条１項）、所得税法においては、個人の配当所得として課税の対象

となる（同法２４条１項、２５条１項）。そのため、本件払戻金に係る所得が原告会社

に帰属する場合には、当該所得は原告会社の益金の額に算入されず、法人税等の課税の

対象とならないが、当該所得が原告Ａ４らに帰属する場合には、当該所得は原告Ａ４ら

の配当所得となり、所得税の課税の対象となる。そこで、本件では、本件払戻金に係る

所得が原告Ａ４ら又は原告会社のいずれに帰属するかが主たる争点となっている。

（１）　本件払戻金に係る所得が原告Ａ４ら又は原告会社のいずれに帰属するか（全事

件共通の争点）

（被告の主張）

ア　本件譲受取引に係る一連の文書に照らし、原告Ａ４らがＡ１５一族から本件

出資持分を譲り受けたと認められること

 本件譲受取引に係る一連の文書のうち、①基本契約書１には、Ａ１５及び原

告Ａ４が、Ａ１５一族から原告Ａ４又は同人が指名する者に対し本件出資持分

を譲渡することに合意する旨記載されており、②覚書１には、原告Ａ４らを本

件出資持分の譲渡先とする旨記載されており、③出資持分払戻請求権譲渡証書

（乙４９。以下「本件譲渡証書」という。）には、Ａ１５一族を譲渡人、原告

Ａ４らを譲受人とする旨記載されており、Ａ１５一族及び原告Ａ４らのそれぞ

れが署名押印している。このような本件譲受取引に係る一連の文書の記載等に

よれば、Ａ１５一族から本件出資持分を譲り受けたのは、原告Ａ４らであった

ことは明らかである。

イ　Ａ１５ら及び原告Ａ４らの認識からすれば、本件出資持分の譲受人は原告Ａ

４らであること

 大阪国税局職員らによる質問検査において、本件出資持分の譲渡人であるＡ

１５らは、本件出資持分を原告Ａ４らに譲渡したと認識している旨供述し、原

告Ａ４らも、本件出資持分をＡ１５一族から譲り受けて、本件払戻請求権を行

使したのは、原告Ａ４らであると認識している旨供述している。そうすると、

本件譲受取引に関する上記関係者の認識は、原告Ａ４らが譲受人であるという

点で一致しているのであり、上記関係者の認識に照らしても、本件出資持分の

譲受人は原告Ａ４らであったといえる。

ウ　本件譲受取引及び本件払戻しに係る一連のスキーム（以下「本件スキーム」

という。）に照らし、原告会社が本件出資持分を譲り受けたとは考えられない

こと

（ア）　原告Ａ４らの本件出資持分の譲受け及び本件払戻請求権の行使に係る

一連のスキーム（本件スキーム）を考案し、一連の文書の原案を作成し

たのは、Ａ１３社の専務取締役経営企画室長のＡ２３であるところ、Ａ
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２３は、大阪府内の５０％以上の病院と取引を有する医療コンサルタン

トであるＡ１３社の役員であり、病院のＭ＆Ａを１００件以上手掛けた

経験のある人物であるから、医療法等の法令の規定及び本件定款等の定

めを理解した上で、それらの規定等に抵触しないように本件スキームを

考案したことが強く推認される。そして、本件スキームは、Ａ１３社か

ら原告会社に対し、本件出資持分の取得資金１８億４８００万円を含む

２４億円という多額の貸付けを前提としていた一方で、原告らにその借

入金に係る具体的な返済計画がなかったことからすると、Ａ２３は、Ａ

１３社において上記貸付金を具体的かつ確実に回収する方法を検討して

いなかったはずはない。

（イ） 仮に原告会社がＡ１５一族から本件出資持分を譲り受けるとすると、

営利法人である原告会社は医療法人の社員になることはできないため、

社員の地位と出資持分を分属させるほかなく、Ａ２の解散が予定されて

いたものではないから、本件定款の定めに基づく本件出資持分の払戻し

を受けることができなくなる。このように、払戻しができず、投下資本

の回収が困難なものとして出資持分を譲り受けることは、それ自体考え

難いことである上、本件スキームにおいては本件出資持分の資金化の選

択肢を残す必要があったことからすれば、原告会社がその手段となる払

戻しができないものとして本件出資持分を譲り受けたとはおよそ考えら

れない。Ａ２３は、本件スキームを実施するに当たって、このことも当

然に了知していたはずである。そうであるからこそ、Ａ２３は、本件ス

キーム上、本件譲渡証書や覚書１において譲受人を原告Ａ４らとし、実

質的に本件出資持分を原告Ａ４らに帰属させたとみるべきである。

エ Ａ２が原告Ａ４らを出資持分を有する社員として扱っていたこと

Ａ２は、臨時社員総会において、原告Ａ４らがＡ２の社員となることや、Ａ

１５一族から原告Ａ４らに本件出資持分を譲渡することを承認し、大阪府知事

に対し、役員が原告Ａ４らに変更された旨の役員変更届を提出するなど、原告

Ａ４らを、対内的にも対外的にも、出資持分を有する社員として扱っている。

そして、上記の社員総会や役員変更届において、Ａ２が、原告Ａ４らが出資持

分を有しないにもかかわらず、これを有するかのように装う合理的な理由は見

当たらないから、Ａ２における原告Ａ４らの取り扱われ方に照らしても、本件

出資持分を譲り受けたのは原告Ａ４らであったとみるのが相当である。

オ 原告Ａ４らがＡ２を退社するに際して本件払戻請求権を行使したこと

本件払戻しに係る一連の文書に照らし、原告Ａ４らは、Ａ２の出資持分を有

する社員として扱われており、Ａ２の社員総会において退社することを承認さ

れた上で、本件定款８条２項に基づいて本件払戻請求権を行使したことは客観

的に明らかである。原告らは、出資持分払戻請求書やＡ２臨時社員総会議事録

において、本件払戻しが本件定款８条２項に基づく旨記載されているのは、Ａ

１３社が記載を誤ったものであるなどと主張するが、医療施設の経営コンサル

タント業務を行っている法人であるＡ１３社が、上記各文書に本件払戻請求権

を行使した主体を誤って記載することはおよそ考え難い。

 また、医療法が、医療法人による出資持分の払戻しについて特段の規定を設

けていないことからすれば、出資持分の払戻しについては、当該医療法人が自

律的に定めるところに委ねられているものと解されるから、出資持分の払戻し

の可否は、定款の解釈により決せられるというべきである。そして、最高裁判

所平成２２年４月８日第一小法廷判決・民集６４巻３号６０９頁の判示によれ

ば、医療法人の出資者による出資持分払戻請求権は、出資者が当該医療法人の

社員であるか否かにかかわらず、当該医療法人の定款により発生するものであ

るから、出資者が出資持分払戻請求権を行使することができるのは、当該医療

法人の定款にその旨の定めがある場合に限られるというべきである。これを本

件についてみるに、Ａ２の出資持分権者が出資持分払戻請求権を行使すること

ができるのは、Ａ２が解散した場合を除き、本件定款８条２項に基づく場合の

みであり、その要件は、①出資持分を有する社員が、②退社した後に、③出資

持分の払戻しを請求することであるから、Ａ２においては、社員以外の者が本

件定款８条２項に基づいて出資持分の払戻しを受けることはできない。そし
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て、医療の公益性及び非営利性を担保する趣旨に照らし、株式会社は医療法人

の社員となることはできない以上、株式会社である原告会社は、医療法人であ

るＡ２の社員とはなり得ず、本件定款８条２項に基づく出資持分の払戻しを受

けることはできない。そうすると、本件出資持分は原告Ａ４らに帰属してお

り、原告Ａ４らがＡ２を退社して払戻しを請求したことによって、具体的な金

銭債権としての本件払戻請求権が原告Ａ４らのＡ２に対する権利として発生

し、原告Ａ４らに帰属したと解するほかなく、このことは、「医療法人Ａ２出

資持分払戻請求権譲受に関する証」（乙５０。以下「本件譲受に関する証」と

いう。）や「医療法人Ａ２Ａ１４病院の出資持分払戻に関する覚書」（乙５

７。以下「覚書２」という。）によっても何ら左右されるものではない。

カ 原告会社には事業実体がなく、本件スキームにおける実質的な利益帰属主体

でもないこと

 原告会社の平成２０年８月期から平成２５年１０月期までの損益計算書によ

れば、原告会社は、設立時から平成２３年１０月期までの間、本件スキームの

実行に伴う不動産の売買や本件出資持分に係る資金決済を行ったほかには、事

業実体がなかったことが明らかであり、本件譲受取引を行うことのみを目的と

して、Ａ２３からの指示を受けて原告Ａ４らによって設立された法人である。

そして、原告会社名義の銀行口座に振り込まれた本件払戻金２９億１０００万

円は、全て社外に流出して原告会社に残っておらず、実質的には、本件払戻金

のうち原告会社に帰属し、その利益となった金額はないことからすると、原告

会社は、本件出資持分の資金化の際の課税を回避するために設立されたことが

強く推認される。

キ 小括

以上によれば、原告Ａ４らがＡ１５一族から本件出資持分を譲り受け、払込

済出資額を有する社員となったのであり、Ａ２は、社員である原告Ａ４らが退

社したことを理由に、本件定款８条２項に基づいて原告Ａ４らに本件払戻しを

行ったとみるべきである。したがって、本件払戻金に係る所得は、法律上、原

告Ａ４らに帰属する。

（原告らの主張）

ア 本件出資持分を取得し、本件払戻請求権を行使したのは原告会社であり、本

件払戻金に係る所得は原告会社に帰属すること

①原告会社がＡ１３社から借り入れた２４億円の内金１８億４８００万円を

用いて、Ａ１５一族に振込送金をし、本件出資持分の譲受代金を支払ったこ

と、②Ａ２から原告会社名義の銀行口座に振込送金の方法により支払われた本

件払戻金２９億１０００万円は、原告会社のＡ１３社に対する借入金の返済、

Ａ１３社に対する仲介手数料の支払及び原告会社のＡ７に対する貸付金の内金

等として、原告会社が全て消費したこと、③その反面、原告Ａ４らは本件払戻

金を一切取得していないこと、④本件譲受取引に関する一連の文書上も原告会

社が譲受人となる旨記載されていること、⑤本件出資持分の取得及び本件払戻

しに係る本件スキームにおいても原告会社が本件出資持分を取得することが予

定されていたことなどからすると、本件譲受取引は、原告Ａ４らが原告会社を

代理して行ったものであり、本件出資持分及び本件払戻金に係る所得が原告会

社に帰属することは明らかである。

イ 本件譲受取引に係る一連の文書の記載は原告Ａ４らが本件譲受取引の主体で

ある理由とはならないこと

 確かに、覚書１及び本件譲渡証書には、原告Ａ４らが譲受人として記載され

ている。しかし、このように記載したのは、本件譲受取引が行われた時点で

は、Ａ１４病院内においてＡ１５一族とＡ１４病院理事のＡ２４の確執が表面

化しており、仮にＡ２の理事会において、Ａ１４病院を名の知られていない新

設会社である原告会社に対して譲渡するなどと説明した場合、円滑な事業の承

継を阻害するおそれがあったため、原告Ａ４らが原告会社の代理人となった上

で、理事会においては原告会社の代理人である原告Ａ４らの個人名のみを明ら

かにすることとしたのである。

 本件譲受に関する証は、上記経緯を踏まえ、あくまで本件出資持分を取得す

るのは原告会社であり、原告Ａ４らはその代理人にすぎないことを示すために
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作成されたものである。なお、基本契約書１の２条２項において、本件出資持

分を原告Ａ４又は同人の指名する者に譲渡する旨記載されているのは、同契約

書が作成された平成１９年９月１５日当時、原告会社がまだ設立されていなか

ったため、上記のとおり記載するほかなかったためである。したがって、基本

契約書１、覚書１及び本件譲渡証書において、譲受人が原告Ａ４らであると記

載されているからといって、本件出資持分及び本件払戻金に係る所得が原告Ａ

４らに帰属する理由にはならない。

ウ Ａ１５ら及び原告Ａ４らの認識

Ａ１４病院を譲渡しようとするＡ１５らにとって重要なのは、譲受人が病院

を経営する能力があるか否かという点と、いくらでＡ１４病院を売却すること

ができるのかという点であるから、本件出資持分を譲り受けるのが原告Ａ４ら

であろうと原告会社であろうと、原告Ａ４が理事長に就任し、原告Ａ４が主体

となって病院を経営していく以上、経営者としての資質という面において相違

はなく、対価の決定に影響を及ぼすわけではない。Ａ１５一族において、本件

出資持分を取得するのが原告会社であるか原告Ａ４らであるかという点は、全

く重要なことではなかったし、現に、Ａ１６も、その質問てん末書において、

既に売却金額は決まっていたので本件譲渡証書の名義人が誰であるかは気にし

なかった旨述べている。また、原告Ａ４らは、本件譲受に関する証において、

原告Ａ４らが原告会社を代理して本件出資持分を譲り受ける旨明らかにしてい

るのであり、原告Ａ４らが本件譲受取引の譲受人が原告会社であると認識して

いたことは明らかである。

エ 原告会社が本件出資持分を取得し、メディカル・サービス法人（医業経営に

関係する業務を行う法人。以下「ＭＳ法人」という。）の役割を担うものとし

て設立された会社であること

 原告会社の設立日である平成１９年９月１８日は、本件譲受取引に関し覚書

１が作成され、同取引の対価が支払われた同月２８日の１０日前であること

や、原告会社の事業計画案及び定款に照らしても、原告会社は、Ａ１４病院の

経営権を譲り受けることを唯一の目的として設立された法人であり、かつＡ１

４病院の運営においてＭＳ法人としての役割を担うことが想定されていたこと

は明らかである。しかも、税理士法人Ａ２５（以下「Ａ２５社」という。）が

作成した、Ａ１４病院の経営権譲渡スキーム図においては、Ａ１５一族の出資

持分の譲渡を受けるべき者として、原告Ａ４らの個人名は一切登場しておら

ず、受皿会社（原告会社）がＡ１４病院の出資持分の全てを保有し、Ａ１４病

院の運営におけるＭＳ法人としての役割を担うことが明確に示されている。し

たがって、本件出資持分を譲り受けたのは原告会社であることは明らかであ

る。

オ 本件払戻請求権を行使したのは原告会社であること

上記アのとおり、本件出資持分を譲り受けたのは原告会社であり、本件払戻

請求権を行使したのも原告会社である。原告会社が出資持分の払戻しを行う

際、原告Ａ４らの名が用いられることがあったが、本件払戻しの手続の際に原

告Ａ４らの名義が用いられた理由は、上記イに記載したとおり、Ａ１４病院内

のＡ２４をめぐる問題に対処するために本件出資持分を取得する際の社員総会

議事録や本件譲渡証書に原告会社ではなく原告Ａ４らの名前が記載されていた

ことから、これらの文書と記載を整合させるために、本件払戻請求権を行使す

る際の社員総会議事録や出資持分払戻請求書にも、原告会社ではなく原告Ａ４

らの名前を記載したにすぎない。このことは、基本契約書２の２条２項にも、

原告Ａ４らはあくまで原告会社のために本件払戻請求権を行使する旨記載され

ていることからも明らかである。

カ 原告会社が本件払戻請求権を行使することはできない旨の被告の主張に対す

る反論

 株式会社等の営利法人は医療法人の社員になることはできないが、医療法人

においては、社員たる地位と出資者たる地位は切り離されているため、株式会

社が出資持分を取得することはできる。仮に、被告が主張するとおり、株式会

社が医療法人の出資持分払戻請求権を行使することが法律上できないとして

も、それは原告会社が出資持分払戻請求権を法律上行使し得なかったことを意
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味するにすぎないのであって、そのことを理由に、原告Ａ４らが出資持分を法

律上取得することにはならない。

 また、本件払戻しは、社員ではない原告会社による出資持分払戻請求である

から、社員である出資持分権者が退社した場合の出資持分の払戻しに関する規

定である本件定款８条２項は適用されない。なお、出資持分払戻請求書やＡ２

臨時社員総会議事録において、本件払戻しが本件定款８条２項に基づく旨記載

されているのは、これらの文書の作成者であるＡ１３社が記載を誤ったものに

すぎない。したがって、本件払戻しは、本件定款８条２項に基づくものではな

いから、これを前提とする被告の主張は理由がない。

キ 小括

以上によれば、本件出資持分を取得し、本件払戻請求権を行使したのは、原

告Ａ４らではなく原告会社であるし、また、実質所得者課税の原則に照らして

判断すると、本件払戻金に係る所得は原告会社に帰属する。したがって、本件

各処分は、本件払戻金に係る所得の帰属の判断を誤ったものであり、違法であ

ることは明らかであるから、直ちに取り消されるべきである。

（２） 原告Ａ４らの平成２０年分の所得税の申告は、国税通則法６８条１項所定の

「事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したとこ

ろ」に基づくものであるか否か（甲事件、乙事件及び丙事件に係る争点）

（被告の主張）

 上記（１）（被告の主張）において述べたとおり、本件譲受取引により本件出

資持分を取得したのは原告Ａ４らであり、本件払戻金に係る所得は原告Ａ４らに

帰属する。しかし、原告Ａ４らが作成した本件譲受に関する証、基本契約書２等

の文書には、本件払戻請求権の権利者が原告会社である旨が記載されており、こ

れらは、原告Ａ４らがＡ１５一族から本件出資持分を譲り受けたことを隠蔽し、

原告会社が本件出資持分を譲り受けたかのように仮装するものである。そして、

原告Ａ４らは、同人らが本件出資持分の譲受人であることを認識していながら、

あえて上記各書面に署名押印したのであるから、原告Ａ４らは、本件払戻金に係

る所得が原告Ａ４らに帰属することを隠蔽し、これが原告会社に帰属するかのよ

うに仮装し、平成２０年分の確定申告書又は修正申告書をそれぞれ提出したとい

える。

（原告Ａ４らの主張）

 上記（１）（原告らの主張）のとおり、本件払戻金に係る所得は、原告会社に

帰属するものである。原告Ａ４らは、原告会社がＡ２に対する本件出資持分を譲

り受けるという意思の下、その意思に沿う各種文書を作成し、またそれを踏まえ

た税理士等の専門家の判断に基づいて、本件払戻金に係る所得を原告会社の所得

として申告したのであり、結論として本件出資持分が原告Ａ４らに帰属すると評

価されたとしても、それは、処分行政庁と納税者とのいわゆる見解の相違なので

あって、原告Ａ４らが、故意に課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実の

全部又は一部を隠蔽したなどという事実がないことは明らかである。

（３） 原告Ａ４らの平成２０年分の所得税の申告は、国税通則法７０条４項所定の

「偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ」たものであ

るか否か（甲事件、乙事件及び丙事件に係る争点）

（被告の主張）

 原告Ａ４らは、上記（２）（被告の主張）において述べたとおり、本件払戻金

に係る所得が原告Ａ４らに帰属することを隠蔽し、これが原告会社に帰属するか

のように仮装したのであって、原告Ａ４らの行為は、国税通則法６８条１項に規

定する隠蔽及び仮装行為に該当するから、同法７０条４項に規定する「偽りその

他不正の行為」にも該当する。そして、原告Ａ４らは、本件出資持分を譲り受け

た上、自らＡ２に対して本件出資持分の払戻しを請求しているのであるから、本

件払戻金が自らに帰属する所得であると認識していたことが明らかであり、その

上で、その所得の記載がない確定申告書等を税務署長に提出しているところ、こ

れらの行為が不正行為に該当し、租税を免れることになる認識、すなわち故意が

あったことも明らかである。

（原告Ａ４らの主張）
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 国税通則法７０条４項にいう「偽りその他不正の行為」とは、ほ脱の意図をも

って、その手段として税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの

偽計その他の工作を行うことである。しかし、上記（２）（原告Ａ４らの主張）

のとおり、仮に、結論として本件出資持分が原告Ａ４らに帰属すると評価された

としても、それは処分行政庁と納税者との見解の相違であって、原告Ａ４らは、

本件出資持分が原告会社に帰属するものと認識して、原告会社において本件払戻

金に係る所得を申告しているのであるから、原告Ａ４らが、税額を免れる意図の

もとに、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の

工作を伴う不正な行為をしたとはいえない。

（４） 原告Ａ４らに対する税務調査について、事前通知を欠くことにより国税通則法

７４条の９に反することとなるか否か（甲事件、乙事件及び丙事件に係る争点）

（被告の主張）

 原告Ａ４らに対する調査では、本件払戻金に係る所得が、原告Ａ４らに帰属す

るものであるか、原告会社に帰属するものであるかが問題となっていたところ、

調査を実施する前において、本件譲受取引について、原告らは、Ａ１３社とＡ７

が中心となって実行したことであるから詳しいことは知らない旨供述し、また、

本件出資持分の譲受人が誰であるかは、その取引の当事者であれば当然認識して

いることであるにもかかわらず、取引の当事者であると思われる原告Ａ４ら及び

原告会社の代表取締役であったＡ２０は、本件出資持分を譲り受けたのが誰であ

るかについて明確な供述をしていなかった。これに加え、本件払戻金に係る所得

が原告Ａ４らに帰属するとすれば、同人らに多額の税負担が生じるのに対し、同

所得が原告会社に帰属するとすれば、原告会社には税負担が生じないことを考慮

すると、原告Ａ４らに対して本件払戻金に係る所得税の調査を実施することを事

前に通知すれば、原告Ａ４らやその関係者が通謀し、本件譲受取引の主体が原告

会社であるかのように口裏合わせをしたり、内容虚偽の書類を作出したりするこ

とが合理的に想定された。そうすると、本件では、国税庁が「国税通則法第７章

の２（国税の調査）関係通達」で定める「事前通知をすることにより、納税義務

者において、国税通則法１２７条２号又は３号に掲げる行為を行うことを助長す

ることが合理的に推認される場合」に該当し、国税通則法７４条の１０にいう

「違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難に

するおそれがあると認める場合」に該当するから、税務調査に当たり事前通知を

行わなかったことに違法はない。

（原告Ａ４らの主張）

 本件では、税務調査に先立って、原告Ａ４らを含む多数の関係者の供述調書が

作成され、本件譲受取引に関する多数の客観的資料が大阪国税局に提出されてい

るから、原告Ａ４らに対し税務調査の事前通知を行ったとしても、これをきっか

けに原告Ａ４らやその関係者が口裏合わせをすることが合理的に推認されるとは

到底いえない。そうすると、国税通則法７４条の１０所定の事前通知をすること

により、正確な課税標準等の把握を困難にするおそれがあるとはいえないから、

事前通知を行わずにした原告Ａ４らに対する税務調査は、違法である。

（５） 先行事件に係る各更正処分の理由の付記に違法があるか否か（先行事件に係る

争点）

（被告の主張）

 処分行政庁は、本件払戻金に係る所得が、原告Ａ４ら又は原告会社のいずれに

帰属するのかという問題点について、その所得は原告Ａ４らに帰属すると判断し

たところ、本件譲受に関する証及び覚書２の内容を挙げて、本件払戻金に係る所

得が原告会社に帰属するか否かについても検討し、先行事件に係る各更正処分の

更正通知書において、上記判断に至る理由として、原告会社が原告Ａ４らに対

し、本件譲受取引及び本件払戻請求権の行使についての代理権を授与する意思決

定をした形跡がないことなどから、原告Ａ４らは、自ら本件譲受取引を行い、本

件払戻請求権を行使したと判断した旨を記載している。そうすると、先行事件に

係る各更正処分の更正通知書には、処分行政庁の恣意を抑制し、不服申立ての便

宜を図るという理由付記制度の趣旨を充足する程度に具体的な理由が明示されて

いるというべきである。したがって、理由の付記に違法はない。

（原告らの主張）
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 先行事件に係る各更正処分に付された理由のうち、本件払戻金に係る所得の帰

属に関する部分は、本件払戻請求権を行使した主体が原告Ａ４らであることを当

然の前提事実とした上で、その前提事実とは相容れない一部の証拠についての説

明を記載したにすぎず、基本契約書２の２条には、本件出資持分の全ての保有者

である原告会社に対し出資持分を払い戻す旨規定していることなどには触れてい

ない。そうすると、上記の程度の記載をもって、処分行政庁の恣意を抑制し、不

服申立ての便宜を図るという理由付記制度の趣旨を充足する程度に具体的な理由

が明示されているとはいえない。したがって、理由の付記に違法がある。

第３　当裁判所の判断

１　認定事実

 前記前提事実、掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の各事実が認められ

る。

（１） 本件譲受取引に至る経緯

ア Ａ１４病院は、明治２５年に設立された日本における精神科医療の草分けと

もいえる病院であり、Ａ１５一族は、Ａ１４病院を保有するＡ２の出資者であ

ったが、平成１９年春頃、Ａ２の経営から撤退することを検討し、大阪府の医

療対策課にその旨の相談をした〔前提事実（３）、甲５、乙１５、３７、８

３〕。

 Ａ１５一族がＡ２の経営から撤退することを検討したのは、Ａ１５一族とＡ

２４との間でＡ１４病院の支配権をめぐる対立が深まり、Ａ１５一族において

Ａ２の経営を維持するのが困難であると判断したためであった。具体的には、

平成１１年５月１５日、Ａ２６がＡ１４病院の理事長を退任し、その長男であ

るＡ１９が同理事長に就任したものの、Ａ１４病院の職員組合の強い要求によ

り、平成１８年２月５日、Ａ１９がＡ１４病院の理事長及び理事を解任され、

Ａ１６が新たに理事長に就任するなど、Ａ１４病院内部が不安定になり、さら

に、そのような状況下において、当時Ａ１４病院の院長であったＡ２４が、Ａ

１４病院の乗っ取りを画策し、同病院の職員に対し、自らが理事長になると告

知したため、平成１９年３月、これに不安を抱いた看護師ら２９名が一斉に退

職して一部の病棟が閉鎖されるといった状況にあった（乙３７、８３、証人Ａ

２３、原告Ａ４本人、弁論の全趣旨。なお、被告は、Ａ１５一族がＡ２の経営

からの撤退を決めた経緯が上記のとおりであったことについては、積極的に争

っていない。）。

イ Ａ２４は、平成１９年６月頃から、何度も大阪府の医療対策課に赴き、Ａ１

４病院に対する監査を行うよう求め、同年７月２３日、同課によりＡ１４病院

に対する監査が実施された。また、Ａ２４は、同年８月７日、神戸地方裁判所

尼崎支部において、当時Ａ２の理事長であったＡ１６から嫌がらせを受けたな

どと主張して、同人に対する損害賠償請求訴訟を提起した。（以上につき、甲

１９、乙１６、証人Ａ２３、弁論の全趣旨）

ウ Ａ１６は、大阪府の医療対策課から紹介を受けて、平成１９年６月２６日、

医療法人の経営や運営に関するコンサルティングを行う株式会社Ａ２７（以下

「Ａ２７社」という。その後、商号変更され、現在の商号は「Ａ２７株式会

社」である。）の代表取締役であるＡ２３にＡ２の経営権譲渡に関する相談を

した。なお、Ａ２３は、医療関係の総合コンサルティング会社であるＡ１３社

の専務取締役経営企画室長でもあり、Ａ２７社はＡ１３社の関連会社であっ

た。（以上につき、甲２９、乙３７、８３、証人Ａ２３）

エ Ａ２３は、Ａ１６の上記相談を受けて、Ａ９のＡ７にＡ２の譲受けを持ちか

けたが、その当時、Ａ９は、Ａ１３社のコンサルティングの下で約１６０億円

の負債を抱えて事業再生の途上にあり、Ａ２の譲受資金を金融機関から借り入

れることが困難な状況にあった（甲３５～３７、証人Ａ２３、証人Ａ２８）。

オ そこで、Ａ２３は、平成１９年９月１１日、Ａ２を譲り受けるための受け皿

となるＭＳ法人として原告会社を新設し、原告会社において、Ａ２を譲り受け

るというスキーム（以下「本件譲受スキーム」という。）を策定し、株式会社

Ａ２９銀行（当時の商号。以下「Ａ２９」という。）に融資の実行を依頼した

（甲３、証人Ａ２３、証人Ａ２８）。
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 Ａ１３社は、上記融資依頼の際、Ａ２９に対し、Ａ１３社の会計顧問である

Ａ２５社のＡ２８が作成した「医療法人Ａ２　Ａ１４病院　Ｍ＆Ａスキーム検

討」と題する資料（以下「スキーム検討資料」という。）を提出した。同資料

には、「スキーム①　出資持分譲渡」として、「受皿会社」がＡ１４病院を１

００％所有すること、金融機関が「受皿会社」に２１億円を融資し、「受皿会

社」がＡ１５一族に本件出資持分の対価として１８億４８００万円を支払うこ

とが図示されていた。（以上につき、甲３の２、証人Ａ２３、証人Ａ２８）

カ　Ａ２３及びＡ７は、平成１９年９月１３日、原告Ａ４らに対し、本件譲受ス

キームについて説明し、原告会社の発起人になることを依頼した。原告Ａ４ら

はこれを承諾し、原告会社の代表取締役にはＡ２０が就任することとなった。

（以上につき、証人Ａ２３、原告Ａ４）

キ　他方、Ａ１４病院側では、Ａ１５が、平成１９年９月１５日、Ａ２７社に対

し、Ａ２のＭ＆Ａに係るコンサルタント、仲介、斡旋業務を委託した（乙３

９）。

ク　Ａ１５及び原告Ａ４は、同日付けで、Ａ２の支配権及びＡ１４病院等の経営

権を原告Ａ４に現状有姿にて引き継ぎ、本件出資持分を原告Ａ４又は同人が指

名する者に譲渡することなどを内容とする基本契約書１にそれぞれ署名押印し

た。基本契約書１は、Ａ２３が起案をしたもので、要旨、以下の記載がある

（なお、「甲」はＡ１５、「乙」は原告Ａ４、「本件法人」はＡ２を指

す。）。〔以上につき、前提事実（５）ア、甲４、乙４０、証人Ａ２３〕

（ア）　「甲は、本件法人の理事であり病院の管理医師であるＡ２４が本件法

人理事長Ａ１６個人を病院運営上の揉め事を原因として損害賠償請求を

訴追するに至り、本件法人経営の混迷が深まりつつある緊急事態である

との現状認識を持つに至った。」、「この緊急事態を収拾するために、

この際、本件法人の経営体制の刷新を図ることとし、‥本件法人の支配

権及び病院等の経営権を乙に現状有姿にて引き継ぐこととした。」（１

条１項）

（イ）　「甲は、前条の目的を達成するために本契約の規定に従い、平成１９

年１０月２０日までの甲乙が合意する日（以下支配権引継ぎ日という）

をもって、本件法人の出資持分払戻請求権（額面１５，０００，０００

円）を金９２４，０００，０００円又は第４条第４項により修正が行わ

れる場合にはその価格にて、乙又は乙の指名する者に譲渡する。」（２

条１項）

（ウ）　「甲は、支配権引継ぎ日をもって、本件法人の出資持分払戻請求権の

残りすべてを下記に従い、Ａ１９、Ａ１６、Ａ１７が乙又は乙の指名す

る者に譲渡することを保証する。尚、下記譲渡対価は、第４条第４項に

より修正が行われる場合にはその価格にて、譲渡されるものとする。

譲渡者　譲渡額面　　　　　　　譲渡対価

Ａ１９　５，０００，０００円　３０８，０００，０００円

Ａ１６　５，０００，０００円　３０８，０００，０００円

Ａ１７　５，０００，０００円　３０８，０００，０００円」

（２条２項）

（エ）　「甲乙は、支配権引継ぎ日までに最終的な譲渡価格、具体的な譲渡価

格の支払い方法等の手続き、本契約締結後別途当事者間が合意したその

他の事項を確認する出資持分払戻請求権譲渡契約書を取り交わすものと

する。」（２条３項）

ケ　原告Ａ４は、平成１９年９月１５日、基本契約書１に署名押印した際、Ａ１

６から、Ａ１５一族とＡ２４との間にＡ１４病院の経営権をめぐる対立がある

ため、同病院の職員が同病院の経営権が譲渡されることにつき不安を感じてい

ると聞き、同日、同病院の幹部職員に対する説明会を実施した（原告Ａ４本

人）。

コ　Ａ２３は、平成１９年９月１７日、Ａ２９に対し、「医療法人Ａ２Ａ１４病

院事業再生について」と題する資料を提出し、再度、本件譲受スキームの実行

のため、原告会社に対する融資を依頼した（甲５、乙１５）。

サ　原告Ａ４らは、平成１９年９月１８日、資本金の額を９００万円として、原
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告会社を設立した。同社設立のための出資金９００万円は、Ａ７がＡ９から仮

払いを受け、Ａ７から原告Ａ４らに対し３００万円ずつ支払うという方法によ

って調達された。〔以上につき、前提事実（５）イ、甲４９、原告Ａ４本人〕

シ　平成１９年９月２２日、Ａ７が経営する私立大学法人における使途不明金に

関する報道がされたことにより、原告会社が、Ａ２９から本件譲受スキームに

関する融資を受けられなくなったため、Ａ１３社は、同月２５日、自ら原告会

社に融資することにした（乙１０５、証人Ａ２３）。

ス　原告会社は、平成１９年９月２７日付けで、Ａ１３社との間で金銭消費貸借

契約を締結し、弁済期を平成２０年９月２６日として、２４億円を借り入れた

（以下、この金員を「本件借入金」という。乙５１、５２、８７）。

（２）　本件譲受スキームの実行及び本件譲受取引

ア　平成１９年９月２８日午前１１時１８分に開催されたＡ２臨時社員総会にお

いて、原告Ａ４らが社員として入社し、理事に就任すること、社員であったＡ

１５及びＡ１７が退社することが承認された（乙２９）。

イ　また、同日午前１２時１５分に開催されたＡ２臨時社員総会において、社員

であったＡ１６が退社すること、Ａ１５一族が保有する本件出資持分を譲渡す

ることが承認された。上記社員総会議事録には、本件出資持分の譲渡に関し、

以下のとおり記載されている。

 「第４号議案‥議長は、下記のとおり当会の出資持分を譲渡することにつき

議場に諮り、満場一致で承認可決された。

譲渡人　譲渡口数　　　　　　　　　譲受人

Ａ１５　１５，０００，０００円口　Ａ４

Ａ１９　　５，０００，０００円口　Ａ５

Ａ１７　　５，０００，０００円口　Ａ６

Ａ１６　　２，５００，０００円口　Ａ５

Ａ１６　　２，５００，０００円口　Ａ６」

（以上につき、乙３０）

ウ　原告会社は、同日、Ａ１９から、Ａ１４病院の敷地である大阪府東大阪市

（住所省略）に所在する各土地を、１億８６９０万９２３３円で購入したほ

か、Ａ１５が代表取締役を務める株式会社Ａ３０から、（住所省略）所在の土

地建物及び患者輸送車や医療用機械等のＡ１４病院のリース資産を、７５２２

万１３６７円で購入した（甲６、８、９）。

エ　Ａ１５及び原告Ａ４は、同日、基本契約書１の内容について、以下のとおり

の記載のある覚書１を作成した（なお、「甲」はＡ１５、「乙」は原告Ａ４を

指す。）。

 「第６条　甲は、基本契約第２条１項乃至２項に定める出資持分払戻請求権

の譲渡先の乙又は乙の指名するものが乙並びにＡ５、Ａ６となるが、譲渡代金

の支払いは、株式会社Ａ１の預金口座から甲並びにＡ１９、Ａ１６、Ａ１７の

指定する銀行口座に振り込まれるものであることにつき同意する。」

〔以上につき、前提事実（５）エ、甲２４、乙４８〕

オ　Ａ１５一族は、同日、原告Ａ４らとの間で、本件譲渡証書をそれぞれ交わし

た。上記各書面には、要旨、以下のとおり、本件出資持分を譲渡した旨、同譲

渡は同日開催のＡ２臨時社員総会により承認を得た旨が記載されており、同日

の確定日付が付されている。

譲渡人　譲渡口数　　　　譲受人　　譲受代金

Ａ１５　１５００万円口　原告Ａ４　９億２４００万円

Ａ１９　　５００万円口　原告Ａ５　３億０８００万円

Ａ１７　　５００万円口　原告Ａ６　３億０８００万円

Ａ１６　　２５０万円口　原告Ａ５　１億５４００万円

Ａ１６　　２５０万円口　原告Ａ６　１億５４００万円

（以上につき、乙４９）

カ　原告Ａ４らは、同日、原告会社に対し、本件譲受に関する証を作成して差し

入れた。本件譲受に関する証には、以下のとおりの記載があり、原告Ａ４らの

署名押印がされ、同日の確定日付が付されている。
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 「本日、‥Ａ２の全出資持分金３０，０００，０００円の払戻請求権を金

１，８４８，０００，０００円にて譲渡人Ａ１５、Ａ１６、Ａ１７、Ａ１９よ

り譲り受けるについて、私らが貴社の依頼を受け貴社の代理人として仮に譲受

人となることとし、真正なる譲受人は、貴社であることを確認するために本証

を貴社へ差し入れるものとします。」、「このため、その譲渡代金は、貴社が

直接各譲渡人の指定する銀行口座に振り込み支払うことといたします。」、

「後日の証とするために本書を作成し、以下に、署名捺印の上、本書を貴社に

差し入れます。」

（以上につき、乙５０）

キ 同日の上記アからカまでの手続は、概ね、Ａ２３が同日に先立ち作成した

「実行日段取」と題する書面に従い、Ａ２３がＡ１３社において医療法人のＭ

＆Ａ案件で使用している基本書式等を基に起案した各文書に、関係者が署名押

印するという手順によって行われた（甲５０、証人Ａ２３、原告Ａ４本人）。

ク 原告会社は、同日、原告会社名義の銀行口座からＡ１５一族の指定する各銀

行口座に振り込む方法により、本件出資持分の対価として合計１８億４８００

万円を支払った。その他、本件譲受取引に伴う金銭の流れについては、別紙８

のとおりである。〔以上につき、前提事実（５）オ、弁論の全趣旨〕

ケ 原告Ａ４は、同日、Ａ１４病院の理事長として、同病院の職員に対し、Ａ２

の経営陣がＡ１５一族から原告Ａ４らに変更されることに伴う同職員らの待遇

面の変更等の有無に関し、説明会を実施した（原告Ａ４本人）。

コ Ａ２４は、平成１９年９月２９日、Ａ１４病院の職員に対し、本件譲受取引

に反対する旨記載した書面（「平成１９年９月２８日理事会　第３号議案につ

いての反対意見書資料」）を配付した（甲１６）。

（３） 原告Ａ４らによるＡ１４病院の運営

原告Ａ４は、平成１９年９月２８日の本件譲受取引後、Ａ１４病院の幹部職員

から経営上の改善点を聴取し、数千万円を投資して医局及び病棟等のアメニティ

ーを改善するなどして、同病院の経営に当たった。これにより、一時閉鎖してい

た６０床の病棟が開棟し、離職した職員の一部が復職するなど、同病院の経営上

の問題点が一部改善された。（以上につき、原告Ａ４本人）

（４） Ａ２１に対するＡ１４病院の譲渡に至る経緯

ア Ａ９を含むＡ１２は、平成１９年９月２２日の使途不明金に関する報道後、

取引先の銀行から融資を受けられなくなり、資金繰りが悪化したため、グルー

プ全体として再生を図ることになった（証人Ａ２３、原告Ａ４）。

イ Ａ９及びＡ７は、平成２０年３月２９日、Ａ１３社との間で、改めてＡ９の

再生スキームを策定し直すことに合意した。

 上記再生スキームの合意書では、Ａ９が保有するＡ８病院及びＡ３１病院、

Ａ７が保有するＡ３２病院が譲渡対象として挙げられているが、Ａ１４病院は

譲渡対象とされておらず、Ａ９は、Ａ１３社に対し、Ａ１４病院の経営状態及

び財務状況について継続的に報告することとされていた。また、上記合意書に

は、Ａ９の資金繰りの見込みについて、「本件スキームを実行したとしても、

資金繰りとしては当初４年間で２０億円以上の資金不足が見込まれる。」と記

載され、所有する株式の売却等によって解決し得ない場合には、Ａ１２の病院

で資金不足を解消する必要があるため、同グループの病院においても資金繰り

の管理を強化する必要がある旨記載されていた。（以上につき、甲１２）

ウ 原告会社は、平成２０年３月頃、Ａ１２の上記資金不足を解消するため、Ａ

１３社に対し、本件借入金の返済期日の猶予及び新規融資を申し入れたが、Ａ

１３社は、平成２０年３月期の決算において７７億円の特別損失を計上してお

り、その一部がＡ９に対する貸付金であったため、返済期日の猶予及び新規融

資には応じられない状態であった（証人Ａ２３、原告Ａ４本人）。

エ 原告会社は、同月頃、Ａ１２として、上記資金不足を解消するため、Ａ１４

病院がＡ３３銀行から融資を受け、その資金を原告会社に貸し付け、これを原

資として、原告会社がＡ１３社に本件借入金を返済するという返済計画を立て

たが、同銀行から融資を受けることができず、実現しなかった（原告Ａ４本

人）。

オ 平成２０年６月６日、Ａ１３社の取締役会において、Ａ９の再生スキームの
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進捗状況が報告された。その際の報告資料には、「Ａ１４病院・Ａ３４病院を

（株）Ａ３５へ一括売却し、債権回収する方向へ転換」と記載されている。

（以上につき、乙１０６の１。なお、「Ａ１４病院」とあるのはＡ１４病院の

誤記である。）

カ Ａ１３社は、平成２０年６月頃、Ａ７に対し、Ａ１２の資金不足の解消方法

として、Ａ１４病院を売却するという方法を提案したところ、同人がこれを了

承したことから、Ａ１３社は、その頃、原告Ａ４らに対し、Ａ１４病院の売却

を提案した。これを受けて、原告Ａ４らは、Ａ１４病院の売却を検討すること

にした。（以上につき、証人Ａ２３、原告Ａ４本人）

キ Ａ１３社は、平成２０年６月から同年８月頃にかけて、株式会社Ａ３５をＡ

１４病院の譲渡先として協議を行っていたが、金額面で折り合いがつかなかっ

たため、譲渡先をＡ２１に変更し、同年９月からＡ２１のＡ２２と協議を開始

した（乙１０６の２～１０６の４、甲２９、証人Ａ２３、原告Ａ４本人）。

ク Ａ２３は、平成２０年９月頃、Ａ２１のメインバンクであった株式会社Ａ３

６銀行（以下「Ａ３６」という。）との間で、Ａ２１にＡ１４病院を譲渡する

際のスキームについて協議を行った。

 Ａ３６は、返済能力や担保価値の観点からＡ２１に対する融資は困難である

が、Ａ２に対する融資であれば可能であることから、Ａ２３に対し、①Ａ３６

がＡ２に対して３０億円を融資し、これを原資としてＡ２が出資持分の払戻し

を行い、②Ａ２１がＡ２に対して出資を行うというスキーム（以下「本件譲渡

スキーム」という。）を提案した。（以上につき、甲２９、証人Ａ２３、証人

Ａ２８）

ケ Ａ２３は、平成２０年９月頃、本件譲渡スキームについてＡ２１のＡ２２に

説明し、同人の同意が得られたため、本件譲渡スキームが実行された場合の税

務上の処理について、Ａ２５社のＡ２８に相談をしたところ、同人から、税務

上、本件払戻金のうち出資金３０００万円を超える部分は配当とみなされ、益

金の額に算入されない旨の説明を受けた（甲２９、証人Ａ２３、証人Ａ２

８）。

（５） 本件譲渡スキームの実行、本件払戻請求権の行使及び本件払戻し

ア 原告会社は、平成２０年９月２４日、Ａ１３社との間で、Ａ１４病院の譲渡

に関し、アドバイザリー業務契約を締結した（甲１４、乙８１）。

イ 原告Ａ４及びＡ２２は、同日、Ａ２の支配権及びＡ１４病院等の経営権をＡ

２２に現状有姿にて引き継ぎ、Ａ２２が原告会社に対し本件払戻請求権に基づ

く払戻しをすることなどを内容とする基本契約書２に署名押印した。基本契約

書２は、Ａ２３が起案をしたもので、要旨、以下の記載がある（なお、「甲」

は原告Ａ４、「乙」はＡ２２、「本件法人」はＡ２を指す。）。

（ア） 「乙は、‥本契約の規定に従い、平成２０年９月３０日までの甲乙合

意する日（以下支配権引継ぎ日という。）に、本件法人の出資持分払戻

請求権（額面３０，０００，０００円）に基づく払戻を、現在の出資持

分払戻請求権の全ての保有者である株式会社Ａ１に払い戻すこととし、

支払いにあたっては、支配権引継ぎ日にＡ１の指定する銀行預金口座に

振り込み支払うものとする。」（２条１項）

（イ） 「払い戻しに当たっては、現在の本件法人社員である甲並びにＡ５、

Ａ６のそれぞれが、本件法人臨時社員総会にて退社承認後に、Ａ１の依

頼に基づいて、Ａ１のために払い戻し請求を行うものとし、乙並びに乙

の関係者は、この請求に基づいて、かかる払戻が決議・承認されるよう

に臨時社員総会において議決権を行使する。」（２条２項）

（ウ） 「本件法人がＡ１に払い戻す価格は、‥金２，９１０，０００，００

０円とすることで甲乙合意した。」（２条３項）

〔以上につき、前提事実（６）ア、甲１３、乙４２、証人Ａ２３〕

ウ 平成２０年９月３０日午前１０時３０分に開催されたＡ２臨時社員総会にお

いて、Ａ２２外２名が社員として入社し、理事に就任すること、社員であった

原告Ａ４らが退社することが承認された（乙４３）。

エ 同日午前１１時１５分に開催されたＡ２臨時社員総会において、本件出資持

分の払戻し（本件払戻し）を行うことが承認された。上記社員総会議事録に
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は、本件払戻しに関し、以下のとおり記載されている。

 「第１号議案　社員退社に伴う出資持分払戻しの件　議長は、このたび退社

された旧社員について各人から出資持分払戻請求書をもって請求があった。し

たがって定款第８号第２項に従い払込済出資額に応じて出資金の払い戻しを行

うこととし、‥金額２，９１００，０００，０００円とすることとしたいと述

べ、‥議場に諮ったところ満場一致で承認可決された。

旧社員払込済出資額　Ａ４　１５，０００，０００円

Ａ５　　７，５００，０００円

Ａ６　　７，５００，０００円

‥当該出資持分払戻金額は、２，９１０，０００，０００円とする。

出資社員別出資持分払戻金額

Ａ４：１，４５５，０００，０００円

Ａ５：　　７２７，５００，０００円

Ａ６：　　７２７，５００，０００円」

 なお、「金額２，９１００，０００，０００円」とあるのは、誤記である。

（以上につき、乙４５）

オ 原告Ａ４らは、同日、上記エのＡ２臨時社員総会に、Ａ１３社のＡ２３が起

案した各「出資持分払戻請求書」と題する書面を提出した。これらの書面に

は、「私は、平成２０年９月３０日、医療法人Ａ２定款第８条第１項の規定に

基づき理事長の同意を得て、医療法人Ａ２Ａ１４病院から退社したので、同条

第２項に基づいて、本書をもって、払込済である出資額に応じた払戻を請求い

たします。」と記載されており、原告Ａ４ら各自の署名押印があり、同日の確

定日付が付されている。〔以上につき、前提事実（６）イ、乙４４、証人Ａ２

３〕

カ 原告会社は、同日、原告Ａ４ら各自との間において、Ａ１３社のＡ２３が起

案した覚書２を交わした。同覚書には、要旨、以下のとおり記載されており、

原告会社の代表取締役であるＡ２０の記名押印及び原告Ａ４ら各自の署名押印

があり、同日の確定日付が付されている（なお、甲は原告会社、乙は原告Ａ

４、原告Ａ５又は原告Ａ６を指す。）。

（ア） 原告Ａ４ら各自が「医療法人Ａ２Ａ１４病院に対し出資持分の払戻請

求‥を行うことに関し、以下の事項を相互に確認する。」（柱書き）

（イ） 「甲と乙が、平成１９年９月２８日付「医療法人Ａ２出資持分払戻請

求権譲受に関する証」と題する書面を作成し、同書面に基づき前項の出

資持分の実質の出資持分権者が甲であり、乙が前項記載の出資持分のほ

かに医療法人Ａ２Ａ１４病院の出資持分を有していないこと。」（２

条）

（ウ） 「乙は、甲からの依頼に基づいて、甲のために本件払戻請求を行うこ

と。」（３条）

（以上につき、乙５７、証人Ａ２３）

キ Ａ２は、平成２０年９月３０日、原告Ａ４らが指定した原告会社名義の銀行

口座に、本件払戻金合計相当額２９億１０００万円を含めた３０億円を振り込

んだ（本件払戻し）〔前提事実（６）ウ、乙５８〕。

（６） 本件払戻し後の事情

ア 原告会社は、平成２０年９月３０日、Ａ１３社に対し、本件借入金の返済と

して、２４億円を支払った（乙８２、１１６）。

イ 本件払戻しに伴う金銭の流れについては、別紙９のとおりであるが、本件払

戻金合計相当額２９億１０００万円を含めた３０億円の具体的な使途は、以下

のとおりである。

（ア） Ａ１３社に対する本件借入金の返済　２４億００００万円

（イ） Ａ２７社に対する仲介手数料の支払　９０３０万円

（ウ） Ａ１３社に対する仲介手数料の支払　１億１５５０万円

（エ） Ａ７に対する貸付金　４億００００万円

（オ） （ア）から（エ）までの合計　３０億０５８０万円

（以上につき、甲３３、３４、乙８０～８２、弁論の全趣旨）

（７） 事実認定に関する補足説明
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 本件譲受取引に関するスキームの内容について、原告らは、Ａ２を譲り受ける

ための受け皿となるＭＳ法人として原告会社を新設し、原告会社において、Ａ２

を譲り受けるというスキーム（本件譲受スキーム）を策定した旨主張する。これ

に対し、被告は、Ａ２３は、本件譲受取引当時から、将来的にＡ２を譲渡するこ

とを想定していたのであるから、あえて、法律上、本件出資持分の払戻しを受け

ることができない原告会社を譲受人とするはずがなく、原告Ａ４らにおいてＡ２

を譲り受けるというスキームを策定していた旨主張する。

 当裁判所は、上記のとおり、本件譲受取引に関し、Ａ２３が中心となって策定

したスキームは、原告会社を受け皿とする本件譲受スキームであった旨認定する

ものであり、以下、その理由を補足的に説明する。

 上記事実認定は、Ａ２３及びＡ２８の供述に依拠している部分があるので、上

記両名の供述の信用性について説明しておく。

ア Ａ２３の供述内容

Ａ２７社の代表取締役であり、Ａ１３社の社員でもあるＡ２３は、本件譲受

スキームを策定し、本件譲受取引及び本件払戻請求権の行使に係る関係各文書

を起案したものであるが、要旨、以下のとおり供述又は陳述している。

（ア） 私は、原告会社が本件出資持分の譲受人となることを前提として本件

譲受スキームを作成した。本件譲受取引に当たっては、Ａ１６から、Ａ

２の理事会において新設会社である原告会社がＡ１４病院を譲り受ける

と説明すると、Ａ２４が言いがかりをつけて、本件譲受取引を妨害する

おそれがあるので、そのような言いがかりをつけられないように手続を

してもらいたいとの要望が出されていた。そのため、私は、関係各文書

上は、精神科医療において名が知られている原告Ａ４らが原告会社の代

理人として本件出資持分を譲り受けることとし、Ａ２の理事会では代理

人である原告Ａ４らの名前のみを明らかにすることとした。このような

理由から、本件譲受取引及び本件払戻請求権の行使に係る関係各文書に

は原告Ａ４らを譲受人又は本件出資持分を有する者として記載したが、

真正な譲受人は原告会社であることを明らかにするため、本件譲受に関

する証及び覚書２を作成した。（以上につき、甲２９、証人Ａ２３・１

１頁）

（イ） 本件譲受取引の際、原告Ａ４らが本件出資持分を譲り受けるという話

は一切出ていない。本件譲受取引の取引額は２０億円を超え、非常に多

額であるため、金融機関から資金を借り入れなければならないところ、

個人を相手方とする融資の場合、私有財産と事業財産が混同するおそれ

がある。また、相続等が発生した際に貸付金の回収が難しくなるなどの

難点があり、金融機関が個人に対して多額の融資をすることは通常あり

得ないため、金融機関との間で、原告Ａ４らが融資を受けて本件譲受取

引の譲受人となることを前提とする交渉はしていない。（以上につき、

甲２９、証人Ａ２３・１０頁）

（ウ） 本件譲受スキームにおいては、原告会社がＡ１４病院を継続的に経営

することが前提となっているから、将来的にＡ１４病院を第三者に譲渡

することは想定していなかった。Ａ１３社内においてＡ１４病院を譲渡

するという案が出てきたのは、使途不明金に関する報道を受けて、平成

２０年３月頃から金融機関が原告会社に対する融資について消極的な対

応を採るようになった後であり、その時期は、同年６月頃である。本件

譲受取引の当時は、Ａ１４病院を譲渡する際の課税関係について検討を

したことはないし、Ａ２５社のＡ２８にそのような検討を依頼したこと

もない。（以上につき、証人Ａ２３・２４、５２、７２頁）

イ Ａ２８の供述内容

Ａ２５社のＡ２８は、本件譲受取引に係るスキーム検討資料を作成し、その

後、Ａ２３から相談され、本件譲渡スキームが実行された場合の税務上の処理

について検討したものであるが、Ａ２８は、要旨、以下のとおり供述してい

る。

（ア） 本件譲受スキームは、原告会社が本件出資持分を取得することを前提

に策定されたものであるから、本件出資持分を取得するのは原告会社で
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ある。個人が２０億円もの融資を受けるということは考え難く、原告Ａ

４らが融資を受けて本件出資持分を取得するということを検討したこと

は一度もない。また、私が、原告Ａ４らに対し、原告Ａ４らが本件出資

持分を取得した場合の税務上の処理について説明したこともない。（以

上につき、証人Ａ２８・２、３、１７、２１頁）

（イ）　本件譲受スキームにおいて、原告会社による２１億円の借入れを予定

しているところ、上記スキームを策定した当時、原告会社がＡ１９及び

株式会社Ａ３０から譲り受けた不動産の賃料収入や、Ａ１４病院におい

て外部に委託していた業務を原告会社が行うことによって、同病院の経

費を削減し、また、同病院で使用する診療材料や医薬品の仕入れをＡ１

２の病院と一括して行うことによって、Ａ１４病院の経費を抑えるとい

った方法により、原告会社は上記借入れを返済できる見込みであった

（証人Ａ２８・５、６頁）。

（ウ）　私は、平成２０年３月頃、Ａ１２の事業再生計画に携わったが、その

時点ではＡ１４病院を売却するという話が出たことはなく、同年９月

頃、Ａ２３から、Ａ１２の資金繰りがうまくいかなくなったため、Ａ１

４病院を譲渡するという話を聞いた。Ａ１４病院の譲渡の方法として、

本件出資持分を払い戻すという本件譲渡スキームが採用されたのは、Ａ

３６において、与信の関係でＡ２１に融資することはできないが、Ａ１

４病院に対する融資であれば可能であるという判断がされたからであ

る。（以上につき、証人Ａ２８・９、１０、１２、１３頁）

（エ）　私は、Ａ２３から、本件譲渡スキームを前提として、原告会社が本件

払戻しを受けた後の税務上の処理について検討をしてもらいたいと依頼

を受け、この点について検討したところ、税務上、本件払戻金のうち出

資金３０００万円を超える部分は配当とみなされ、益金の額に算入され

ないことが判明した（証人Ａ２８・１０、１１、１９頁）。

ウ　上記両名の供述内容の信用性の検討

（ア）　本件譲受スキームの内容に関するＡ２３及びＡ２８の上記供述内容

は、原告会社が受皿会社となるスキーム（本件譲受スキーム）が策定さ

れたという点で一致している。そして、①Ａ１３社が、平成１９年９月

１１日に、Ａ２９に提出したスキーム検討資料に、「スキーム①　出資

持分譲渡」として、「受皿会社」がＡ１４病院を１００％所有するこ

と、金融機関が「受皿会社」に２１億円を融資し、「受皿会社」がＡ１

５一族に本件出資持分の対価として１８億４８００万円を支払うことが

図示されていること〔認定事実（１）オ〕、②その後、Ａ２９との関係

で、上記スキームの内容について、Ａ２を譲り受ける受け皿を、原告会

社から原告Ａ４らに変更されたという事情はうかがわれないこと、③使

途不明金に関する報道を受けて、Ａ２９から原告会社に対する融資は見

送られたものの、現に、上記スキームのとおり、原告会社が設立され、

Ａ１３社からＡ２の譲受資金に係る融資を受けていること〔認定事実

（１）サシ〕、④私有財産と事業資産が混同するおそれがある個人に対

し、金融機関が２０億円を超える多額の融資をすることは考え難い旨の

Ａ２３及びＡ２８の供述内容は合理的であることに照らせば、本件譲受

取引においては、原告会社が受皿会社となるスキームが策定された旨の

Ａ２３及びＡ２８の上記供述は、客観的事実に整合し、その内容も合理

的であって、その信用性は高いというべきである。

（イ）　また、Ａ２３及びＡ２８の供述内容は、本件譲受スキーム策定時（平

成１９年９月１１日）において、原告ら（Ａ１２）がＡ２を近い将来に

譲渡することは予定されてなかったという点についても一致している。

そして、①Ａ１４病院は、本件譲受取引後に本格化したＡ１２の事業再

生計画において譲渡の対象となっておらず、Ａ１３社の内部資料におい

てＡ１４病院を譲渡することが検討されたことが確認できるのは、平成

２０年６月６日以降であること〔認定事実（４）オ〕、②Ａ１４病院

は、Ａ２４との間で支配権をめぐって内部的な確執を抱えていたもの

の、金融機関に対する負債はなく、毎年２億円程度の経常利益が見込ま
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れるなど、その財務体質は良好であり、継続的な経営によって相当な利

益が期待できる状況であったこと（甲２９）、③原告Ａ４は、本件譲受

取引後、Ａ１４病院の理事長として、職員に対する説明会を開き、同病

院内のアメニティーを改善するなど同病院を継続的に経営することを前

提として行動していたこと〔認定事実（３）〕などに照らせば、Ａ１２

がＡ２を近い将来に譲渡することは予定されてなかった旨のＡ２３及び

Ａ２８の上記供述は、客観的事実に整合し、信用性が高いといえる。

（ウ） また、Ａ２８は、本件譲受スキームを策定する段階では、出資持分を

原告会社が取得することについて税務上の検討はしておらず、本件払戻

しの検討の際に初めて、本件払戻金のうち出資金３０００万円を超える

部分は配当とみなされ、益金の額に算入されないことがわかった旨供述

するところ、上記供述内容も、不自然なものとまではいえない。

 以上によれば、Ａ２３及びＡ２８の上記供述内容は信用性が高いとい

うべきであり、上記両名の供述によれば、本件譲受取引に関して策定さ

れたスキームは、原告会社が受皿会社となるというものであり、本件譲

受取引当時において、原告ら（Ａ１２）がＡ２を近い将来に譲渡するこ

とは予定されていなかったことが認められる。

（エ） これに対し、被告は、Ａ１３社のＡ２３は、病院のＭ＆Ａを１００件

以上手がけた経験のある人物であるから、本件譲受取引に関しスキーム

を策定するに当たって、あらかじめ原告会社が本件借入金を返済するこ

とが困難となった場合に備えて、その貸付金を回収する方法を検討して

いたはずであり、その方法として本件払戻請求権の行使も念頭に置いて

いたはずであるから、本件定款に基づき本件払戻請求権を行使すること

ができるよう、Ａ２３は、原告Ａ４らを本件出資持分の譲受人とするス

キームを構築していたはずであるなどと主張する。

しかし、スキーム検討資料やＡ１３社の内部決裁資料等（乙１１９、

１２０）を見ても、本件譲受取引に関与したＡ２３、Ａ２８及びＡ１３

社等の関係者が将来的にＡ１４病院を譲渡することを想定して何らかの

検討をしていた様子はうかがわれない。すなわち、本件譲受取引前のＡ

２３からＡ１６へのメールに添付された平成１９年９月６日付け「医療

法人Ａ２Ｍ＆Ａスキーム（案９／５）」と題する書面（乙１１９）から

は、Ａ１４病院の敷地等の不動産の売却に関する所得税等の検討がされ

ていることや、Ａ１９に支払う予定の役員退職慰労金の金額の検討がさ

れていることがうかがわれるものの、これらは本件譲受取引に伴う税務

上の処理等を検討したものにすぎないから、これらをもって、Ａ１４病

院の将来的な売却を見据え、売却した場合に予想される原告Ａ４ら及び

原告会社に対する課税関係を検討したものとみることはできない。

 また、Ａ１３社の平成１９年９月１９日時点の内部決裁資料（乙１２

０）を見ても、本件譲受スキームの構築に当たり、「税務面でのリスク

を検討及び対策をする必要があります」と記載されているのみであり、

どのような税務上の検討をしていたのか明確ではないから、上記記載を

もって、Ａ１４病院の将来的な売却を見据えた課税関係の検討がされて

いたとみることはできない。かえって、上記認定事実によれば、①Ａ１

４病院の理事である原告Ａ４らは、平成２０年６月頃、原告会社が金融

機関から融資を受けられなくなったことから、Ａ１３社の提案を受け

て、Ａ１４病院を譲渡することを決断したこと〔認定事実（４）オ

カ〕、②Ａ１４病院を売却するに当たり出資持分の払戻しという手法が

採られることとなったのは、Ａ３６が、Ａ２１に対する融資はできない

が（これが可能であれば出資持分の譲渡という手法がとり得たといえ

る。）、Ａ２に対する融資であれば可能であると判断し、上記手法を提

案したためであって、Ａ３６の融資判断によるものであること〔認定事

実（４）ク〕が認められる。

 以上によれば、Ａ２３が本件譲受取引の時点で本件譲渡スキームによ

ってＡ１４病院を売却することを想定していたとは認められず、被告の

上記主張は採用することができない。
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２　争点（１）（本件払戻金に係る所得が原告Ａ４ら又は原告会社のいずれに帰属する

か）について

（１） 判断枠組み

所得税法又は法人税法の課税標準の計算上、取引から生じた収益に係る所得が

誰に帰属するかについては、実質上その収益を誰が享受するかによって判断すべ

きであるところ（いわゆる実質所得者課税の原則。所得税法１２条、法人税法１

１条参照）、医療法人の出資者がした出資持分の払戻請求に対する払戻金は当該

出資持分を有する者に帰属するから、本件払戻金に係る所得は、本件出資持分を

有していた者に帰属したものと解される。しかるところ、本件出資持分が誰に帰

属したかについては、本件譲受スキームの内容及びその実行状況、本件譲受取引

及び本件払戻しに関連して作成された文書における本件出資持分の譲受人等の表

示、本件譲受取引における本件出資持分の譲受人についての関係者の認識、本件

出資持分の譲受資金の提供者、譲受代金及び本件払戻金の決済方法、本件スキー

ムの実行による経済的利益の帰属先等、本件譲受取引に係る諸般の事情を総合的

に考慮して検討すべきである。

 本件においては、原告らは、上記各事情によれば、本件譲受取引によって本件

出資持分を取得したのは原告会社であると主張し、これに対し、被告は、要旨、

本件譲受取引は将来的な本件出資持分の払戻しを予定したものであるところ、営

利法人である原告会社は、法律上、本件出資持分の払戻しを受けることができな

いから、あえて本件出資持分の譲受人となるはずがなく、本件出資持分を取得し

たのは原告Ａ４らであると主張し、また、本件スキームは、益金不算入の効果を

得るために、原告会社が譲受人となったように仮装したものである旨主張し、本

件出資持分の帰属先について争っている。

 そこで、上記判断枠組みに基づき、本件出資持分が原告Ａ４ら又は原告会社の

いずれに帰属するかについて検討する。

（２） 本件譲受取引に係る諸般の事情の検討

ア 本件譲受スキームの内容及びその実行状況

上記認定事実によれば、本件譲受スキームは、Ａ２３が主導して策定したも

ので、Ａ２を譲り受けるための受け皿となるＭＳ法人として原告会社を新設

し、原告会社においてＡ２を譲り受けるというものであったこと〔認定事実

（１）オ、上記１（７）〕、本件譲受スキームに基づき、金融機関との間で

「受皿会社」が融資を受ける旨の交渉がされ、実際に原告会社が設立されたこ

と〔認定事実（１）サ〕が認められる。もっとも、Ａ２の譲受資金の調達に関

しては、当初の計画とは異なり、原告会社は、Ａ１２の使途不明金報道の影響

により金融機関から融資を受けることはできず、Ａ１３社から融資を受けるこ

とになったが〔認定事実（１）シ〕、これは、資金の調達元が変わったにすぎ

ず、本件譲受スキームの本質的な部分に関わるものではないし、その他、本件

譲受スキームの内容が変更されたことをうかがわせるような事情は認められな

い。また、原告会社は、本件譲受スキームに基づいて、Ａ１３社から融資を受

けた金員（本件借入金）を本件譲受取引の譲受代金として出捐し、Ａ１９から

Ａ１４病院の敷地を、Ａ１５が代表取締役を務めるＡ２の関連会社からは同病

院関連施設の土地建物やリース資産等を買い受けるなどして〔認定事実（２）

ウ〕、現にＭＳ法人としての機能を果たしたことが認められ、本件譲受取引

は、本件譲受スキームのとおり、その手続が進められたといえる。

イ 本件譲受取引及び本件払戻しに関連して作成された文書における本件出資持

分の譲受人等の表示

（ア） 上記認定事実によれば、本件譲受取引の際に作成された文書のうち、

①Ａ１５と原告Ａ４の間で作成された基本契約書１には、Ａ１５一族が

有する本件出資持分を「乙又は乙の指名する者」、すなわち、原告Ａ４

又は同人の指名する者に譲渡する旨記載されていること〔認定事実

（１）ク〕、②Ａ１５と原告Ａ４との間で作成された覚書１に、基本契

約書１に定める本件出資持分の譲渡先の「乙又は乙の指名するもの」が

原告Ａ４らとなる旨記載されていること〔認定事実（２）エ〕、③Ａ１

５一族と原告Ａ４らとの間で交わされた本件譲渡証書及び④平成１９年

９月２８日開催のＡ２臨時社員総会議事録に、本件出資持分の「譲受
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人」として原告Ａ４らの名前が記載されていること〔認定事実（２）イ

オ〕が認められる。他方、⑤原告会社と原告Ａ４らとの間で作成された

本件譲受に関する証には、本件譲受取引による「真正なる譲受人」は原

告会社である旨記載されていること〔認定事実（２）カ〕が認められ

る。

（イ） また、上記認定事実によれば、本件払戻しの際に作成された文書のう

ち、⑥原告Ａ４とＡ２２の間で作成された基本契約書２には、本件出資

持分の全てを保有する原告会社に対し、本件払戻請求権の行使に基づく

払戻し（本件払戻し）を行う旨記載されていること〔認定事実（５）

イ〕、⑦原告会社と原告Ａ４らとの間で作成された覚書２には、本件出

資持分の「実質の出資持分権者」が原告会社であり、原告Ａ４らがＡ２

の出資持分を有していないこと及び原告Ａ４らは原告会社の依頼に基づ

いて、原告会社のために本件払戻請求を行うことを確認する旨記載され

ていること〔認定事実（５）カ〕、⑧原告Ａ４らがＡ２臨時総会に提出

した出資持分払戻請求書には、原告Ａ４ら各自が、払込み済みの出資額

に応じた払戻しを請求する旨記載されていること〔認定事実（５）

オ〕、⑨平成２０年９月３０日開催のＡ２臨時社員総会議事録には、

「社員退社に伴う出資持分払戻し」という議題の下で、旧社員による出

資持分払戻請求があり、これを承認した旨記載され、旧社員として原告

Ａ４らの名前が記載されていること〔認定事実（５）エ〕が認められ

る。

（ウ） 上記のとおり、本件譲受取引及び本件払戻しに関連して作成された文

書には、本件譲受取引の譲受人が原告Ａ４らである旨の記載がある一方

で、その譲受人が原告会社である旨の記載もある。これらについては、

本件譲受取引に関連して作成された文書のうち、Ａ１５一族との間で作

成された文書（①②③）及びＡ２の社員総会議事録（④）には、譲受人

が原告Ａ４らである旨の記載がされ、原告会社と原告Ａ４らとの間で作

成された文書（⑤）には、譲受人が原告会社である旨の記載がされてい

ると整理することができる。他方、本件払戻しに関連して作成された文

書のうち、Ａ２２との間で作成された文書（⑥）及び原告会社と原告Ａ

４らとの間で作成された文書（⑦）には、本件出資持分の権利者（以

下、単に「持分権者」という。）が原告会社である旨の記載がされてお

り、Ａ２の社員総会議事録（⑨）及びそこに提出された出資持分払戻請

求書（⑧）には、持分権者が原告Ａ４らである旨の記載がされていると

整理することができる。

（エ） そうであるところ、Ａ１５一族との間で作成された文書（①②③）及

びＡ２の社員総会議事録（④）において、譲受人が原告Ａ４らである旨

の記載がされた理由について、Ａ２３は、本件譲受取引に当たって、Ａ

１６から、Ａ２の理事会において、新設会社である原告会社がＡ１４病

院を譲り受けると説明すると、Ａ２４が言いがかりをつけて本件譲受取

引を妨害するおそれがあるので、そのような事態にならないよう手続を

してもらいたいという要望があったからであると供述している（証人Ａ

２３・１１、１２、６５頁）。そして、上記供述は、本件譲受取引当時

のＡ１５一族とＡ２４の確執があったこと〔認定事実（１）ア〕、Ａ２

４が大阪府の医療対策課に対し何度も出向いてＡ１４病院に対する監査

を求め、Ａ１６に対して損害賠償請求訴訟を提起したこと〔認定事実

（１）イ〕に加え、Ａ２４は現に本件譲受取引について反対する意思を

表明し、Ａ１４病院の職員に向けてその旨の意見書を配付したというＡ

２４のこれまでの言動等〔認定事実（２）コ〕に照らし、相応の合理性

があるといえ、信用することができる。

 以上によれば、本件譲受取引に関連して作成された文書のうち譲受人

及び持分権者が原告Ａ４らである旨記載されたことについては、合理的

な理由があったということができる。

（オ） これに対し、被告は、譲受人が原告Ａ４らであると記載された文書の

中には、基本契約書１（①）、覚書１（②）及び本件譲渡証書（③）と
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いった文書の性質上、必ずしもＡ２４の目に触れないものも含まれてい

るから、Ａ２３の上記供述は不合理であり、信用することができないな

どと主張する。しかし、Ａ２３は、上記各文書の譲受人が原告Ａ４らで

あると記載された理由について、本件譲受取引に関してＡ１６が依頼し

た税理士にＡ２４とつながりがあることが疑われたので、同税理士を介

してＡ２４に、本件譲受取引の譲受人が原告会社であることが伝わって

しまう可能性が否定できず、上記各文書においても譲受人を原告Ａ４ら

であると記載した旨供述している（証人Ａ２３・４２頁）。そして、上

記供述が不自然とはいえないし、また同供述が虚偽であることをうかが

わせる事情も認められない。

 そうすると、被告が指摘する各文書において、譲受人が原告Ａ４らで

ある旨記載されていることについても合理的な理由があるといえる。被

告の上記主張は、採用することができない。

 以上によれば、Ａ１５一族との間で作成された文書及びＡ２の社員総

会議事録において、譲受人が原告Ａ４らである旨の記載がされたのは、

Ａ２４との関係において、Ａ１４病院の経営権の譲渡を円滑に行う必要

があったことによると認められる。

（カ） 一方、原告会社と原告Ａ４らとの間で作成された本件譲受に関する証

（⑤）においては、本件出資持分の実質的な譲受人は原告会社であるこ

とが確認されており、譲受人を原告会社とする本件譲受スキームの内容

に沿ったものとなっている｛なお、上記各文書には、確定日付が付され

ているから〔認定事実（２）カ〕、譲受人が原告会社であることを仮装

し辻褄を合わせるために上記各文書が事後的に作成されたということも

できない。｝。

 これらは、上記で認定した本件譲受取引に至る経緯に鑑みれば、本件

譲受取引に係る関係各文書の上では、Ａ２４をめぐる問題があることか

ら、原告Ａ４らの名義が譲受人として使用されるものの、事後、原告Ａ

４らと原告会社との間において本件出資持分の帰属が争われた場合に備

えて、その権利の帰属を明確にするために、上記各文書が作成されたと

みるのが合理的である。

（キ） また、本件払戻しに関して作成された文書についてみると、基本契約

書２（⑥）及び覚書２（⑦）の記載は、持分権者が原告会社であること

を前提とするもので、本件譲受取引における譲受人を原告会社とする本

件譲受スキームと整合的である。特に、Ａ２２との間で作成された基本

契約書２（⑥）は、取引の相手方との間で作成されたもので実質的な持

分権者の認識が原告会社及び原告Ａ４らの間にとどまらないことを示し

ている。これに対し、本件出資持分払戻請求書（⑧）やＡ２臨時社員総

会議事録（⑨）は、持分権者が原告Ａ４らであることを前提とするよう

な記載があるが、これらは起案者であるＡ２３が本件譲受取引の際の同

種の書類と整合させるためにそのような記載としたものと認められるの

であり、上記のとおり、基本契約書２（⑥）において持分権者が原告会

社である旨の認識が示されていることからすれば、この点を重視するこ

とはできないというべきである。

ウ 本件譲受取引における本件出資持分の譲受人についての関係者の認識

（ア） Ａ２３及びＡ２８の認識

Ａ２３及びＡ２８は本件譲受スキームを策定したものであるところ、

上記のとおり、本件譲受取引における本件出資持分の譲受人は原告会社

であると認識していたと認められる〔上記１（７）〕。

（イ） 原告Ａ４らの認識

ａ　原告Ａ４は、本人尋問において、本件譲受取引における本件出資持

分の譲受人について、要旨、以下のとおり供述している。

（ａ）　私は、平成１９年９月１３日、Ａ７から、Ａ１２でＡ１４病

院を買収するという話を聞いた。Ａ７によると、Ａ１５一族と

当時Ａ１４病院の院長であったＡ２４とのトラブルが原因で、

Ａ１５一族が同病院の経営から退くので、同病院を救済するた
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めにＡ１２が買収するということだった。そのスキームについ

ては、Ａ２３から、原告Ａ４ら３人で会社を作った上で、その

会社が融資を受け、出資持分を買い取るということ、Ａ９に対

する融資は受けられないので、新たに会社を作る以外に融資を

受ける方法がないということを聞いた。父のＡ７が学校法人を

買収して運営していたが、うまくいっている様子ではなかった

ので、私は、Ａ１２でＡ１４病院を買収することについても、

どうなのかなという思いがあった。しかし、Ａ１３社の勧め

や、Ａ１４病院を助けたいという思いもあったため、Ａ１４病

院の買収について納得した。原告Ａ４らが個人でＡ１４病院を

買収するという話はなかった。（以上につき、原告Ａ４本人１

～３頁）

（ｂ）　私は、医者であり、Ｍ＆Ａのノウハウは持っていないので、

本件譲受取引に係る関係各文書の起案や細かい事務手続につい

ては、専門家であるＡ２３に任せていた（原告Ａ４本人４

頁）。

（ｃ）　私は、本件譲受取引においては、原告会社がＡ１４病院を買

収すると考えていた（原告Ａ４本人８頁）。

ｂ　原告Ａ４の平成２５年３月２６日付け質問てん末書には、本件譲受

取引の譲受人に関し、以下のとおり、記載されている。

 「Ａ３７が描いたＭ＆Ａスキームに沿って、書類を作成し、父親に

言われて理事長になりましたので、詳しくは分かりませんが、個人的

には父親に（株）Ａ１は買収のために、作る法人と聞いていましたの

で、契約書類等は、個人でサインしていますが、実質的には（株）Ａ

１が取引きしたと認識しています。」（以上につき、乙７５）

ｃ　原告Ａ４の平成２５年５月９日付け質問てん末書には、本件譲受取

引の譲受人に関し、以下のとおり、記載されている。

 「（医）Ａ２の出資持分払戻請求権を取得し、この権利に基づいて

出資持分払戻請求権を行使したのは、私、Ａ４、Ａ５、Ａ６の３人で

あることを認識しています。」、「この書類（本件譲受に関する証を

いう。引用者注）を作成することにより私が譲り受けた（医）Ａ２の

出資持分払戻請求権の所有者を（株）Ａ１へと付替えました。」（以

上につき、乙６４）

ｄ　原告Ａ４の上記供述の信用性について検討するに、本人尋問におけ

る供述（上記ａ）及び平成２５年３月２６日付け質問てん末書におけ

る供述（上記ｂ）は、上記認定事実の客観的な事実経過に符合してい

る上、Ａ２３及びＡ２８の各供述とも符合している。また、原告Ａ４

が医者であり、Ｍ＆Ａに関する知識を持ち合わせていないことに照ら

せば、専門家であるＡ２３に任せていた旨の原告Ａ４の供述は不自然

ではなく、原告Ａ４の上記供述の信用性は高いというべきである。

ｅ　これに対し、被告は、原告Ａ４の平成２５年５月９日付け質問てん

末書に上記ｃの記載があることを理由に、原告Ａ４は本件譲受取引の

譲受人を原告Ａ４らであると認識していた旨主張する。

 しかし、上記質問てん末書の記載のうち、本件譲受に関する証を作

成することによって、原告Ａ４らが譲り受けた本件出資持分の所有者

を原告会社に付け替えたという部分については、本件譲受取引に関す

る税務調査を担当した大阪国税局職員であるＡ３８自身、「付替えま

した」という言葉は、原告Ａ４の口から出た言葉ではないと認めてい

る（証人Ａ３８・１２頁）。また、同日付け質問てん末書のうち原告

Ａ４ら３人が本件出資持分を取得したという部分についても、平成２

５年３月２６日付け質問てん末書（上記ｂ）においては、実質的に本

件譲受取引を行ったのは原告会社であると認識していた旨述べていた

ことに照らすと、取引主体について法人であるか個人であるかにつき

その法的意味合いを十分に理解した上でされた供述とはいい難い。そ

うすると、原告Ａ４の平成２５年５月９日付け質問てん末書の記載を
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理由に、原告Ａ４が本件譲受取引の譲受人を原告Ａ４らと認識してい

たということはできない。被告の上記主張は、採用することができな

い。

ｆ　以上によれば、原告Ａ４は、本人尋問における供述及び平成２５年

３月２６日付け質問てん末書における供述のとおり、本件譲受取引に

おける本件出資持分の譲受人は実質的に原告会社であると認識してい

たと認められる。また、原告Ａ５及び原告Ａ６についても、原告Ａ４

と同様に認識していたものと認められる（甲２７、２８、乙６５、６

６、７６、７７）。

（ウ） Ａ２０の認識

Ａ２０は、原告Ａ４の妻であり、本件譲受取引当時、原告会社の代表

取締役の地位にあったものであるが、証拠（乙７８）によれば、同人

は、原告会社の代表取締役の地位にあったものの、本件譲受取引には主

体的に関与しておらず、本件出資持分の譲受人が原告会社であるか原告

Ａ４らであるかについても認識していなかったと認められる。

（エ） Ａ１５一族の認識

ａ　Ａ１６は、本件譲受取引当時、Ａ２の社員であり、Ａ１４病院の理

事長であったものであるが、平成２５年２月２２日付け質問てん末書

には、本件譲渡証書に譲受人として原告Ａ６、原告Ａ５と記載されて

いる理由について、「詳しくは分かりません。私達としては、Ａ４さ

んの家族内の話だと認識していましたし、既に売却金額等は決まって

いたため、特に問題視しませんでした。」と述べ、「カ）Ａ１」とは

何かという質問に対しては、Ａ２３に対しＡ１４病院の譲渡代金が振

り込まれたことを確認してから譲渡契約を締結したいと言ったとこ

ろ、Ａ２３から、「それなら、法人を作ります」と言われたが、なぜ

法人を作るかは分からなかった、法人の名前が株式会社Ａ１だったと

思う旨述べた旨記載されている。また、「あなたは出資払戻請求権を

誰に譲渡したと認識していますか。」という質問に対し、「Ａ７さん

かＡ５さん、Ａ６さんに売却したと思っています。」と述べた旨記載

されている。（以上につき、乙３７）

ｂ　平成２５年３月１８日付け質問てん末書においては、Ａ１６が、

「あなたは、Ａ４さん、Ａ６さん、Ａ５さんが株式会社Ａ１の代理人

として、譲受人となる旨の説明を受けたり、書面で通知されたりしま

したか。」という質問に対し、「いいえ、そのようなことは覚えてい

ません。」（なお、「そのような記憶はありません。」と記載された

後に訂正されている。）と述べた旨記載されている。また、本件出資

持分を誰に売却したと認識しているかという質問に対し、「私はＡ５

さん及びＡ６さん個人に売却したと認識してます。」と述べた旨記載

されている（なお、「株式会社Ａ１に売却したという認識はありませ

ん。」と記載された後、二重線で抹消されている。）。（以上につ

き、乙７２）

ｃ　平成２５年４月３日付け質問てん末書においては、Ａ１６が、原告

会社について「譲渡代金を決済するために臨時に作った法人であると

しか説明を受けていませんがそれ以外は分かりません。」、「私は出

資持分の売却先はＡ４さんたち個人だと認識しています。」と述べた

旨記載されている（乙６２）。

ｄ　上記ｂ、ｃの供述内容及びＡ１６が作成した本件譲渡証書等の記載

に照らしてみると、Ａ１６は、本件譲受取引における本件出資持分の

譲受人は原告Ａ４らであると認識していたと一応認められる。しか

し、上記のとおり、当初の質問てん末書（上記ａ）には、Ａ１６は、

Ａ１４病院の譲渡代金が決まった以上、本件譲渡証書に譲受人として

誰を記載するかについては、原告Ａ４らの家族内の話だと認識してい

たし、特に問題視しなかったと記載されていること、譲受人として原

告Ａ４ら及び原告会社ではなく、Ａ７の名前も挙げていることからす

ると、その認識は確定的なものではなかったというべきである。
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 そして、上記認定事実によれば、本件譲受取引当時、Ａ１６は、Ａ

１４病院の院長であったＡ２４と同病院の経営をめぐって対立し、Ａ

２４から損害賠償請求を提起されるなど、Ａ２４との確執が深まり、

同病院内で混乱が生じる中、Ａ２４からの妨害を受けずに、早期にＡ

１４病院を譲渡し、同病院の経営から退きたいと考えていたことが認

められ〔認定事実（１）アイウクケ〕、また、証拠（証人Ａ２３）に

よれば、Ａ１６は、Ａ２３から本件譲受取引に当たってＡ１４病院の

受け皿となる新設会社を設立する旨の説明を受けたが、これについて

特段の異議は述べなかったことが認められる。そうすると、Ａ１６に

とっては、無事にＡ１４病院の経営権をＡ１２側に譲渡することが重

要な関心事であり、本件譲受取引の主体が法的評価として原告会社で

あるか原告Ａ４らであるかについて特段の関心はなく、仮にそれが原

告会社であったとしても、Ａ１６の意思には反しないものであったと

推認できる。

 また、Ａ１５は、平成２５年２月２５日付け質問てん末書におい

て、Ａ１６が本件譲受取引に係る交渉を担当しているから、自身は詳

しく知らない旨供述した旨記載されており（乙６１）、その他、Ａ１

６以外のＡ１５一族が、本件出資持分の譲渡の相手方が誰であるかに

ついて特段の関心を持っていたことをうかがわせる事情は見当たらな

い。

エ 本件出資持分の譲受資金の提供者、譲受代金及び本件払戻金の決裁方法

上記認定事実によれば、本件譲受取引において、原告会社は、実質的にはＡ

７が出捐した出資金により設立され〔認定事実（１）サ〕、Ａ１３社から２４

億円（本件借入金）を借り入れて、これを原資として、Ａ１５一族に対し本件

出資持分の対価（１８億４８００万円）を支払ったこと〔認定事実（１）ス、

（２）ク〕、上記支払は、原告会社名義の銀行口座からＡ１５一族の指定する

各銀行口座に振り込む方法により支払われたことが認められる〔認定事実

（２）ク〕。また、本件払戻しにおいて、本件払戻金（２９億１０００万円）

は、原告会社名義の銀行口座に振り込まれたことが認められる〔認定事実

（５）キ〕。そして、本件スキームにおいて、原告Ａ４らが、Ａ１５一族若し

くはＡ２、又はＡ２２若しくはＡ２１との間において、何らかの金銭の授受を

行い、また何らかの出捐をしたことをうかがわせる客観的証拠は見当たらな

い。

 以上のとおり、本件出資持分の譲受資金は原告会社がすべてこれを提供した

ものであり、譲受代金及び本件払戻金の決裁もすべて原告Ａ４らの口座を経由

せず、直接原告会社の口座との間で行われたものである。

オ 本件スキームの実行による経済的利益の帰属先等

（ア） 上記認定事実によれば、原告会社は、本件借入金の返済として、本件

払戻金２９億１０００万円のうち２４億円をＡ１３社に支払ったこと、

その他、本件払戻金を原資として、Ａ２７社及びＡ１３社に対する仲介

手数料の支払として合計２億０５８０万円を支払ったこと、Ａ７に対

し、４億円を貸し付けたことが認められる〔認定事実（６）イ〕。他

方、本件払戻金又はこれを原資とする金銭が、直接又は間接に、原告Ａ

４らに支払われたことをうかがわせる客観的証拠は見当たらないし、何

らかの経済的利益が原告Ａ４らに還元されたことをうかがわせる客観的

証拠も見当たらない。

 また、上記認定事実によれば、原告Ａ４は、Ａ７による学校法人の買

収や運営がうまくいっていなかったことから、同人及びＡ２３が持ちか

けてきた本件譲受取引には乗り気ではなかったことが認められ、原告Ａ

４らは、Ａ２３及びＡ７から本件譲受取引に関与するよう求められて承

諾したにすぎないから〔認定事実（１）エカ、上記ウ（イ）〕、原告Ａ

４らが本件譲受取引に自発的、積極的に関与したものではないし、少な

くとも本件譲受取引によって個人的な利益を図ろうとしていたとも認め

られない。
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 以上によれば、本件スキームの実行によって、本件譲渡取引によって

得た経済的利益は全て原告会社に帰属したのであり、原告Ａ４らが何ら

かの経済的利益を受けたとは認められない。

（イ） これに対し、被告は、本件払戻金の２９億１０００万円という金額

は、Ａ２３においてＡ７に対する４億円の貸付金を回収しようと考え、

２５億円に４億円を上乗せしたものであり、実質的には、Ａ７の借入金

の借換えであるとして、本件譲受取引は上記貸付金の回収ありきで行わ

れたものであり、原告Ａ４らに利益が帰属していないとはいえないなど

と主張する。

 しかし、Ａ７の借入金に係る上記事情があったからといって、なぜ本

件払戻しによる利益が原告Ａ４らに帰属するといえるのか、その論理は

判然としない。また、この点を措くとしても、本件譲受取引に至る経緯

は上記で認定・説示したとおりであって、Ａ２３がＡ７に対する４億円

の貸付金を回収する目的で本件譲受取引に至ったと認めるに足りる的確

な証拠はない。そうすると、被告の上記主張は、前提を欠くものといわ

ざるを得ず、採用することができない。

（３） 総合的判断

そこで、上記において摘示した各事情を踏まえて、本件譲受取引における本件

出資持分の譲受人について判断する。

 本件譲受スキームは、Ａ２３が中心となり、ＭＳ法人である原告会社を設立し

た上で本件出資持分の譲受人となることを前提として策定されたものであり、そ

の後、これが変更されたことはうかがわれない。現に設立された原告会社は、Ａ

１３社から譲受けに必要な資金の融資を受け、譲受代金を出捐したほか、Ａ１４

病院の運営に必要な不動産やリース資産等を買い受けている。

 本件譲受取引に関連して作成された基本契約書１や本件譲渡証書等には、原告

Ａ４らが本件出資持分の譲受人として表示されているが、これはＡ１４病院内の

Ａ２４をめぐる問題に対処し、Ａ１４病院の経営権の譲渡を円滑に行う必要があ

ったためである。他方、原告会社と原告Ａ４らとの間で作成された本件譲受に関

する証においては、本件出資持分の譲受人が原告会社であることが確認されてお

り、本件譲受スキームに沿ったものとなっている。なお、その後、本件払戻しの

際に作成された基本契約書２及び覚書２には、原告会社が持分権者として記載さ

れており、これらも原告会社が譲受人となる本件譲受スキームの延長線上にある

ものとして整合的である。

 そして、本件譲受取引の関係者の認識についてみると、本件譲受スキームを検

討・策定したＡ２３及びＡ２８は、譲受人は原告会社であるとの認識の下で手続

を進めており、Ａ２３の主導の下で本件譲受スキームに関与した原告Ａ４らも同

様の認識であった。これに対し、譲渡人であるＡ１５一族は、本件譲渡証書等の

書類等における記載に照らし、原告Ａ４らが譲受人であるとの一応の認識を有し

ていたと認められるものの、その認識は確定的なものではなかった。Ａ１５一族

の関心事は無事にＡ１４病院の経営権をＡ１２側に譲渡するという点にあったか

ら、譲渡代金の支払の点に問題がなければ、本件譲受取引の主体が法的評価とし

て原告会社であるか原告Ａ４らであるかについて特段の関心はなく、仮に原告会

社であったとしても、その意思には反しないものであった。

 また、本件譲受取引において、必要な資金は原告会社がすべてこれを出捐して

おり、これも本件譲受スキームに沿ったものである。譲渡代金の決済は、原告会

社名義の口座から譲渡人（Ａ１５一族）の口座へ直接送金された。なお、本件払

戻しの際にも、本件払戻金は、Ａ２から直接、原告会社名義の口座に送金されて

いる。

 そして、本件出資持分の譲渡によって得た経済的利益は全て原告会社に帰属し

ており、他方で、本件スキーム全体を通じて、原告Ａ４らが本件譲受取引に関し

て何らかの出捐をしたとか、本件払戻しの結果、何らかの経済的利益を受けたと

いった事実は一切認められない。

 以上によれば、本件譲受取引は、基本的に原告会社を譲受人とする本件譲受ス

キームに沿って実行されたものといえ、Ａ１５一族との書類等一部の書類上の譲

受人の名義は原告Ａ４らとされているものの、そのような記載とされたことには
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Ａ２４との関係でＡ１４病院の経営権の譲渡を円滑に行うために特別の事情があ

ったものと評価すべきであり、本件譲受取引の譲受人の認定に当たって、そのよ

うな記載を重視することは、本件譲受スキームの内容その他の諸事情から認めら

れる本件譲受取引の実態に沿わないものであって相当ではないというべきであ

る。また、本件出資持分の譲渡人であるＡ１５一族の認識も上記のようなもので

あって、本件譲受取引における譲受人が原告会社であると認定することについて

障害となるまでのものとはいえない。これらの点を踏まえて、上記の諸事情を総

合的に考慮すれば、本件譲受取引において原告Ａ４らは単なる名義人にすぎず、

本件出資持分を譲り受けたのは原告会社であり、本件出資持分は原告会社に帰属

すると認めるのが相当である。

 そうすると、本件出資持分を払い戻すことによって生じた本件払戻金に係る所

得は、原告Ａ４らではなく、原告会社に帰属すると認められる。

（４） その余の被告の主張について

ア 被告は、医療法上、医療法人による出資持分の払戻しについて特段の規定が

ないことからすると、出資持分の払戻しは、当該医療法人の定款の定めに基づ

く場合のほかはこれをすることができないところ、本件定款によれば、出資持

分の払戻しは、①出資持分を有する社員が退社した場合（８条２項）又は②Ａ

２が解散した場合（３４条）に限られるから、原告会社が出資持分を譲り受け

たとしてもこれを行使することができず、投下資本の回収が困難になるから、

あえて原告会社が本件出資持分を譲り受けるとは考え難いなどと主張する。

 しかし、被告の上記主張は、そもそも本件譲受取引の時点において、Ａ１２

が将来的にＡ２を第三者に譲渡することを予定していたことを前提とするもの

であり、Ａ１２ないし原告らが、本件譲受取引の時点において、少なくとも近

い将来、Ａ２を譲渡することを予定していたとは認められないことは、前記で

認定・説示したとおりである。

 また、仮に、被告が主張するとおり、営利法人が医療法人の出資持分を譲り

受けた場合に、定款に定める以外の場合には出資持分の払戻しを受けることが

できないとの立論を前提としても、当該営利法人は新たな譲受人に出資持分を

有償譲渡する方法で投下資本の回収をすることが可能である。なお、上記認定

のとおり、本件において出資持分の払戻しの方法によることになったのは、Ａ

３６において、与信上の問題からＡ２１に対し融資をすることはできないが、

Ａ２に対する融資であれば可能であるとの判断をしたためであり、偶然による

ところが大きいというべきである。そうすると、原告会社において本件出資持

分を譲り受けたからといって、将来、投下資本の回収が困難になるということ

はできない。

 したがって、被告の上記主張は、いずれもその前提を誤るものであって、採

用することができない。

イ 被告は、原告会社には事業実体がないなどと主張し、原告会社が譲受人であ

るとは認められない旨主張する。

 しかし、上記のとおり、原告会社は、本件譲受取引に当たって、Ａ１４病院

の受け皿となるＭＳ法人として新設されたものであり、原告会社は、本件譲受

取引と並行して、現に、Ａ１９からはＡ１４病院の敷地である土地を、Ａ２の

関連会社からはＡ１４病院のリース資産等を購入しているのであり、本件譲受

取引に関連する事業については事業実体があったと認められるし〔上記１

（７）、２（２）ア）、「受皿会社」としての性質上、その他の事業を行って

いなかったとしても何ら不自然ではない。被告の上記主張は採用することがで

きない。

ウ また、被告は、Ａ２が原告Ａ４らを出資持分を有する社員として扱っていた

ことからすると、原告Ａ４らが本件譲受取引の譲受人であることがうかがわれ

るなどと主張する。

 しかし、上記で認定・説示したとおり、本件譲受取引に当たっては、Ａ２４

との関係において、その外観上、原告Ａ４らを譲受人とする必要があったので

あり、そのためにＡ２の臨時社員総会議事録に原告Ａ４らが譲受人と記載され

たものと認められるし、大阪府知事に提出する役員変更届（乙１６）について

もそれらの議事録との記載を整合させたものにすぎないと解される。そうする
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と、被告が指摘する事情があるからといって、原告会社が譲受人であることと

矛盾するとはいえない。

３　本件各処分の適法性

 上記で認定・説示したところによれば、本件出資持分は原告会社が有していたものと

認められるから、これを払い戻すことによって生じた本件払戻金に係る所得は原告会社

に帰属するというべきであり、本件払戻金に係る所得が原告Ａ４らに帰属することを理

由に行われた本件各処分（ただし、原告らが取消しを求めている部分に限る。）は、そ

の余の点について判断するまでもなく、いずれも違法である。

４　結論

 よって、原告らの請求はいずれも理由があるから、これを認容することとし、主文の

とおり判決する。

（大阪地方裁判所第７民事部　裁判長裁判官　松永栄治）

（裁判官徳地淳及び裁判官横井真由美は、転補のため、署名押印することができない。　裁

判長裁判官　松永栄治）

（別紙１）　取消処分目録

第１　甲事件関係

 阿倍野税務署長が平成２５年７月４日付けでした原告Ａ４の平成２０年分の所得税の更

正のうち総所得金額１億２８８３万９１２４円、納付すべき税額１６３３万３９００円を

超える部分及び重加算税賦課決定

第２　乙事件関係

 吹田税務署長が平成２５年７月４日付けでした原告Ａ５の平成２０年分の所得税の更正

のうち総所得金額４４３７万５０００円、納付すべき税額６９万３５００円を超える部分

及び重加算税賦課決定

第３　丙事件関係

 茨木税務署長が平成２５年７月４日付けでした原告Ａ６の平成２０年分の所得税の更正

のうち総所得金額２６０４万３４６９円、納付すべき税額１３９万０７００円を超える部

分及び重加算税賦課決定

第４　丁事件関係

１　茨木税務署長が平成２５年７月４日付けでした原告株式会社Ａ１の平成１９年９月１

８日から平成２０年８月３１日までの事業年度の法人税の更正のうち所得金額マイナス

１億４６５６万７９２６円を超える部分及び翌期へ繰り越す欠損金額１億４６５６万７

９２６円を下回る部分

２　茨木税務署長が平成２５年７月４日付けでした原告株式会社Ａ１の平成２０年９月１

日から同年１０月３１日までの事業年度の法人税の更正のうち所得金額マイナス１９億

３４１３万５１８５円を超える部分、納付すべき税額マイナス（還付金の額に相当する

税額。以下同じ。）５億７６００万円を超える部分及び翌期へ繰り越す欠損金額２０億

８０７０万３１１１円を下回る部分並びに過少申告加算税賦課決定

３　茨木税務署長が平成２５年７月４日付けでした原告株式会社Ａ１の平成２０年１１月

１日から平成２１年１０月３１日までの事業年度の法人税の更正のうち所得金額０円を

超える部分、納付すべき税額マイナス５７３円を超える部分及び翌期へ繰り越す欠損金

額２０億６２９５万５３０１円を下回る部分並びに過少申告加算税賦課決定

４　茨木税務署長が平成２５年７月４日付けでした原告株式会社Ａ１の平成２１年１１月

１日から平成２２年１０月３１日までの事業年度の法人税の更正のうち所得金額０円を

超える部分、納付すべき税額マイナス１０７円を超える部分及び翌期へ繰り越す欠損金

額２０億４７１６万５４４３円を下回る部分並びに過少申告加算税賦課決定処分

５　茨木税務署長が平成２５年７月４日付けでした原告株式会社Ａ１の平成２２年１１月

１日から平成２３年１０月３１日までの事業年度の法人税の更正のうち所得金額０円を

超える部分、納付すべき税額マイナス９０円を超える部分及び翌期へ繰り越す欠損金額

２０億３１３７万５６９９円を下回る部分並びに過少申告加算税賦課決定

６　茨木税務署長が平成２５年７月４日付けでした原告株式会社Ａ１の平成２３年１１月

１日から平成２４年１０月３１日までの事業年度の法人税の更正のうち所得金額０円を

超える部分、納付すべき税額マイナス４５５円を超える部分及び翌期へ繰り越す欠損金

額１９億４９０１万５８６６円を下回る部分並びに過少申告加算税賦課決定

第５　戊事件関係
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１　茨木税務署長が平成２８年７月７日付けでした原告株式会社Ａ１の平成２４年１１月

１日から平成２５年１０月３１日までの事業年度の法人税の更正のうち所得金額０円を

超える部分、納付すべき税額マイナス２２０８円を超える部分及び翌期へ繰り越す欠損

金額１８億５４４２万０８５４円を下回る部分並びに過少申告加算税賦課決定

２　茨木税務署長が平成２８年７月７日付けでした原告株式会社Ａ１の平成２４年１１月

１日から平成２５年１０月３１日までの事業年度の復興特別法人税の更正のうち納付す

べき税額０円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定

３　茨木税務署長が平成２８年７月７日付けでした原告株式会社Ａ１の平成２５年１１月

１日から平成２６年１０月３１日までの事業年度の法人税の更正のうち所得金額０円を

超える部分、納付すべき税額マイナス３６０３円を超える部分及び翌期へ繰り越す欠損

金額１７億５６９８万１７８７円を下回る部分並びに過少申告加算税賦課決定

４　茨木税務署長が平成２８年７月７日付けでした原告株式会社Ａ１の平成２５年１１月

１日から平成２６年１０月３１日までの事業年度の復興特別法人税の更正のうち納付す

べき税額マイナス７６円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定

５　茨木税務署長が平成２８年７月７日付けでした原告株式会社Ａ１の平成２６年１１月

１日から平成２７年１０月３１日までの事業年度の法人税の更正のうち所得金額０円を

超える部分、納付すべき税額マイナス２２７０円を超える部分及び翌期へ繰り越す欠損

金額１６億９２３４万１１５５円を下回る部分並びに過少申告加算税賦課決定

６　茨木税務署長が平成２８年７月７日付けでした原告株式会社Ａ１の平成２６年１１月

１日から平成２７年１０月３１日までの事業年度の地方法人税の更正のうち納付すべき

税額０円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定

別紙リンク

原本URL 原本なし

関連判決

TAINSキーワード
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相続税 裁決 Ｊ１１６－３－０８

（財産の評価 宅地及び宅地の上に存する権利 借地権） 同族会社が所有する建物の敷地につ
いて、当該会社の借地権が存すると判断した事例（平成２６年４⽉相続開始に係る相続税の各更
正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し、⼀部取消し、棄却・令０１－０８－
１９公表裁決） 
【国税不服審判所ホームページ】 
【広裁（諸）令元－３】 
【情報公開法第９条第１項による開⽰情報】

《ポイント》

 本事例は、同族会社が所有する建物の敷地（本件敷地）について、当該会社が医療法人か

らの転貸ではなく、直接被相続人らから借りていると認められること、また、将来、当該会

社が本件敷地に係る借地権を無償で返還するというような特別な事情も存しないことから、

当該会社の借地権が存すると認めたものである。

《要旨》

 原処分庁は、被相続人らは、同族会社（本件会社）が所有する登記された建物の敷地（本

件敷地）を含む全ての土地（本件土地）を医療法人に賃貸しているから、本件敷地は、医療

法人が本件会社に更に賃貸（転貸）したものというべきであり、また、被相続人ら及び医療

法人は、土地の無償返還に関する届出書を原処分庁へ提出しているから、本件敷地の評価

は、自用地としての価額の８０％で評価することとなる旨主張する。しかしながら、本件会

社は、権利金の支払はしていないものの、本件敷地の上に、昭和５５年８月に上記の建物を

建築した後、直接被相続人らから無償又は有償で本件敷地を借りていたと認められ、また、

本件会社が被相続人らに対し、将来、本件敷地に係る借地権を無償で返還するというような

特別の事情も存しないことからすれば、本件敷地については、本件会社の借地権が存すると

認めるのが相当である。

《参照条文等》

 「相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いにつ

いて」（昭和６０年６月５日付直資５－５８ほか１課共同）８

《参照条文等》

平成１５年５月１９日裁決（裁決事例集Ｎｏ．６５）

裁決年月日　Ｒ０１－０８－１９

裁決事例集　Ｊ１１６－３－０８

裁決書

広裁（諸）令元第３号

令和元年８月１９日

概要

本⽂
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国税不服審判所長　脇博人

審査請求人

住所　■■■■■■■■■■■■■■■

氏名　総代　■■■■■ほか２名（共同審査請求人明細別紙１）

原処分庁　■■■■■■■

原処分　平成３０年２月１日付でされた■■■■■■■■相続開始に係る相続税の各更正処

分及び過少申告加算税の各賦課決定処分

上記審査請求について、次のとおり裁決する。

主文

１　審査請求人■■■■に対する■■■■■■■■相続開始に係る相続税の更正処分及び

過少申告加算税の賦課決定処分は、いずれもその全部を取り消す。

２　審査請求人■■■■■■に対する■■■■■■■■相続開始に係る相続税の更正処分

及び過少申告加算税の賦課決定処分は、いずれもその一部を別紙２の「取消額等計算

書」のとおり取り消す。

３　審査請求人■■■■に対する■■■■■■■■相続開始に係る相続税の更正処分及び

過少申告加算税の賦課決定処分に対する審査請求をいずれも棄却する。

理由

１　事実

（１）　事案の概要

 本件は、審査請求人Ｄ１、同Ｄ２及び同Ｄ３（以下、順次「請求人Ｄ１」、「請

求人Ｄ２」及び「請求人Ｄ３」といい、これらの者を併せて「請求人ら」とい

う。）が、亡父の相続により取得した宅地の価額について、法人に賃貸している土

地は借地権の価額を控除した後の価額によることが相当であるとして亡父の相続に

係る相続税の申告をしたところ、原処分庁が、当該土地の一部について「土地の無

償返還に関する届出書」が提出されているから、当該届出書の提出があった場合の

貸宅地の評価の定めにより評価した金額によることが相当であるとして更正処分等

を行ったのに対し、請求人らが、当該届出書は、その記載内容に誤りがあるから無

効であるなどとして、更正処分等の全部の取消しを求めた事案である。

（２）　関係法令等

イ　相続税法第２２条《評価の原則》は、相続等により取得した財産の価額は、特

別な定めがあるものを除き、当該財産の取得の時における時価による旨規定して

いる。

ロ　財産評価基本通達（昭和３９年４月２５日付直資５６ほか１課共同、国税庁長

官通達をいい、以下「評価通達」という。）２０《不整形地の評価》の（４）

は、不整形地の価額は、次図のように近似整形地（①）を求め、隣接する整形地

（②）と合わせて全体の整形地の価額を計算してから、隣接する整形地（②）の

価額を差し引いた価額を基として計算する方法により評価通達１５《奥行価格補

正》から評価通達１８《三方又は四方路線影響加算》までの定めにより計算した

価額に、その不整形の程度、位置及び地積の大小に応じ、付表４「地積区分表」

に掲げる地区区分及び地積区分に応じた付表５「不整形地補正率表」に定める補

正率を乗じて計算した価額により評価する旨定めている。
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ハ 評価通達２５《貸宅地の評価》の（１）は、借地権の目的となっている宅地の

価額は、自用地としての価額から評価通達２７《借地権の評価》の定めにより評

価したその借地権の価額を控除した金額によって評価する旨定めている。

ニ 評価通達２７は、借地権の価額は、その借地権の目的となっている宅地の自用

地としての価額に、当該価額に対する借地権の売買実例価額、精通者意見価格、

地代の額等を基として評定した借地権の価額の割合（借地権割合）がおおむね同

一と認められる地域ごとに国税局長の定める割合を乗じて計算した金額によって

評価する旨定めている。

ホ 「相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の

取扱いについて」（昭和６０年６月５日付直資２－５８ほか１課共同、国税庁長

官通達をいい、以下「相当地代通達」という。）８《「土地の無償返還に関する

届出書」が提出されている場合の貸宅地の評価》は、借地権が設定されている土

地について、土地の無償返還に関する届出書が提出されている場合の当該土地に

係る貸宅地の価額は、当該土地の自用地としての価額の１００分の８０に相当す

る金額によって評価する旨定めている。

ヘ 「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」（昭和

４８年１１月１日付直資２－１８９ほか２課共同、国税庁長官通達をいう。）

は、この取扱いは、個人間の貸借関係の実情を踏まえて定めたものである旨定め

ている。

ト 法人税基本通達〔昭和４４年５月１日付直審（法）２５国税庁長官通達。〕１

３－１－３《相当の地代に満たない地代を収受している場合の権利金の認定》

は、法人が借地権の設定等により他人に土地を使用させた場合において、通常収

受すべき権利金を収受せず、しかも、その収受する地代の額が法人税法施行令第

１３７条《土地の使用に伴う対価についての所得の計算》に規定する相当の地代

の額に満たないときは、原則として権利金の認定を行う旨定めている。

チ 法人税基本通達１３－１－７《権利金の認定見合せ》は、法人が借地権の設定

等により他人に土地を使用させた場合において、これにより収受する地代の額が

相当の地代の額に満たないときであっても、その借地権の設定等に係る契約書に

おいて将来借地人等がその土地を無償で返還することが定められており、かつ、

その旨を借地人等との連名の書面により遅滞なく当該法人の納税地の所轄税務署

長に届け出たときは、当該借地権の設定等をした日の属する事業年度以後の各事

業年度において、相当の地代の額から実際に収受している地代の額を控除した金

額に相当する金額を借地人等に対して贈与したものとして取り扱う旨定めてい

る。

（３） 基礎事実

当審判所の調査及び審理の結果によれば、以下の事実が認められる。

イ 共同相続人について

Ｄ４（以下「本件被相続人」という。）は、平成２６年４月○日に死亡し、本

件被相続人に係る相続（以下「本件相続」という。）が開始した。
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 本件相続に係る共同相続人は、本件被相続人の配偶者であるＤ５（以下「妻Ｄ

５」という。）及び本件被相続人の子である請求人らの４名である。

ロ 医療法人Ｆについて

医療法人Ｆ（以下「本件医療法人」という。）は、平成６年４月○日に設立さ

れた医療法人であり、設立から平成１９年３月３１日までは、本件被相続人が理

事長を務めていたが、同年４月１日以降は、請求人Ｄ２の配偶者が理事長を務め

ている。

 また、本件医療法人は、定款上、病院及び診療所の経営並びに介護事業を行う

ことを目的とする法人である。

ハ Ｇ社について

Ｇ社（以下「本件会社」という。）は、昭和５４年１２月○日に設立された会

社である。

 なお、本件会社は、妻Ｄ５及び請求人らが発行済株式の１００％を有する法人

税法第２条《定義》第１０号に規定する同族会社である。

ニ 本件被相続人及び妻Ｄ５と本件医療法人との間の不動産賃貸借契約等の状況に

ついて

 本件被相続人及び妻Ｄ５（以下、これらの者を併せて「本件被相続人ら」とい

う。）と本件医療法人の「設立代表者Ｄ４」は、平成６年１月１５日付で、別表

１の不動産について、貸主を本件被相続人ら、借主を本件医療法人とし、要旨、

契約内容を下記（イ）から（ニ）までとする不動産賃貸借契約（以下「本件賃貸

借契約」という。）を締結し、不動産賃貸借契約書（以下「本件賃貸借契約書」

という。）を取り交わした。

 なお、別表１の順号１の土地は、平成７年２月２７日に同表の順号１－１と順

号１－２の各土地に分筆された。

 以下、別表１の順号１－１、順号３、順号４及びこれに隣接するｉ市ｋ町○－

○（面積１１．００㎡）の各土地を併せて「本件各土地」（総面積１，７０２

㎡）といい、これらのうち、順号１－１及びｉ市ｋ町○－○の各土地を併せて

「本件評価対象地」という（別図１参照）。

（イ） 賃貸の期間は、平成６年４月１日から平成１６年３月末日までの１０年

間とする。

（ロ） 賃料は、月額１，４００，０００円とする。

（ハ） 本件医療法人は、別表１の賃貸物件を自らの事業のみに使用するものと

し、建物の模様替え又は造作その他の工作などをするときには、事前に本

件被相続人らに書面による承諾を受けなければならない。

（ニ） 本件賃貸借契約は、本件医療法人の設立認可の日から発効するものと

し、本件医療法人が設立されたときには、賃借人の表示を本件医療法人理

事長Ｄ４と読み替え、また、賃貸の期間は、上記（イ）にかかわらず、本

件医療法人の設立認可の日から１０年間とする。

ホ 別表１の各土地及びこれに隣接する土地の上に存する建物の状況等について

本件被相続人らが本件賃貸借契約により本件医療法人に貸し付けた別表１の各

土地及びこれに隣接する土地の上に存する建物の状況等については、下記（イ）

及び（ロ）のとおりである（別図１参照）。

 なお、別表１の順号６及び順号７の各建物の状況については、同表のとおりで

ある。

（イ） 本件会社は、昭和５５年８月、別表１の順号１の土地の上に、木造スレ

ート葺の平家建ての建物（調剤薬局の店舗。以下「本件薬局建物」とい

う。）を建築した（別図１の薬局建物参照）。

（ロ） 本件医療法人は、平成９年２月、本件賃貸借契約を改定することなく、

別表１の順号１及びこれに隣接するｉ市ｋ町○－○（面積７２７．５０

㎡）、同○－○及び同番○（面積１２．０５㎡）、同○－○（面積３３

３．００㎡）の各土地（総面積２，０４４．５５㎡）の上に、鉄骨造陸屋

根３階建ての建物（病院、床面積２，００６．１７㎡。以下「本件病院建

物」という。）を建築した（別図１の病院建物参照）。

へ　本件被相続人らと本件医療法人との間の合意について

（イ） 本件被相続人らと本件医療法人は、平成１１年３月３１日付で、本件被
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相続人らが本件医療法人に賃貸している別表１の順号１－１から順号５ま

での各土地及び順号７の建物並びにｉ市ｋ町○－○及び同番○（面積７．

３２㎡）の各土地の賃貸料を同年４月１日以降、月額８８０，０００円

（本件被相続人の賃貸料７５５，０００円及び妻Ｄ５の賃貸料１２５，０

００円）に変更したことを確認する旨の合意書を取り交わした。

（ロ） 本件被相続人らと本件医療法人は、平成１１年８月９日付で、本件各土

地について、要旨、合意内容を下記Ａ及びＢとする合意（以下「本件合

意」という。）をし、合意書（以下「本件合意書」という。）を取り交わ

した。

 なお、本件合意書に記載された本件各土地の総面積は、１，７０４㎡で

ある。

Ａ　本件被相続人らは、本件医療法人が相当の地代を支払うことを条件と

してｉ市ｋ町○－○の土地の上に本件医療法人が訪問看護ステーション

の建築工事を行うことを承諾する。

 なお、建築する建物の床面積は、１３８．９９㎡とする。

Ｂ　本件医療法人は、将来、本件各土地を無償で返還するものとする。

ト 本件被相続人らと本件会社との土地の交換について

本件被相続人らは、平成１１年９月６日の交換を登記原因として、別表１の順

号２並びに本件各土地の一部である順号３及び順号４の各土地（以下「本件交換

譲渡土地」という。）を本件会社に譲渡し、別表２の各土地（以下「本件交換取

得土地」という。）を本件会社から取得した（別図１の交換譲渡土地及び交換取

得土地参照）。

チ 本件医療法人の附属建物の建築について

本件医療法人は、平成１１年１２月、別表２の順号２の土地の上に、本件病院

建物の附属建物として、鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺２階建て建物（以下「本件附属

建物」という。）を建築した（別図１の附属建物参照）。

リ 土地の無償返還に関する届出書の提出について

（イ） 本件被相続人ら及び本件医療法人は、平成１２年１１月２１日、本件各

土地について、本件被相続人らは借地権の設定等により平成１１年８月９

日から本件医療法人に使用させることとしたが、その契約（本件合意）に

基づき将来借地人等から無償で土地の返還を受けることになっている旨を

土地の無償返還に関する届出書（以下「本件届出書」という。）により、

原処分庁へ連名で届け出た。

 なお、本件届出書には、本件賃貸借契約書、本件合意書及び図面が添付

されていた。

 また、本件届出書の要旨は、別表３のとおりである。

（ロ） 本件各土地は、遅くとも平成６年以降、借地権の設定に関し、通常、権

利金を支払う取引上の慣行がある地域に所在している。

 また、本件各土地の所在する地域における、Ｊ国税局長の定める平成２

６年分の借地権割合は５０％であり、借家権割合は３０％である。

（４） 審査請求に至る経緯

イ 妻Ｄ５及び請求人らは、本件相続に係る相続税について、平成２７年２月４

日、相続税の申告書を、法定申告期限までに共同で原処分庁に提出して、相続税

の期限内申告をした。

 なお、請求人らの申告内容は、別表４の「申告」欄のとおりである。

 また、上記の申告書において、請求人らは、相続税の総額を各相続人にあん分

するに当たって、相続税法基本通達（昭和３４年１月２８日付直資１０ほか国税

庁長官通達）１７－１《あん分割合》に定める端数調整を行っている。

ロ 原処分庁は、原処分に係る調査の結果、請求人らが評価通達２５に基づき自用

地として評価した価額から、借地権割合を５０％として計算した金額を控除して

申告している本件評価対象地について、本件被相続人らは原処分庁に対して本件

届出書を提出しているから、相当地代通達８により本件評価対象地の自用地とし

ての価額の１００分の８０に相当する金額で評価することになるとして、平成３

０年２月１日付で、別表４の「更正処分等」欄のとおり、請求人らの本件相続に
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係る相続税の各更正処分（以下「本件各更正処分」という。）及び過少申告加算

税の各賦課決定処分（以下「本件各賦課決定処分」という。）をした。

 なお、本件各更正処分において、原処分庁は、請求人らの相続税の総額を各相

続人にあん分するに当たって、相続税法基本通達１７－１に定める端数調整を行

っている。

ハ 請求人らは、平成３０年４月２５日、別表４の「再調査の請求」欄のとおり、

本件各更正処分及び本件各賦課決定処分を不服として、再調査の請求をしたとこ

ろ、再調査審理庁は、同年７月２３日付で、いずれも棄却する旨の再調査決定を

した。

ニ 請求人らは、平成３０年８月２２日、再調査決定を経た後の本件各更正処分及

び本件各賦課決定処分に不服があるとして審査請求をした。

 なお、請求人らは、平成３０年８月２２日、請求人Ｄ１を総代として選任し、

その旨を当審判所へ届け出た。

２　争点

 本件評価対象地の評価に当たり、相当地代通達を適用すべきか否か。

３　争点についての主張

原処分庁 請求人ら

（１） 本件病院建物の敷地

次のとおり、本件届出書は有効であるか

ら、本件評価対象地は、相当地代通達８によ

って評価することとなる。

（１） 本件病院建物の敷地

次のとおり、本件届出書には重大な瑕疵が

あり本件届出書は無効であるから、本件病院

敷地は、評価通達２５の定めにより評価する

こととなる。

イ 本件医療法人の平成２５年４月１日から

平成２６年３月３１日までの事業年度の法人

税の確定申告書及び勘定科目内訳明細書に借

地権の計上がされていないこと並びに本件届

出書が提出されていることからすれば、土地

の使用に関して、本件被相続人らと本件医療

法人との間で権利金等の授受はなかった。

ロ 本件被相続人らは、賃借人である本件医

療法人との間で、本件各土地を将来無償で返

還する旨を合意するとともに、本件届出書を

原処分庁へ提出している。

ハ 請求人らは、本件届出書の記載内容のう

ち、契約の開始時期、面積及び建物の状況は

本件評価対象地とは齟齬がある旨主張する

が、本件届出書における契約期間及び建物の

記載事項の部分は、「契約の概要等」を記載

するものであり、どの土地に借地権の設定が

あり無償返還の合意があったのかという「土

地の無償返還に関する届出書」の本旨に関す

る記載事項ではない。

ニ 請求人らは、本件評価対象地のうち本件

薬局建物の敷地（以下「本件薬局敷地」とい

う。）以外の土地（以下「本件病院敷地」と

いう。）には、平成９年２月に本件病院建物

が建築され、既に借地権が設定されているこ

とからすれば、本件届出書は別表２の順号２

の土地の上に新築された本件附属建物に対し

て提出されたものであり、本件届出書は本件

病院敷地を対象としたものではない旨主張す

るが、本件届出書及び本件合意書には本件評

価対象地を含む本件各土地を対象とする旨の

イ 本件被相続人ら及び本件医療法人は、本

件評価対象地を含む本件各土地を平成１１年

８月９日から本件医療法人に使用させる旨を

本件届出書に記載しているところ、平成９年

２月に本件医療法人が本件病院建物を建築

し、本件評価対象地に借地権を既に設定して

いるから、本件届出書の本文の記載には誤り

がある。

ロ 本件届出書の「所在地」欄及び「地目及

び面積」欄には、①本件届出書を提出した時

点で、本件被相続人らが所有していない別表

１の順号３及び順号４の各土地が記載されて

いること、②本件被相続人らが所有している

本件評価対象地の面積（９５９㎡）及び本件

各土地の面積（１，７０２㎡）とも相違する

面積（１，７０４㎡）が記載されているこ

と、③別表１の順号１－１の土地の一部であ

る本件薬局敷地の上には、本件薬局建物があ

ることからすれば、本件届出書により別表１

の順号１－１の土地について、土地の無償返

還を受けようとする範囲が不明であるから、

本件届出書に記載された土地の無償返還を受

けようとする土地の所在地及び面積には誤り

がある。

ハ 本件届出書の「契約の概要等」の「３契

約期間」欄に記載された契約期間は、「平成

１１年８月～」となっているが、①本件届出

書を提出した時点で、上記イのとおり本件病

院建物があり借地権が設定されているから契

約期間の記載に誤りがあること、②「契約の

概要等」の「４建物等の状況」の「（２）構

造及び用途」欄及び「（３）建築面積等」欄
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記載があるため、本件届出書は本件評価対象

地を対象としたものである。

ホ 請求人らは、本件届出書の提出と本件合

意書の記載内容が矛盾する旨主張するが、

「土地の無償返還に関する届出書」の提出に

ついて定める法人税基本通達１３－１－７は

権利金の認定課税は行われないことを定めた

ものであって、本件届出書の提出の可否を定

めたものでなく、本件合意書に相当の地代を

支払う旨が記載されていたとしても、本件届

出書と本件合意書に何ら矛盾を生じるもので

はない。

ヘ 請求人らは、本件薬局敷地は、本件会社

に賃貸しており、本件届出書の効力は及ばな

い旨主張するが、本件評価対象地については

本件相続の開始時において、本件被相続人ら

と本件医療法人との間で本件賃貸借契約が締

結されており、本件被相続人らと本件会社の

間では、本件薬局敷地を含む本件評価対象地

に係る賃貸借契約は認められない。

に記載されている事項は、別表２の順号２の

土地の上に建築された本件附属建物であり、

本件病院建物ではないこと、③「契約の概要

等」の「５土地の価額等」の「（１）土地の

価額」欄及び「（２）地代の年額」欄に記載

された価額は、本件被相続人らが所有してい

ない本件交換譲渡土地の一部である別表１の

順号３及び順号４の各土地の価額が含まれて

いるから、本件届出書に記載された契約等の

概要の記載にも誤りがある。

ニ 本件届出書の添付書類について、本件届

出書には、①平成９年１月に取り壊された別

表１の順号６の家屋が記載されている本件賃

貸借契約書、②本件附属建物の建築を承諾す

る旨の記載がされた本件合意書、③本件附属

建物を示した図面が添付されているから、添

付書類にも誤りがある。

ホ 上記ハのとおり、本件届出書に記載され

た建物は、本件附属建物であり、別表２の順

号２の土地の上に建築されたものであるが、

本件届出書には別表２の順号２の土地の地番

及び面積の記載はない。

ヘ 本件届出書は、平成１２年１１月２１

日、原処分庁へ提出されているところ、本件

評価対象地の上には平成９年２月に本件医療

法人が本件病院建物を建築しており、権利金

を認定して課税することが可能な法人税の更

正期間を徒過した後の提出であることからす

れば、本件病院建物に係る借地権に関して、

本件届出書を提出することに合理性はないか

ら、本件届出書は、別表２の順号２の土地の

上に建築された本件附属建物に係る借地権に

関して提出されたものと考えるのが自然であ

る。

ト 本件病院建物は、本件評価対象地、本件

会社の所有するｉ市ｋ町〇－〇所在の土地及

び本件被相続人らの所有する別表２の順号２

の土地の上の一部に存しており、本件評価対

象地のみに相当地代通達８に基づいて評価す

ることに合理性がない。

チ 土地の無償返還に関する届出書は、借地

権の設定時において相当の地代の支払がない

場合に、借地権の設定等に係る契約書におい

て将来借地人等がその土地を無償で返還する

ことを借地人等との連名の書面により遅滞な

く納税地の所轄税務署長に届け出ることによ

り権利金の認定の見合わせを受けるものであ

るところ、本件合意書には相当の地代を支払

う旨の記載があるから、本件届出書を提出す

ることはできず、本件届出書の提出は、相当

の地代を支払う旨の記載された本件合意書と

矛盾することになる。

（２） 本件薬局敷地 （２） 本件薬局敷地
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イ 本件相続の時において、本件被相続人ら

は別表１の順号１－１の土地を本件医療法人

に賃貸しており、別表１の順号１－１の土地

に係る借地権については、本件医療法人が有

しているが、この点を否定し、本件被相続人

らと本件会社との間で借地権設定契約が締結

されていることを裏付ける客観的証拠はな

い。

ロ そして、本件医療法人が別表１の順号１

－１の土地に係る本件被相続人らとの本件賃

貸借契約により有することとなった借地権に

基づき、本件会社に対し本件薬局敷地を賃貸

又は使用させることとしているとしても、そ

れは、本件医療法人と本件会社との間で賃借

権又は使用貸借権の設定契約が認められるに

すぎないから、本件被相続人らと本件医療法

人との間の賃貸借契約（借地権設定契約）に

何らの影響も及ぼすわけではない。

ハ したがって、本件会社が本件薬局建物を

所有していることをもって、本件被相続人ら

と本件会社との間で借地権を設定したと認め

ることはできないから、本件薬局敷地は、評

価通達２５の定めにより評価することはでき

ない。

イ 本件薬局敷地については、昭和５５年に

法人税基本通達１３－１－７の取扱いが新設

される前から本件被相続人らと本件会社との

間で貸借契約を締結し、それ以後も貸借契約

を継続しているため、当該通達の定めの適用

はなく、また、「土地の無償返還に関する届

出書」を原処分庁に提出していないことから

すれば、本件会社が本件薬局敷地の借地権を

有している。

ロ そうすると、本件薬局敷地は、評価通達

２５の定めにより評価することとなる。

４　当審判所の判断

（１） 法令解釈

イ 相当地代通達について

土地の無償返還に関する届出書の提出があった場合は、自用地としての価額か

ら控除すべき借地権の価額が認められる経済的実態は存在しないから、評価通達

２５の評価方法によるべきではないが、土地の無償返還に関する届出書が提出さ

れている土地といえども、借地借家法の制約を受けること、また、権利金の授受

の慣行のない地域においても自用地としての価額から２割を減ずる評価が行われ

ていることとのバランスを考慮すると、自用地としての価額から２割を控除して

評価することにも理由があることから、相当地代通達８によって自用地としての

価額の２割を控除して評価することは、当審判所においても相当と認められる。

ロ 個人・法人間における土地の貸借関係に係る取扱いについて

土地の使用貸借については、その無償性に起因して、建物の所有を目的とする

ものであっても借地借家法の適用はないこととされ、借地権（建物の所有を目的

とする賃借権）のような強い法的保護は受けられず、また、当事者間の対人関係

を重視し、借主の死亡によって使用貸借は終了する（民法第５９９条）など、使

用貸借における使用権は、その経済的価値は借地権に比し極めて弱いものであ

る。

 そこで、評価通達は、上記１の（２）のハ及びニのとおり、借地権設定の目的

となっている宅地の価額をその自用地としての価額から借地権に相当する価額を

控除して評価し、また、「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取

扱いについて」３《使用貸借に係る土地等を相続又は贈与により取得した場合》

の定めにより、使用借権設定の目的となっている宅地の価額を当事者が個人間で

ある場合には、自用地としての価額により評価することとされており、この評価

方法は一般的に合理的なものであると解されている。

 ところで、上記１の（２）のヘ及びトのとおり、土地の貸借の当事者の一方が

同族会社で、他方がその代表者や代表者の親族という関係であっても、法律上は

それぞれ独立した人格であるから、その間の取引は、全て第三者間における取引

と同様の経済的合理性に従い行われるべきであると解され、土地の使用につき通
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常収受すべき権利金を収受せず、しかも、その収受する地代の額が相当の地代に

満たないときは、基本的には権利金の認定が行われることとなる。

 もっとも、例外的に、土地の賃貸借契約において将来借地人がその土地を無償

で返還することが明らかにされている場合又は土地の使用が使用貸借契約に係る

ものである場合において、その土地を将来無償で返還を受ける旨を借地人等と連

名の書面により所轄税務署長に届け出たときは、上記１の（２）のチのとおり、

権利金の認定を行わない取扱いを定めている。

 すなわち、土地貸借契約の当事者の一方が法人である場合には、特別の事情が

ない限り、第三者間で通常取り交わされる土地貸借契約に引き直されて課税関係

が律せられるのであり、このことは法人税課税のみならず、相続税課税において

も同様である。

 これらの取扱いは、借地権の設定に際し権利金を授受する慣行のある地域にお

いて土地の貸借が行われた場合の経済実態を反映したものであり、当審判所にお

いても合理的な取扱いと認めることができる。

ハ 不整形地の評価について

評価通達２０は、不整形の程度、位置及び地積の大小に応じ、地区区分及び地

積区分に応じた不整形地補正率を乗じて不整形地の価額を計算する旨定めている

ところ、その趣旨は、宅地が不整形の場合は、その画地の全部が宅地として機能

を十分に発揮できないため、その利用価値が整形地に比して低くなることを考慮

する必要があるというものであり、整形地としての価額を不整形の程度に応じて

補正するというものと認められることから、当審判所もかかる取扱いは相当であ

ると認める。

 また、国税庁ホームページの財産評価に係る質疑応答事例「２の路線に接する

宅地の評価」には、現実に角地としての効用を有しない場合には、側方路線影響

加算率に代えて、実際に側方路線に面している間口（距離）を考慮したところで

二方路線影響加算率を適用して評価する旨記載（この記載を、以下「本件取扱

い」という。）されており、課税実務においても、同様に取り扱われている。

 本件取扱いは、現実の角地としての効用の有無を考慮するものであり、当審判

所もこれを相当と認める。

 よって、本件取扱いが適用される相続財産については、本件取扱いに定める評

価方法が適正な時価を算定する方法として一般的な合理性を失わず、かつ、評価

通達による評価方法によっては適正な時価を算定することができない特別な事情

の存しない限り、本件取扱いの定める評価方法によって評価を行うのが相当であ

る。

（２） 認定事実

請求人ら提出資料、原処分関係資料並びに当審判所の調査及び審理の結果によれ

ば、次の事実が認められる。

イ 本件病院敷地について

（イ） 本件医療法人は、別表１の順号１、別表２の順号２並びにこれに隣接す

るｉ市ｋ町〇－〇、同番〇及び同〇－〇の土地の上に本件病院建物を建築

する際、権利金を本件被相続人らに支払っていなかった。

（ロ） 本件合意の時点において、本件被相続人らは、本件各土地を所有してい

た。

（ハ） 本件被相続人ら及び本件医療法人は、平成１９年４月１日、平成２２年

４月１日及び平成２３年１月１日に、それぞれ不動産賃貸借契約を締結し

ているが、当該各契約において、本件評価対象地に係る所有又は使用に関

する権利等の変動は認められない。

（ニ） 本件被相続人らは、本件届出書の提出前において、上記１の（３）のト

のとおり、別表１の順号３及び順号４の各土地を本件会社へ譲渡している

ところ、本件届出書には本件合意の締結時に所有していた本件各土地を記

載しているが、本件被相続人らが、原処分庁に対し、本件届出書の記載内

容に誤りがあったとして届け出た事実はない。

（ホ） 本件届出書が提出された後、原処分庁が、本件被相続人ら及び本件医療

法人に対して、本件届出書についての効力が生じない旨を連絡した事実は

ない。
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ロ　本件薬局敷地について

（イ）　本件会社は、本件薬局建物を建築する際に、権利金を本件被相続人らに

支払っていない。

 また、本件会社の貸借対照表には、借地権の計上はない。

（ロ）　本件被相続人らと本件会社との間で、本件薬局敷地についてその貸借に

係る契約書を取り交わした事実はないが、少なくとも本件薬局建物が建築

された昭和５５年以降平成２１年８月まで、本件被相続人らと本件会社と

の間で無償により本件薬局敷地の貸借があった。

（ハ）　本件被相続人ら及び本件会社は、原処分庁に対し、本件薬局敷地に関し

て土地の無償返還に関する届出書を提出していない。

（ニ）　本件会社は、平成２１年９月以降、本件被相続人らに対し、本件被相続

人から借り受けている土地（本件薬局敷地を含む。）に係る「地代」とし

て月３０，０００円を支払っているが、不動産賃貸借契約書の作成はな

く、また、権利金の支払もない。

 なお、本件被相続人らが上記「地代」として受領していた金員の年額

（３６０，０００円）は、本件会社に貸し付けている土地の固定資産税の

額を上回っているが、相当地代通達に定める相当の地代の額には満たな

い。

（ホ）　上記１の（３）のリの（イ）の本件届出書に添付された図面には、本件

病院敷地の上に存する本件病院建物及び本件附属建物の位置などは表示さ

れているが、本件薬局敷地及び本件薬局建物は、当該図面に表示されてい

ない。

（３）　検討

 本件の争点は、本件評価対象地の評価に当たって相当地代通達を適用すべきか否

かであるところ、上記１の（３）のリのとおり、本件被相続人らと本件医療法人が

連名で届け出た本件届出書に記載された土地の範囲は、本件評価対象地を含む本件

各土地である（別図１参照）。

 そして、相当地代通達の適用に当たっては、土地の無償返還に関する届出書の提

出を前提とするものであることからすれば、①本件被相続人らと本件医療法人の間

の貸借関係が本件評価対象地のどの範囲に及ぶのかを検討した上で、②当該貸借関

係に基づき本件各土地を対象として提出された本件届出書は有効なものか否かを検

討することで、本件評価対象地の評価方法が決せられることとなる。

 したがって、上記を前提として、以下のとおり検討する。

イ　本件医療法人が本件被相続人らから借り受けた土地の範囲について

 本件被相続人らと本件医療法人が本件賃貸借契約を締結した平成６年１月１５

日時点において、本件薬局敷地の上には、本件薬局建物が既に存しているとこ

ろ、上記１の（３）のロのとおり、本件医療法人は、定款上、土地の賃貸等を目

的としていないのであるから、本件賃貸借契約書に、貸借する土地について、本

件薬局敷地の面積を含めた面積が記載されているとしても、本件医療法人が本件

薬局敷地を本件被相続人から賃借して本件会社に転貸する目的があったとは考え

難い。

 そして、①上記（２）のロの（ホ）のとおり、本件届出書に添付された図面に

は、本件薬局敷地は表示されていないこと、②上記（２）のロの（ニ）のとお

り、平成２１年９月以降、本件薬局敷地については、本件会社が本件被相続人ら

に地代として金員を支払っていること、また、③上記（２）のイの（ハ）のとお

り、本件相続の開始時において、本件評価対象地に係る所有又は使用に関する権

利等の変動があったと認めるに足る証拠もないことからすれば、本件相続の開始

時において、本件医療法人は、本件被相続人らから本件薬局敷地を借り受けてい

たものとは認められず、本件病院敷地のみを本件被相続人らから借り受けていた

と認めるのが相当である。

ロ　本件届出書の有効性について

 上記１の（３）のリの（ロ）のとおり、本件評価対象地は、借地権の設定に関

し、通常、権利金を支払う取引上の慣行がある地域に所在するところ、上記

（２）のイの（イ）のとおり、本件医療法人は、平成９年２月、本件評価対象地

等の上に本件病院建物を建築する際に、本件被相続人らに権利金を支払っていな
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かったが、上記１の（３）のヘの（ロ）及びリの（イ）のとおり、本件被相続人

ら及び本件医療法人は、平成１１年８月、本件合意により、本件各土地を将来無

償で返還する旨合意し、平成１２年１１月、本件合意に基づいて、本件届出書を

原処分庁に提出した。

 そして、上記１の（３）のトのとおり、本件届出書が提出される前に、本件交

換譲渡土地の一部である別表１の順号３及び順号４の各土地については、本件会

社に譲渡されているものの、上記（２）のイの（ニ）及び（ホ）のとおり、原処

分庁が、本件被相続人ら及び本件医療法人に対して、本件届出書についての効力

が生じない旨を連絡した事実はなく、他方、本件被相続人ら及び本件医療法人

が、本件届出書の記載内容に誤りがあったとして原処分庁に届け出た事実もな

い。

 また、上記（２）のイの（ロ）のとおり、本件合意の時点において、本件被相

続人らは、本件各土地を所有していたことからすると、本件各土地について、将

来無償返還とする旨を本件医療法人と合意していたものと認められ、その後、上

記１の（３）のト及び上記（２）のイの（ニ）のとおり、本件交換譲渡土地の一

部である別表１の順号３及び順号４の各土地を本件会社に譲渡しているが、①本

件評価対象地については、本件被相続人らが所有した状態にあり、本件相続の開

始時において、本件評価対象地に係る所有又は使用に関する権利等の変動があっ

たと認めるに足る証拠もないこと、②上記イのとおり、本件医療法人が本件被相

続人らから借り受けていた土地は本件病院敷地であることからすると、本件合意

に基づく本件届出書は、本件各土地のうち本件病院敷地に係る部分については、

有効なものであると認められる。

ハ 小括

以上のことからすると、本件相続の開始時において、本件病院敷地は、本件医

療法人が本件被相続人らから借り受けていたものであり、また、本件合意に基づ

く本件届出書は、本件病院敷地に係る部分については有効なものであると認めら

れる以上、たとえ、本件届出書の記載内容のその余の部分に誤り等が見受けられ

たとしても、本件届出書の「土地の表示」欄に記載した本件各土地のうち本件病

院敷地については、本件被相続人らが、本件医療法人から無償返還を受ける合意

があったものと認めるのが相当である。

 したがって、本件病院敷地については、相当地代通達の定めにより、評価すべ

きである。

ニ 本件薬局敷地について

上記１の（３）のホの（イ）のとおり、本件薬局敷地上には、本件会社が所有

する本件薬局建物が存しており、上記（２）のロの（イ）及び（ロ）のとおり、

本件会社は、本件薬局建物を建築する際に、本件被相続人らに対し権利金を支払

わず、その後平成２１年８月まで、本件薬局敷地を貸借する際に本件被相続人ら

へ地代を支払っていない。

 しかしながら、本件被相続人らと本件会社の間において、本件薬局敷地の賃貸

借に係る契約書は存在しないものの、上記１の（３）のホの（イ）のとおり、本

件薬局敷地は、昭和５５年から現在に至るまで長期間にわたって本件薬局建物の

敷地として、本件会社が利用しており、上記（１）のロに照らし、土地の貸借に

おいて当事者の一方が法人である場合には、その間の取引は第三者間における取

引と同様の経済的合理性に従い行われるべきであるから、将来無償で返還される

という特別の事情のない限り、個人が法人に対して建物の所有を目的として土地

を使用させることを許諾したときに、同土地に借地権が設定されたものと認める

べきである。

 そして、本件においては、上記（２）のロの（ハ）のとおり、本件薬局敷地に

関して土地の無償返還に関する届出書が提出されていないことからすれば、特別

の事情は存在せず、また、上記（２）のロの（イ）のとおり、本件会社の貸借対

照表に借地権の計上がなく、過去に権利金を認定した課税が行われていないこと

が推認されるとしても、そのことが本件薬局敷地の利用関係に影響して借地権の

目的となっているか否かを左右するものではないのであるから、本件相続の開始

時において、本件薬局敷地は借地権の目的となっている宅地と認めるのが相当で

ある。

60



 したがって、本件薬局敷地については、相当地代通達の定めではなく、評価通

達２５の定めにより、評価すべきである。

（４） 請求人らの主張について

イ 請求人らは、本件病院敷地について、本件届出書の記載事項に誤りがあり、ま

た、添付書類にも誤りがあるから、本件届出書は、無効であり、評価通達２５の

定めにより本件評価対象地を評価することとなる旨主張する。

 しかしながら、本件届出書は、本件病院敷地に係る部分は有効であり、本件病

院敷地については、相当地代通達の定めにより評価することとなるのは、上記

（３）のロ及びハのとおりである。

したがって、この点に関する請求人らの主張には、理由がない。

ロ また、請求人らは、本件病院敷地について、本件医療法人に対する権利金を認

定して課税することが可能な法人税の更正期限を徒過した後に、本件届出書が提

出されているから、その提出には合理性はない旨主張する。

 しかしながら、本件届出書の提出期限は定められておらず、原処分庁が本件届

出書を有効なものとして取り扱っているのは、上記（２）のイの（ホ）のとおり

である。

 したがって、この点に関する請求人らの主張は、採用できない。

ハ さらに、本件病院建物は、本件会社が有する土地や本件被相続人らが有する別

表２の順号２の土地の上にも存しているから、本件評価対象地のみに相当地代通

達を適用することは合理性がない旨主張する。

 しかしながら、上記１の（３）のトのとおり、本件交換取得土地の一部である

別表２の順号２の土地は、本件合意を締結した時には、本件会社が所有していた

のであるから、本件会社が所有する土地について、本件各土地と同様に本件被相

続人らが無償返還を受けるか否かを決定することはできないし、本件合意書に本

件交換取得土地の一部である別表２の順号２の土地について本件被相続人らが取

得する前に既に記載されていたとしても、上記１の（３）のヘの（ロ）のＡのと

おり、本件被相続人らは、当該土地について、相当の地代を受領する旨、本件医

療法人と合意していたのであるから、当該土地について、土地の無償返還に関す

る届出書を提出する意思がなかったものと認めるのが相当である。

 したがって、この点に関する請求人らの主張には、理由がない。

ニ 加えて、請求人らは、本件病院敷地について、土地の無償返還に関する届出書

は、借地権の設定時において、相当の地代の支払がない場合に限り提出できると

ころ、本件合意書には、相当の地代を支払う旨の記載があり、本件届出書は提出

できず、本件届出書の提出は本件合意書の記載内容と矛盾する旨主張する。

 しかしながら、請求人らがその主張の根拠とすると思われる法人税基本通達１

３－１－７は地代の額が相当の地代に満たない場合であっても、土地の無償返還

に関する届出書を提出した場合には、権利金を認定しないことを定めたものであ

って、本件届出書の提出の可否を定めたものでない。

 したがって、この点に関する請求人らの主張には、理由がない。

（５） 原処分庁の主張について

原処分庁は、本件薬局敷地について、本件被相続人らは本件薬局敷地を含む別表

１の順号１－１の土地を本件医療法人へ賃貸しているのであって、別表１の順号１

－１の土地に関する借地権は本件医療法人が有しており、本件医療法人と本件会社

との間で本件薬局敷地の貸借があったとしても、本件被相続人らと本件医療法人の

間の賃貸借契約に影響がない旨主張する。

 しかしながら、本件薬局敷地については、本件被相続人らと本件会社との間に貸

借関係が認められることは上記（３）のニのとおりであるから、原処分庁の主張は

その前提を欠く。

 したがって、この点に関する原処分庁の主張には、理由がない。

（６） 本件各更正処分の適法性について

イ 本件病院敷地及び本件薬局敷地等の評価

上記（３）のとおり、本件病院敷地については相当地代通達の定めにより評価

することとなるが、本件薬局敷地については評価通達２５の定めにより評価する

こととなる。
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 ところで、本件各更正処分における本件評価対象地、別表１の順号１－２の各

土地及び本件交換取得土地並びにｉ市ｋ町〇－〇の各土地（以下、これらの土地

を併せて「本件宅地」という。）の評価は、別図２のとおり、本件宅地を一の評

価単位として評価しているが、本件宅地のうち、別図２及び別図３の本件薬局敷

地については、上記（２）のロの（ロ）及び（ニ）のとおり、本件会社が貸借し

ていることからすると、本件宅地を一の評価単位として評価することはできない

から、本件薬局敷地とそれ以外の土地をそれぞれ一の評価単位として別個に評価

することとなる。

 また、本件宅地は、別図２のとおり、不整形地であるから、本件宅地の価額

は、上記（１）のハのとおり、評価通達２０の（４）の定めに基づき計算した価

額により評価することになるところ、本件宅地は、現実に角地としての効用を有

していないことからすれば、評価通達２０の（４）に基づき別図４のとおり、近

似整形地を求め、隣接する整形地と合わせて全体の整形地の価額を計算してか

ら、隣接する整形地の価額を差し引いた価額を基として計算した上で、本件取扱

いにより、側方路線影響加算率に代えて、実際に側方路線に面している間口（距

離）を考慮したところで二方路線影響加算率を適用して評価することが相当であ

ると認められる。

 以上のことから、当審判所が算定した本件薬局敷地とそれ以外の土地の１㎡当

たりの評価額（自用地としての評価額である。）は別表５のとおりとなり、本件

宅地の評価額は別表６のとおりとなる（別図３及び４参照）。

ロ 相続税のあん分

本件各更正処分において、上記１の（４）のロのとおり、原処分庁は、相続税

の総額をあん分するに当たって、相続税法基本通達１７－１に定める端数調整を

行い、請求人らの相続税額を計算している。

 あん分割合について、相続税法第１７条《各相続人等の相続税額》は、相続又

は遺贈により財産を取得した者に係る相続税額は、その被相続人から相続又は遺

贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の総額に、当該事由により財産を

取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額のうちに占めるその者の課税

価格の割合を乗じて算出した金額とする旨規定するだけで、当該課税価格の割合

（あん分割合）の端数調整に関する規定を設けていないことからすると、当該あ

ん分割合の算定に当たっては、原則として端数調整を行わないものと解するのが

相当である。

 しかしながら、相続税法基本通達１７－１では、あん分割合に小数点以下２位

未満の端数がある場合において、相続又は遺贈により財産を取得した者全員が選

択した方法により、各財産取得者のあん分割合の合計が１になるようその端数を

調整して、各財産取得者の相続税額を計算しているときは、これを認めて差し支

えないものとし、この方法を選択した者について更正をする場合には、その選択

した方法によって相続税額を計算することができるものとする旨定めている。

 更正をする場合のこの通達の定めは、上記のとおり強制するものではなく、任

意とするものであり、これは、通常更正をする場合は、各財産取得者が当初申告

した取得財産及びその評価額につき、更正においては異なる判断をされることが

多く、すなわち、各財産取得者の相続税の課税価格が更正の前後で異なる額とな

ることが多く、各財産取得者全員が当初申告において選択した端数調整方法を更

正において用いると、各財産取得者全員又はその一部の者の意に反する結果とな

るおそれがあるからであると解される。

 したがって、更正をする場合において、各財産取得者が当初申告において選択

した端数調整方法を用いることができるのは、例えば、更正の前後において各財

産取得者全員の相続税の課税価格に増減がない場合等、極めて限定的に解するの

が相当である。

 これを本件についてみると、別表４の「申告」欄及び「更正処分等」欄のとお

り、本件各更正処分の前後で請求人Ｄ２及び請求人Ｄ３の課税価格が増加してい

ることから、本件各更正処分においては、本件相続に係る相続税のあん分計算に

当たり、妻Ｄ５及び請求人らが選択した方法（相続税法基本通達１７－１に定め

る方法）に依拠することなく、相続税法第１７条に基づき端数調整を行わずに請

求人らの納付すべき税額を計算するのが相当である。
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ハ 総括

以上に基づき、当審判所において、請求人らの本件相続に係る相続税の納付す

べき税額を計算すると、別表７のとおり、請求人Ｄ２の納付すべき税額は、更正

処分の納付すべき税額を上回るが、請求人Ｄ１及び請求人Ｄ３の納付すべき各税

額は、申告した納付すべき税額又は更正処分の納付すべき税額を下回る。

 また、本件各更正処分のその他の部分については、請求人らは争わず、当審判

所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められな

い。

 したがって、請求人Ｄ２に係る更正処分は、適法であるが、請求人Ｄ１に係る

更正処分については、申告した納付すべき税額を下回るから、違法であり、その

全部を取り消すべきであり、請求人Ｄ３に係る更正処分については、更正処分の

納付すべき税額を下回るから、別紙２のとおり、その一部を取り消すべきであ

る。

（７） 本件各賦課決定処分の適法性について

上記（６）のとおり、請求人Ｄ２に係る更正処分は適法であるが、請求人Ｄ１に

係る更正処分については、その全部を、請求人Ｄ３に係る更正処分については、そ

の一部をそれぞれ取り消すこととなる。

 他方、請求人Ｄ２及び請求人Ｄ３につき、国税通則法第６５条《過少申告加算

税》第１項所定の要件を充足するところ、更正処分により納付すべき税額の計算の

基礎となった事実が、更正処分前の税額の基礎とされていなかったことについて、

同条第４項に規定する正当な理由があるとは認められない。

 以上を基に、当審判所において、請求人Ｄ２に係る過少申告加算税の額を計算す

ると、賦課決定処分における過少申告加算税の額と同額となり適法であるが、請求

人Ｄ１及び請求人Ｄ３に係る各更正処分は、それぞれその全部又は一部を取り消す

こととなるから、請求人Ｄ１に係る賦課決定処分についてはその全部を、請求人Ｄ

３に係る賦課決定処分については、別紙２のとおり、その一部をそれぞれ取り消す

べきである。

（８） 結論

よって、請求人Ｄ１及び請求人Ｄ３の審査請求には理由があるから、請求人Ｄ１

に係る原処分の全部を取り消し、そして、請求人Ｄ３に係る原処分の一部を取り消

すこととし、請求人Ｄ２の審査請求には理由がないからこれを棄却することとし、

主文のとおり裁決する。

＜別紙リンクに収録＞

別表１　平成６年１月１５日付の不動産賃貸借契約により賃貸した不動産

別表２　本件被相続人らが本件会社から交換により取得した土地

別表３　本件届出書の要旨

別表４　審査請求に至る経緯及び内容

別表５　本件宅地（別図２）の１㎡当たりの価額（審判所認定額）

別表６　本件被相続人の持分に応じた本件宅地の評価額（審判所認定額）

別表７　本件相続に係る相続税の計算明細（審判所認定額）

別紙１　共同審査請求人

別紙２　「取消額等計算書」（■■■■■■■■　相続開始に係る相続税）

別図１　本件各土地及び本件評価対象地の位置関係

別図２　本件宅地の概要図

別図３　本件薬局敷地の概要図

別図４　本件宅地及び近似整形地の概要図

＜別紙リンクに収録＞

別紙１　不開示とした部分とその理由
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別紙リンク ▼ 別表１〜別図４
▼ 別紙１ 不開⽰とした部分とその理由

原本URL 原本なし

関連判決

TAINSキーワード
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https://tainssearch01.blob.core.windows.net/data/contents_link_files/57766_fa883b6a-4451-4a33-8436-2f7d865275c5?sv=2017-07-29&sr=b&sig=27UYZRz81vZ0KA%2Fu4mSAZNsNL9%2FcsRuAWTSZ42ei1Tc%3D&spr=https&sip=113.38.118.145&st=2020-10-05T10%3A47%3A51Z&se=2020-10-05T11%3A20%3A51Z&sp=r&rsct=application%2Fpdf&rscd=inline%3B%20filename%3D%22%25e5%2588%25a5%25e8%25a1%25a81%25ef%25bd%259e%25e5%2588%25a5%25e5%259b%25b34.pdf%22
https://tainssearch01.blob.core.windows.net/data/contents_link_files/57766_fa883b6a-4451-4a33-8436-2f7d865275c5?sv=2017-07-29&sr=b&sig=27UYZRz81vZ0KA%2Fu4mSAZNsNL9%2FcsRuAWTSZ42ei1Tc%3D&spr=https&sip=113.38.118.145&st=2020-10-05T10%3A47%3A51Z&se=2020-10-05T11%3A20%3A51Z&sp=r&rsct=application%2Fpdf&rscd=inline%3B%20filename%3D%22%25e5%2588%25a5%25e8%25a1%25a81%25ef%25bd%259e%25e5%2588%25a5%25e5%259b%25b34.pdf%22
https://tainssearch01.blob.core.windows.net/data/contents_link_files/57766_0bdd5ee5-b1cc-46c4-85f0-cb2921291f2a?sv=2017-07-29&sr=b&sig=zPik1vwPuIa0vJ9c%2F245hsmd6m34DIgZaPb6Nw9Ywa8%3D&spr=https&sip=113.38.118.145&st=2020-10-05T10%3A47%3A51Z&se=2020-10-05T11%3A20%3A51Z&sp=r&rsct=application%2Fpdf&rscd=inline%3B%20filename%3D%22%25e5%2588%25a5%25e7%25b4%25991%25e3%2580%2580%25e4%25b8%258d%25e9%2596%258b%25e7%25a4%25ba.pdf%22
https://tainssearch01.blob.core.windows.net/data/contents_link_files/57766_0bdd5ee5-b1cc-46c4-85f0-cb2921291f2a?sv=2017-07-29&sr=b&sig=zPik1vwPuIa0vJ9c%2F245hsmd6m34DIgZaPb6Nw9Ywa8%3D&spr=https&sip=113.38.118.145&st=2020-10-05T10%3A47%3A51Z&se=2020-10-05T11%3A20%3A51Z&sp=r&rsct=application%2Fpdf&rscd=inline%3B%20filename%3D%22%25e5%2588%25a5%25e7%25b4%25991%25e3%2580%2580%25e4%25b8%258d%25e9%2596%258b%25e7%25a4%25ba.pdf%22


相続税 ⾼裁 Ｚ２６６－１２８９０

広島⾼等裁判所平成２７年（⾏コ）第１６号相続税更正処分等取消（甲事件・⼄事件）、  
贈与税賦課処分等取消（丙事件）請求控訴事件（棄却）（上告・上告受理申⽴て）  
国側当事者・国（宇部税務署⻑）  
平成２８年７⽉２７⽇判決【税務訴訟資料 第２６６号－１１２（順号１２８９０）】  
                           【税務⼤学校ホームページ】  
【持分の定めのある社団医療法⼈の出資持分の評価／みなし贈与（出資社員の退社）】

判　　示　　事　　項

１　甲事件は、被相続人を亡Ｈとする相続につき、相続税の申告をした控訴人Ａが、宇部

税務署長から、相続財産である医療法人Ｉの出資持分の評価に誤りがある等として再更

正処分等を受けたため、その取消しを求めた事案である。乙事件は、相続税の申告をし

た控訴人Ｂ、控訴人Ｃ、控訴人Ｄ、控訴人Ｅ、控訴人Ｆ及び控訴人Ｇが、宇部税務署長

から、亡Ｈの控訴人Ｃ及び控訴人Ｂに対する医療法人Ｉの出資持分の贈与の事実、亡Ｊ

の控訴人Ｃに対する医療法人Ｉの出資持分の贈与の事実をいずれも否定され、その出資

持分は亡Ｈの相続財産に含まれるとして、また、医療法人Ｉの出資持分の評価に誤りが

あるとして、相続税の各更正処分等を受けたため、その取消しを求めた事案である。丙

事件は、平成１９年１０月２５日に控訴人Ｂが医療法人Ｉを退社したのに伴い、退社時

の残存出資者である亡Ｈの出資持分に係る剰余金相当分が増加し、亡Ｈが実質的な対価

を支払わないで経済的利益を受けたことになり（みなし贈与）、その経済的利益に係る

贈与税の申告がないとして、宇部税務署長が、亡Ｈの相続人である控訴人Ｂ、控訴人Ｄ

、控訴人Ｆ及び控訴人Ｇ、控訴人Ａ、控訴人Ｃに、それぞれ贈与税の各決定処分等後、

各更正処分等をしたことについて、控訴人らがその取消しを求めた事案である。

２　当裁判所も、争点２〔医療法人Ｉを退社した社員の出資持分の帰趨、平成１９年１０

月２５日（本件退社）時及び平成２０年１月２９日（本件相続）時の医療法人Ｉの全出

資持分数並びにそのうち亡Ｈが所有していた出資持分数〕については、平成１９年１０

月２５日の本件退社直後の全出資持分が６５口で、うち亡Ｈが所有していた出資持分が

６５口、平成２０年１月２９日の本件相続時点での全出資持分が６５口で、本件相続に

より、控訴人Ａが４０口、Ｋが２５口を取得したことが認められ、争点３（医療法人Ｉ

の出資持分１口の評価方法及び評価額）については、医療法人Ｉの出資持分を評価通達

１９４－２により評価するのが相当であり、争点４（医療法人Ｉにつきみなし贈与課税

の規定が適用されるか否か）については、本件退社により出資持分の１口当たりの評価

額が増加し、これがみなし贈与に該当すると認められ、争点５（控訴人らのその他の主

張）については、控訴人らの主張はいずれも認めることはできず、当裁判所の判断を左

右しないものと判断する。その理由は、当裁判所の追加判断を付加するほか、原判決の

とおりであるから、これを引用する。

３　控訴人らは、医療法人Ｉの出資持分は、払戻請求権の範囲を出資額に制限した後も退

社前は払戻請求権に転化する前の期待権ないし停止条件付権利に過ぎない旨主張するが

、社団医療法人における出資持分については、剰余金の配当を禁ずる医療法５４条に反

しない限り、当該医療法人が定款をもって自律的に定めることができるところ、定款変

更により出資持分のない社員を認め、当該社員に社員総会の議決権が認められるように

なったとしても、出資持分は、当該医療法人の客観的交換価値を分有する権利であり、

出資によって具体的に成立していることは、定款変更の前と変わるところはないのであ

って、退社前の出資持分が期待権ないし停止条件付権利に過ぎないとは解されない。

４　控訴人らは、評価通達１９４－２は清算中の医療法人の出資持分の評価方法であって

、現に活動中の出資持分の評価には当てはまらないこと、本件は、医療法人のうち出資

額限度法人について評価通達１９４－２の適用を認めた最高裁平成２２年７月判決とは

、社員構成を異にしていること、以上を理由に、本件では評価通達１９４－２により医

概要
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療法人Ｉの出資持分を評価すべきではないと主張する。しかし、評価通達１９４－２は

、同１８９－６（清算中の会社の株式の評価）を準用しているとはいえ、同１８９－６

は同１９４－２の中で多数準用する規定の一つにすぎず、同１８９－６が準用されてい

るからといって同１９４－２が清算中の医療法人における出資持分の評価方法に限定し

た規定であるとは解されない。また、評価通達１９４－２は、その評価方法の中で、出

資社員の構成を考慮すべき旨の定めはないし、同項が、出資社員の構成を考慮要素に含

めるべきとの趣旨と解することもできない。

判決年月日　Ｈ２８－０７－２７　（Ｈ２７－０４－１５）　（Ｈ２９－０２－０２）

国税庁訴資　Ｚ２６６－１２８９０（Ｚ２６５－１２６４８）（Ｚ２６７－１２９７４）

上告棄却・不受理

判　　決

控　訴　人　 　Ａ

（以下「控訴人Ａ」という。）

控　訴　人　 　Ｂ

（以下「控訴人Ｂ」という。）

控　訴　人　 　Ｃ

（以下「控訴人Ｃ」という。）

控　訴　人　 　Ｄ

（以下「控訴人Ｄ」という。）

控　訴　人　 　Ｅ

（以下「控訴人Ｅ」という。）

控　訴　人　 　Ｆ

（以下「控訴人Ｆ」という。）

控　訴　人　 　Ｇ

（以下「控訴人Ｇ」という。）

控訴人ら訴訟代理人弁護士

津　田　聰　夫

同　 　木　薮　智　幸

被　控　訴　人　 　国

同代表者法務大臣　　岩　城　光　英

処分行政庁　 　宇部税務署長

笠　原　弘　孝

同指定代理人　 　樫　野　一　穂

同　 　浜　田　幸　秀

同　 　稲　田　洋　三

同　 　山　内　弘　昭

同　 　山　本　 　修

同　 　阿　井　賢　二

同　 　小　倉　良　太

主　　文

１　本件各控訴をいずれも棄却する。

２　控訴費用は、控訴人らの負担とする。

事　実　及　び　理　由

第１　控訴の趣旨

１　原判決を取り消す。

２　甲事件

本⽂
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（１） 宇部税務署長が、控訴人Ａに対して平成２３年１１月１７日付けでした相続

税の再更正処分のうち、納付すべき税額１２１１万５４００円を超える部分及

び過少申告加算税の賦課決定処分を取り消す。

３　乙事件

（１） 宇部税務署長が、控訴人Ｂに対して平成２２年２月２５日付けでした相続税

の更正処分のうち、納付すべき税額２８５万４６００円を超える部分及び過少

申告加算税の賦課決定処分を取り消す。

（２） 宇部税務署長が、控訴人Ｃに対して平成２２年２月２５日付けでした相続税

の更正処分のうち、納付すべき税額６２万５１００円を超える部分及び過少申

告加算税の賦課決定処分を取り消す。

（３） 宇部税務署長が、控訴人Ｄに対して平成２２年２月２５日付けでした相続税

の更正処分のうち、納付すべき税額６２万５１００円を超える部分及び過少申

告加算税の賦課決定処分を取り消す。

（４） 宇部税務署長が、控訴人Ｅに対して平成２２年２月２５日付けでした相続税

の更正処分のうち、納付すべき税額９８４万５０００円を超える部分及び過少

申告加算税の賦課決定処分を取り消す。

（５） 宇部税務署長が、控訴人Ｆに対して平成２２年２月２５日付けでした相続税

の更正処分のうち、納付すべき税額４８６万３０００円を超える部分及び過少

申告加算税の賦課決定処分を取り消す。

（６） 宇部税務署長が、控訴人Ｇに対して平成２２年２月２５日付けでした相続税

の更正処分のうち、納付すべき税額４８６万３０００円を超える部分及び過少

申告加算税の賦課決定処分を取り消す。

４　丙事件

（１） 宇部税務署長が、控訴人Ｂに対して平成２４年４月１３日付けでした贈与税

の更正処分及び平成２３年１１月１６日付けでした無申告加算税の賦課決定処

分を取り消す。

（２） 宇部税務署長が、控訴人Ａに対して平成２４年４月１３日付けでした贈与税

の更正処分及び平成２３年１１月１７日付けでした無申告加算税の賦課決定処

分を取り消す。

（３） 宇部税務署長が、控訴人Ｄに対して平成２４年４月１３日付けでした贈与税

の更正処分及び平成２３年１１月１６日付けでした無申告加算税の賦課決定処

分を取り消す。

（４） 宇部税務署長が、控訴人Ｆに対して平成２４年４月１３日付けでした贈与税

の更正処分及び平成２３年１１月１６日付けでした無申告加算税の賦課決定処

分を取り消す。

（５） 宇部税務署長が、控訴人Ｇに対して平成２４年４月１３日付けでした贈与税

の更正処分及び平成２３年１１月１６日付けでした無申告加算税の賦課決定処

分を取り消す。

（６） 宇部税務署長が、控訴人Ｃに対して平成２４年４月１３日付けでした贈与税

の更正処分及び平成２３年１２月１６日付けでした無申告加算税の賦課決定処

分を取り消す。

第２　事案の概要

１　事案の要旨

（１） 本件のうち、甲事件は、被相続人を亡Ｈ（以下「亡Ｈ」という。）とする相

続（以下「本件相続」という。）につき、相続税の申告をした控訴人Ａが、宇

部税務署長から、本件相続に係る相続財産である医療法人Ｉ（以下「Ｉ」とい

う。）の出資持分の評価に誤りがある等の理由で、平成２３年１１月１７日付

けで相続税の再更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたため、前

記各処分はいずれも違法であるとして、被控訴人に対し、相続税の前記再更正

処分の一部、（申告納付税額を超える部分）及び過少申告加算税の前記賦課決

定処分の取消しを求めた事案である。

本件のうち、乙事件は、本件相続に際し、相続税の申告をした控訴人Ｂ、控

訴人Ｃ、控訴人Ｄ、控訴人Ｅ、控訴人Ｆ及び控訴人Ｇが、宇部税務署長から、

亡Ｈの控訴人Ｃ及び控訴人Ｂに対するＩの出資持分の贈与の事実、亡Ｊ（以下

「亡Ｊ」という。）の控訴人Ｃに対するＩの出資持分の贈与の事実をいずれも
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否定され、その出資持分は亡Ｈの相続財産に含まれるとして、平成２２年２月

２５日付けで相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分を受け

たため（なお、前記各処分については、平成２３年１１月１７日付けで、Ｉの

出資持分の評価に誤りがある等の理由に基づく相続税の各再更正処分及び過少

申告加算税の各変更決定処分がなされた。）、前記各処分はいずれも違法であ

るとして、被控訴人に対し、相続税の前記各更正処分の一部（申告納付税額を

超える部分）及び過少申告加算税の前記各賦課決定処分の取消しを求めた事案

である。

本件のうち、丙事件は、平成１９年１０月２５日に控訴人ＢがＩを退社した

（以下「本件退社」という。）のに伴い、本件退社時の残存出資者である亡Ｈ

の出資持分に係る剰余金相当分が増加し、亡Ｈが実質的な対価を支払わないで

経済的利益を受けたことになり（みなし贈与）、その経済的利益に係る贈与税

の申告がないとして、宇部税務署長が、亡Ｈの相続人である控訴人Ｂ、控訴人

Ｄ、控訴人Ｆ及び控訴人Ｇに対しては平成２３年１１月１６日付で、同相続人

である控訴人Ａに対しては同月１７日付けで、同相続人である控訴人Ｃに対し

ては同年１２月１６日付けで、それぞれ贈与税の各決定処分及び無申告加算税

の各賦課決定処分をし、さらに、控訴人ら各自に対して平成２４年４月１３日

付けで贈与税の各更正処分をしたことについて、控訴人Ｂ、控訴人Ｃ、控訴人

Ａ、控訴人Ｄ、控訴人Ｆ及び控訴人Ｇが、平成２４年４月１３日付けの贈与税

の前記各更正処分及び上記各無申告加算税の賦課決定処分は違法であると主張

して、被控訴人に対し、それらの各取消しを求めた事案である。

（２） 原審は、次のとおり判決した。

ア 甲事件に係る控訴人Ａの訴えについては、、宇部税務署長が、控訴人Ａに

対して平成２３年１１月１７日付けでした相続税の再更正処分及び過少申告

加算税の賦課決定処分のうち、平成２４年４月１３日付け再更正処分及び同

日付け過少申告加算税の変更決定処分により取り消された部分の取消しを求

める部分を却下する。

イ 乙事件に係る控訴人Ｂの訴えについては、宇部税務署長が、控訴人Ｂに対

して平成２２年２月２５日付けでした相続税の更正処分及び過少申告加算税

の賦課決定処分のうち、平成２４年４月１３日付け再更正処分及び平成２３

年１１月１７日付け過少申告加算税の変更決定処分により取り消された部分

の取消しを求める部分を却下する。

ウ 乙事件に係る控訴人Ｃの訴えについては、宇部税務署長が、控訴人Ｃに対

して平成２２年２月２５日付けでした相続税の更正処分及び過少申告加算税

の賦課決定処分のうち、平成２４年４月１３日付け再更正処分及び平成２３

年１１月１７日付け過少申告加算税の変更決定処分により取り消された部分

の取消しを求める部分を却下する。

エ 乙事件に係る控訴人Ｄの訴えについては、宇部税務署長が、控訴人Ｄに対

して平成２２年２月２５日付けでした相続税の更正処分及び過少申告加算税

の賦課決定処分のうち、平成２４年４月１３日付け再更正処分及び平成２３

年１１月１７日付け過少申告加算税の変更決定処分により取り消された部分

の取消しを求める部分を却下する。

オ 乙事件に係る控訴人Ｅの訴えについては、宇部税務署長が、控訴人Ｅに対

して平成２２年２月２５日付けでした相続税の更正処分及び過少申告加算税

の賦課決定処分のうち、平成２４年４月１３日付け再更正処分及び平成２４

年３月２１日付け過少申告加算税の変更決定処分により取り消された部分の

取消しを求める部分を却下する。

カ 乙事件に係る控訴人Ｆの訴えについては、宇部税務署長が、控訴人Ｆに対

して平成２２年２月２５日付けでした相続税の更正処分及び過少申告加算税

の賦課決定処分のうち、平成２４年４月１３日付け再更正処分及び平成２４

年３月２１日付け過少申告加算税の変更決定処分により取り消された部分の

取消しを求める部分を却下する。

キ 乙事件に係る控訴人Ｇの訴えについては、宇部税務署長が、控訴人Ｇに対

して平成２２年２月２５日付けでした相続税の更正処分及び過少申告加算税

の賦課決定処分のうち、平成２４年４月１３日付け再更正処分及び同日付け
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過少申告加算税の変更決定処分により取り消された部分の取消しを求める部

分を却下する。

ク 丙事件に係る控訴人Ａ、控訴人Ｃ、控訴人Ｄ、控訴人Ｆ及び控訴人Ｇの訴

えをいずれも却下する。

ケ 控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。

（３） これに対し、控訴人らが不服として本件各控訴を提起した。

２　前提事実、関連法令等及び争点に対する当事者の主張

（１） 要旨

本件の前提事実、関連法令及び通達等の定め並びに争点及びこれに対する当

事者の主張は、次の（２）のとおり補正し、次の（３）のとおり当審における

追加・補充主張を付加するほか、原判決の事実及び理由中第２の２ないし４の

とおりであるから、これを引用する（以下、略称については、特に明示するも

ののほか、引用する原判決の例による。）。

（２） 補正

ア 原判決１４頁５行目「１口に」を「１口当たり」に改める。

イ 同１８頁７行目末尾に「の柱書き」を加える。

ウ 同２１頁１７行目「以下「厚生労働省照会」という。」の後に「甲１３の

４」を加える。

エ 同２３頁１７行目、１９行目、２２行目及び２３行目から２４行目にかけ

ての各「出資金払戻請求権」を、いずれも「出資払戻請求権」に改める。

オ 同３３頁１９行目「亡Ｈの」の次に「本件遺言書作成時の」を加える。

カ 同３４頁１７行目「〔前記第２、３（３）・厚生労働省照会。」を「前記

第２、３（３）の厚生労働省照会（甲１３の４。」に改める。

キ 同４０頁２３行目から２４行目にかけての「株主グループに属する株主の

株式」を「出資社員グループに属する出資社員の出資持分」に改める。

ク 同４１頁１１行目「同条」を「相続税法９条」に改める。

ケ 同４５頁１５行目「出資持分」の次に「は」を加える。

コ 同別表５－１の区分欄で「原告」とのみ記載されている欄を「控訴人Ａ」

に改める。

サ 同別表９の「本件各減額更正処分処分」欄を「本件相続税各処分④」欄に

改める。

（３） 当審における控訴人らの追加・補充主張

ア 争点２〔Ｉを退社した社員の出資持分の帰趨、平成１９年１０月２５日（

本件退社）時及び平成２０年１月２９日（本件相続）時のＩの全出資持分数

並びにそのうち亡Ｈが所有していた出資持分数について〕

（ア） 医療法人における出資社員の出資持分は、退社後に具体化するもの

であり、社員である間は単なる期待権ないし停止条件付権利に過ぎな

い。同様に、払戻請求権の範囲を出資額に制限する定款変更をした後

のＩの出資持分も、払戻請求権の制限のいかんにかかわらず、払戻請

求権に転化する以前の期待権ないし停止条件付権利に過ぎない。

（イ） 設立時の定款９条２項では、出資持分の譲渡を受ける者は社員でな

ければならない旨定められていたところ、設立時から平成１３年１２

月３１日までの間の定款変更により、同項ただし書として「但し相続

の場合はこの限りにあらず」との規定が新設されたが、この規定は、

あくまで同項本文の反対解釈として、「相続の場合の相続人は社員で

なくてもよい」旨の規定として捉えるべきであって、「死亡退社の場

合には、出資持分が出資金払戻請求権に即時に転化することなく、出

資持分のまま相続されることを認めた」旨の規定と読み替えるべきで

はない。出資持分の相続人は、被相続人の死亡退社に伴い、出資持分

が転化した後の出資金払戻請求権を相続するのであり、転化前の被相

続人に属していた出資持分を相続するのではない。当該相続人は、相

続した出資金払戻請求権を相続して、その権利を行使するか、その行

使を単に留保するか、それとも払戻しを受けた出資金を改めて出資し

て出資持分を取得し、出資者の地位を得るかは、当該相続人の選択に

委ねられている。
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仮に、百歩譲って相続人が出資金払戻請求権に転化する前の出資持

分を相続できるとしても、相続人は、転化前の出資持分の形でしか相

続できないものではなく、転化後の出資金払戻請求権を相続するとの

選択もできると解すべきである。

控訴人Ａ及びＫは、本件相続により出資持分の払戻請求権を取得し

たのであって、出資持分を有する社員となることを希望しておらず、

出資社員にはなっていない。よって、控訴人Ａ及びＫは、出資持分の

形で相続していない（そのため、次の争点３についても、控訴人Ａ及

びＫが相続したのは出資金払戻請求権である以上、１口１０万円と評

価されるべきことになる。）。

イ 争点３（Ｉの出資持分１口の評価方法及び評価額について）

（ア） 本件では、評価通達１９４－２の方法により出資持分を評価すべき

でない。なぜなら、評価通達１９４－２は、清算中の医療法人の出資

持分の評価方法として、清算中の会社の株式の評価方法（評価通達１

８９－６）を準用しており、活動を続けている医療法人の出資持分の

評価方法とは区別しているからである（活動を続けている医療法人の

出資持分の評価には、将来解散した時の残余財産の総額のような未確

定の要件は入っていない。）

よって、Ｉの定款に解散時の残余財産分配条項が残っていることを

理由にＫの相続出資持分を評価通達１９４－２の方法で評価するのは

誤っている。現に、Ｋは、本件相続後、社員にはならず、Ｉに対し出

資金払戻請求権を１口１０万円として請求していた。

（イ） この点、最高裁平成２２年７月判決では、医療法人において定款で

出資額限度法人（社員の退社時における出資金払戻請求権や解散時に

おける残余財産分配請求権の法人の財産に及ぶ範囲を払込出資額に限

るとする定款の定めを持つ社団医療法人をいう。以下同じ）のように

出資金払戻請求の範囲を制限する場合でも、出資社員は、法令で許容

される範囲内で定款を変更することにより、財産全体につき自らの出

資額に応じて払戻しを求め得る潜在的可能性を有している旨判示して

いる。しかし、この判示は、出資社員が医療法人の支配権を有してい

る、あるいは、出資社員の意思が社員総会の決定に自由に反映する客

観的状態が存在するといった、出資社員による定款変更が可能である

ことを前提としたものである。

しかるに、Ｉのように、本件贈与時に全社員６名中出資社員が１名

にまで減少し、本件相続時には社員５名全員が非出資社員となってお

り、かつ、かかる出資社員の減少は、前理事長である亡Ｈにおいて、

Ｉを持分の定めのない医療法人に移行させたいと志向していたことを

反映したものであることからすれば（本件相続時はＩの顧問税理士が

持分の定めのない医療法人へ移行するため宇部税務署及び下関税務署

の担当者と相談しており、亡Ｈの死亡から約８か月後の平成２０年９

月２０日に「持分の定めある医療法人が持分なしに移行する際の贈与

税非課税基準に関する改正通達」が公表されたのを受けて、平成２３

年７月２３日にＩの出資持分のない医療法人への転換変更の認可を得

ている。）、上記の「財産全体につき自らの出資額に応じて払戻しを

求め得る潜在的可能性」は存在しないというべきである。

よって、本件は、最高裁平成２２年７月判決とは事案を異にしてお

り、本件相続で評価通達１９４－２を適用すべきではない。

ウ 争点４（Ｉにつきみなし贈与課税の規定が適用されるか否か）について

（ア）ａ　相続税法９条のみなし贈与は、行為者と受贈者との関係が直接的

ではないという曖昧さがあり、また、会社と株主の関係は同法６４

条１項も規律しているため、同法９条は制限的な解釈が求められて

いる。

相続税法基本通達９－２は、相続税法９条のみなし贈与が適用さ

れる会社を同族会社（法人税法２条１０号）に限定している。具体

的には、３人以下の株主及びその関係者が株主総会等の議決権の５
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０％以上を占めていることを同族会社の要件の基本とし、かかる同

族会社の要件を充たさなければみなし贈与の課税をしないこととし

ている。なお、厚生労働省照会の記の３（３）には、出資額限度法

人における出資社員の任意退社に伴うみなし贈与の取扱いの便宜的

基準が定められているが、相続税基本通達は、相続税法の実務運用

において最高位の通達であり、厚生労働省照会は相続税法基本通達

の下位に属する行政運用基準であり、相続税法基本通達の基準に違

うことは許されない。

相続税法９条を医療法人に準用するにあたっては、相続税法基本

通達９－２の考え方が指針となるところ、その場合、医療法人の社

員総会は、株式会社の株主総会とは異なり、その構成員である社員

の議決権は出資持分保有の有無、口数に限らず各人に１個であって

、かつ、医療法人では出資持分を持たない社員もありうる。そうす

ると、みなし贈与の適用対象となる同族医療法人か否かの判断は、

出資社員の出資持分割合によるのではなく、３人以下の社員とそれ

らの者の関係者で議決権割合の半数を超える数を占めているかを基

準にすべきである（相続税法基本通達９－２が対象とする法人税法

２条１０号に定める同族会社の要件の準用）。

ｂ　Ｉでは、控訴人Ｂの退社（本件退社）により、社員６名中出資社

員は１名で、議決権割合は６分の１にとどまる。残る１名の出資社

員である亡Ｈの出資持分割合は１００％であるが、これは医療法人

の運営や議決権には関係がない。出資社員の意思が社員総会の決定

にそのまま反映されるような社員構成であるともいえない。

（イ） 予備的に、本件退社について評価通達１９４－２は適用されないと

の主張も付加する。その場合、本件退社の前後で残った出資社員の出

資持分の評価は変わらないから、結果としてみなし贈与の適用はない

。

第３　当裁判所の判断

１　本論

当裁判所も、①本件各処分のうち、先行する処分が後行の処分により一部取り消さ

れた部分については、控訴人らは、その取り消された部分の納税義務が消滅している

から、控訴人らは同部分の取消しを求める訴えの利益を有しないし、②争点１、すな

わち、丙事件における控訴人Ａ、控訴人Ｃ、控訴人Ｄ、控訴人Ｆ及び控訴人Ｇの各訴

えの適法性については、上記５名が不服申立前置手続をとっておらず、控訴人Ｂによ

る本件贈与税各処分につき不服申立手続を経たことを理由に、上記５名の不服申立前

置がとられたと解することもできず、不服申立前置手続をとらないことにつき国税通

則法１１５条１項ただし書３号所定の正当な理由があるとも認められないことからす

れば、丙事件の控訴人Ｂを除く控訴人らの訴えは不適法であり、③争点２〔Ｉを退社

した社員の出資持分の帰趨、平成１９年１０月２５日（本件退社）時及び平成２０年

１月２９日（本件相続）時のＩの全出資持分数並びにそのうち亡Ｈが所有していた出

資持分数〕については、出資持分の推移が原判決別表５－２のとおりであり、平成１

９年１０月２５日の本件退社直後の全出資持分が６５口で、うち亡Ｈが所有していた

出資持分が６５口、平成２０年１月２９日の本件相続時点での全出資持分が６５口で

、本件相続により、控訴人Ａが４０口、Ｋが２５口を取得したことが認められ、④争

点３（Ｉの出資持分１口の評価方法及び評価額）については、Ｉの出資持分を財産評

価基本通達１９４－２により評価するのが相当であり、⑤争点４（Ｉにつきみなし贈

与課税の規定が適用されるか否か）については、本件退社により出資持分の１口当た

りの評価額が増加し、これがみなし贈与に該当すると認められ、これらによれば、本

件相続開始時の出資持分１口当たりの評価額が１３０３万２６００円（原判決別表８

）、本件退社直前の評価額が１口当たり１６０４万４４００円、本件退社直後の評価

額が１口当たり１７２７万２４００円となり（原判決別表１１）、⑥争点５（控訴人

らのその他の主張）については、控訴人らの主張はいずれも認めることができず、当

裁判所の判断を左右しないものと判断する。その理由は、次の２のとおり当裁判所の

追加判断を付加するほか、原判決の事実及び理由中第３の１ないし７のとおりである

から、これを引用する。
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ただし、次のとおり補正する。

（１）　原判決６１頁１８行目「１１５条」の次に「１項」を加える。

（２）　同６７頁７行目「甲３、４３」の次に「、原審における証人Ｕ」を加える。

（３）　同８２頁６行目「相続税９条本文」を「相続税法９条本文」に改める。

２　当裁判所の追加判断

以下、控訴人の当審における追加・補充主張について判断する。

（１）　控訴人らは、上記第２の２（３）ア（ア）（イ）のとおり、①Ｉの出資持分

は、払戻請求権の範囲を出資額に制限した後も、退社前は払戻請求権に転化す

る前の期待権ないし停止条件付権利に過ぎない旨、②相続人が出資持分を有す

る被相続人から相続するのは、出資持分が転化した出資金払戻請求権であり、

これを行使するか、それとも再び出資に供して出資者の地位を得るかは、当該

相続人の選択に委ねられているところ、控訴人Ａ及びＫは出資金払戻請求権を

選択したから、出資社員になっていないと主張する。

しかし、①社団医療法人における出資持分については、剰余金の配当を禁ず

る医療法５４条に反しない限り、当該医療法人が定款をもって自律的に定める

ことができるところ、定款変更により出資持分のない社員を認め、当該社員に

社員総会の議決権が認められるようになったとしても、出資持分は、当該医療

法人の客観的交換価値を分有する権利であり、出資によって具体的に成立して

いることは、定款変更の前と変わるところはないのであって、退社前の出資持

分が期待権ないし停止条件付権利に過ぎないとは解されない。

また、②Ｉの定款９条２項本文は、同条１項で出資持分の譲渡方法を定めた

ことを前提に、出資持分の譲渡方法のさらなる制限を規定したものであり、同

項ただし書は、相続の場合は出資持分の譲受人が社員である必要はないとし、

同項本文の除外事由を定めたものである。そうすると、仮に「相続人が相続す

るのは出資金払戻請求権であり、相続人が出資社員となる場合は、その払戻金

を出資に供すればよい」旨の控訴人らの主張に立脚すると、相続人は、新規に

社員に加わるものと同一であることになり、あえて社員総会で定款変更の手続

をとって、９条１項と関連するものとして２項ただし書を新設する必要もない

ことになるのであり、かかる定款変更をした社員総会決議における合理的意思

に反していることになる。よって、控訴人らの主張は９条の趣旨を正解しない

ものというべきであり、当裁判所は採用できない。

よって、控訴人らの上記主張は採用できない。

（２）　控訴人らは、上記第２の２（３）イのとおり、評価通達１９４－２は清算中

の医療法人の出資持分の評価方法であって、現に活動中の出資持分の評価には

当てはまらないこと、本件は、医療法人のうち出資額限度法人について評価通

達１９４－２の適用を認めた最高裁平成２２年７月判決とは、社員構成を異に

していること、以上を理由に、本件では評価通達１９４－２によりＩの出資持

分を評価すべきではないと主張する。当審で提出された甲５７中には、その主

張に沿う部分がある。

しかし、この主張は、次のア、イのとおり、いずれも採用できない。

ア　評価通達１９４－２は、同１８９－６（清算中の会社の株式の評価）を準

用しているとはいえ、同１８９－６は同１９４－２の中で多数準用する規定

の一つにすぎず、同１８９－６が準用されているからといって同１９４－２

が清算中の医療法人における出資持分の評価方法に限定した規定であるとは

解されない。

イ　相続税法２２条は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当

該財産の取得の時における時価による旨定めているところ、ここでいう時価

とは、課税時期において正常な条件の下に成立する当該財産の取引価格、す

なわち、客観的交換価値をいうものと解するのが相当である。しかるに、評

価通達１９４－２は、持分の定めのある社団医療法人においても、出資の客

観的交換価値の評価を取引相場のない株式の評価に準じて行うこととしたも

のと解されるから、その方法によっては当該法人の出資を適切に評価するこ

とができない特別の事情の存しない限り、これによってその出資を評価する

ことには合理性があるというべきである。

このように、評価通達１９４－２は、客観的な交換価値の評価方法を明ら
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かにしたものであるところ、その評価方法の中で、出資社員の構成を考慮す

べき旨の定めはないし、同項が、出資社員の構成を考慮要素に含めるべきと

の趣旨と解することもできない。なお、Ｉにおいて出資持分の払戻しが出資

金払込額に限定する定款変更（平成１３年改正定款）がされたのに加え、社

員の中で非出資社員が圧倒的多数を占めているとしても、それらはＩの出資

持分の客観的な交換価値に影響するものとは認められないから、上記の判断

を左右するものではない。

また、原判決を引用して認定したとおり、前理事長である亡Ｈが、生前、

Ｉを持分の定めのない医療法人に移行させることを志向し、そのための手続

等を進め、それに沿った移行が亡Ｈの死後に実現しているものの、亡Ｈの生

前は、前記移行のための検討や、税務署に対する相談が進められていたにと

どまり、本件相続時である平成２０年１月２９日の後である同年９月４日の

時点においても、理事会で上記移行が今後の検討課題とされていたという進

捗状況にとどまっており、その後、平成２３年になって、理事会で上記移行

の承認可決がされ、定款変更の決議を経て、同年７月１２日に県知事の認可

を受けたという経過であるから、本件相続時には上記移行は未だ検討段階に

とどまっていたことは明らかである。そうすると、亡Ｈの死亡後に、その意

向に沿ってＩを持分の定めのない医療法人に移行させることが実現したとし

ても、本件相続後に実現した上記移行の事実は、本件相続時を基準として認

定判断すべきであるＩの出資持分の客観的な交換価値に影響を与えるもので

はなく、本件の結論を左右するものではない。

付言するに、当審で提出された証拠によっても、Ｉの出資持分につき、評

価通達１９４－２によって適切に評価することができない特別の事情が存す

るとは認められない。

よって、控訴人らの上記主張は、いずれも当裁判所の判断を左右しない。

（３） 控訴人らは、上記第２の２（３）ウのとおり、①相続税法９条は制限的な解

釈が求められており、同条の解釈の指針となる相続税法基本通達９－２を医療

法人に当てはめるべきであり、当てはめにおいては、単に出資社員の出資持分

割合を基礎とするのではなく、議決権割合を基礎とすべきであるところ、本件

退社時点のＩは、出資社員の意思が社員総会の決定にそのまま反映されるよう

な社員構成にはなっていないし、②そもそも、評価通達１９４－２は、本件退

職時のＩには適用されないのであり、その場合、出資持分の評価に変化がない

ことになるため、みなし贈与の適用はない旨主張する。当審で提出された甲５

７中には、その主張に沿う部分がある。

しかし、次のア、イのとおりの理由で、控訴人らの上記主張は、いずれも採

用できない。

ア 相続税基本通達は、同族会社における株式又は出資の価額が増加した場合

にみなし贈与として取扱われるかの判断基準を示しているものの、医療法人

の中の出資額限度法人において出資社員が退社した場合を直接想定して定め

たものではなく、むしろ厚生労働省照会の記の３（３）がかかる場合を予定

して定めたものであるから、厚生労働省照会の記の３（３）に基づいて本件

退社によるみなし贈与の成否を判断するのが相当である。この点、控訴人ら

は、相続税法基本通達が厚生労働省照会よりも上位にある法規範であり、本

件における厚生労働省照会による解釈・適用は、相続税法基本通達に反し、

許されない旨主張する。しかしながら、甲１３の４、乙９０の１、２によれ

ば、厚生労働省照会は、持分の定めのある医療法人が出資額限度法人に移行

した場合等の課税関係について、厚生労働省が国税庁に照会したもので、国

税庁が貴見のとおりで差支えない旨回答しているものであるが、それによれ

ば、医療法人にもみなし贈与の適用があり得ることを前提に、「相続税法基

本通達９－２の取扱いなどを踏まえれば、特定の同族グループによる同族支

配の可能性がないと認められるような医療法人については、一般的にはその

利益を具体的に享受することがないと考えられるから、そのような法人にあ

っては、みなし贈与の課税は生じないものと解される」との解説が付されて

いることが認められる。そうすると、相続税法基本通達９－２において、そ

の文言上、みなし贈与の適否が直接定められているわけではない出資持分が
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なく議決権を有する社員が存在する医療法人の場合についても、同通達９－

２の趣旨を踏まえて、みなし贈与の解釈・適用が厚生労働省照会として判断

基準が示されたものということができるから、厚生労働省照会は相続税法基

本通達に反するものではない。

次いで、控訴人らは、医療法人における社員総会では出資持分の多寡が議

決権行使に影響せず、社員が１人で１つの議決権を有していることからすれ

ば、みなし贈与の適用対象となる同族医療法人か否かの判断は、出資社員の

出資持分割合によるのではなく、３人以下の社員とそれらの者の関係者で議

決権割合の半数を超える数を占めているか否かを基準にすべきであると主張

する。

しかし、上記の解説によれば、厚生労働省照会の記の３（３）は、一定の

場合には、出資社員が退社し、残存する他の出資者の有する出資持分の価額

が増加したときに、みなし贈与の課税が生じるとしつつも、特定の同族グル

ープによる同族支配の可能性がないと認められる医療法人であれば、一般的

には、出資社員には当該価額増加分の利益を具体的に享受することがないと

考えられることから、みなし贈与の課税は生じないものとした規定と解され

る。そうすると、厚生労働省照会の記の３（３）に該当する事由があれば、

たとえ医療法人における社員総会での議決権が社員（非出資社員を含む。）

１人当たり１個であることを考慮しても、なお同族支配の可能性がないとは

いえないから、みなし贈与の課税が生じるというべきである。控訴人らが上

記で主張するような限られた場合にしか同族支配の可能性がないというので

あれば、みなし贈与の適用の範囲を不当に制限するものであって、当裁判所

の採用するところではない。

本件において、厚生労働省照会の記の３（３）によれば、Ｉの本件退職時

点での出資社員の構成がみなし贈与の課税が生じるべきものであることは、

原判決を引用して認定したとおりである。

イ Ｉの出資持分の評価方法につき、評価通達１９４－２を用いることに合理

性が認められることは上記（２）で判断したとおりであって、本件退社時に

おいてもこれを変えるべき特別の事情は窺われない。よって、評価通達１９

４－２が適用されない旨の控訴人らの主張は認められない。

３　結論

以上によれば、控訴人らの訴えのうち、①甲事件に係る控訴人Ａの訴えについては

、平成２３年１１月１７日付け相続税の再更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処

分のうち、平成２４年４月１３日付け再更正処分及び同日付け過少申告加算税の変更

決定処分により取り消された部分の取消しを求める部分、乙事件に係る控訴人Ｂ、控

訴人Ｃ、控訴人Ｄ、控訴人Ｅ、控訴人Ｆ及び控訴人Ｇの各訴えについては、平成２２

年２月２５日付けでした相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち

、平成２４年４月１３日付け再更正処分及び過少申告加算税の変更決定処分（控訴人

Ｂ、控訴人Ｃ及び控訴人Ｄにつき平成２３年１１月１７日付け、控訴人Ｅ及び控訴人

Ｆにつき平成２４年３月２１日付け、控訴人Ｇにつき同年４月１３日付け）により取

り消された部分の取消しを求める部分は、いずれも不適法であるからこれらをを却下

すべきであり、②丙事件に係る控訴人Ａ、控訴人Ｃ、控訴人Ｄ、控訴人Ｆ及び控訴人

Ｇの訴えは、いずれも不適法であるからこれらを却下すべきであり、③控訴人らのそ

の余の請求はいずれも理由がないから、これらを棄却すべきところ、これと同旨の原

判決は相当である。よって、本件各控訴をいずれも棄却することとし、主文のとおり

判決する。

（口頭弁論終結日　平成２８年５月１１日）

（広島高等裁判所第３部　裁判長裁判官　生野考司　裁判官　横溝邦彦　裁判官　梅本幸

作）

TAINSキーワード
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別紙リンク

原本URL 原本なし

関連判決 Ｚ２６５－１２６４８
Ｚ２６７－１２９７４
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